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は じ め に 

本報告書は、財団法人アジア人口・開発協会が、平成 10年度雇用促進事業団委託事業「ア

ジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調査研究」を受託し、イラン・イスラム共和国

で実施したものである。調査の取りまとめについては、本協会内に設置した研究委員会（委

員長黒田俊夫 日本大学人口研究所名誉所長／本協会理事）委員を中心に行った。 

調査の目的は、職業安定制度や雇用政策の適切な実施は、各国の社会的な安定の確保に深

く関わることであり、また現在、アジア諸国における、国際的な相互依存関係の進展の中で、 

アジア域内の社会的な安定を維持する上でも基本的な条件のーつである。各国の職業安定制

度と雇用制策の現状を調査することはアジア諸国の現状と日本との関係を理解する上で重要

な役割を担うことになる。 

このような観点から、南アジア、東南アジア、東アジアを中心に各国の職業安定制度と雇

用政策の実態及び人口構造、社会構造及び経済構造との関係について、各国の現状把握及び

将来見通しを行い、国際化の進展・国際協力が必要となっていく中で今後の日本の国際協力

における政策立案に役立てることにある。 

現地調査は、イラン・イスラム共和国政府労働・社会省の全面的な協力を得て実施され、 

在イラン大使館東博史参事官、中村勝男 日本貿易振興会テヘラン事務所長他の皆様には

現地調査の全般にわたってご指導・ご協力をいただいた。 

国内では、労働省雇用政策課及び外務省中近東第 2 課に調査内容についてご指導及び調査

のご協力をいただいた。 

終わりに、この報告書がイラン・イスラム共和国をはじめ、アジア諸国の発展と日本政府

の有効な国際協力の進展に役立つことを願うものである。 

なお本報告書は、本協会の責任において作成したものである。 

平成 11年 3 月 

財団法人 アジア人口・開発協会

理事長 中 山 太 郎 



序 章】 本書の構成と分析 視 占 占 

イランは古くはペルシャと呼ばれ、我が国とも古来より連綿たる関係を持ってきた。1978 

年のイラン・イスラム革命によってパーレビー王朝が打倒され、現在のイラン・イスラム共

和国が成立した。この革命は、イスラム教の指導者ホメイニ師に率いられた宗教革命であり、 

世界的に見てグローバリゼーションと情報化が進む中で、宗教が一国の政権を変えるほどの

力を持ったことに対し、世界中が衝撃を受けた。 

この革命後、アメリカ大使館の学生による占拠事件にイラン革命政府が同情的な対応をし

たこともあり、国際社会と異なった対応をする国家であるとのレッテルが貼られた。 

イラン‘イスラム革命の評価に関しては、未だ定まったものはないが、その結果として外

国資本が国外に逃避し、イランは国内でその産業をまかなわなければならなくなった。その

後、イスラム革命では撤退しなかったわが国企業もイラン・イラク戦争など宗教紛争の装い 
d 

を纏った国際紛争が発生し、イランージャパン石油コンビナート （IJ PC）が壊滅的な打撃

を受け、撤退を余儀なくされた。 

これらの事件の後、イランは閉ざされた国、良く分からない国というイメージができあが

ってしまった。また、同時期、イラン自身も宗教指導者に率いられた革命という事情もあり、 

内向きの姿勢をかたくななまでにとったことも事実である。 

現在、イランは変わりつつある。ハタミ大統領のもと、イスラム教をその行動指針とする

という原則は変わらないものの、現実的な路線をとり始めており、同国内におけるプロジェ

クトへ投下した資本や利息の国外移転の自由を保障するなど、イスラム原理主義の根幹を維

持した形で国際社会との協調関係を構築したいとの方針を公式に打ち出している。 

また、わが国との関係でいえば石油を中心にわが国経済とイランとのつながりは深い。し

かしながら、「石油の輸出国である」、「ペルシャ械琶の産地である」ということ以外、ほと

んどイメージが湧かない国でもある。その一方で、数多くのイラン人が不法就労しているこ

とが連日報道されるなど、昔日のペルシャというイメージと不法滞在イラン人という 2つの

イメージが罪離したままとなっている。 

実態が知られていないことがますますイランを遠いものとし、誤解を生んでいる。在日イ 
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ラン大使館の調査によると、自称イラン人の不法就労者のかなりの割合がイラクやアフガニ

スタン人であったという。また、イランが西アジア地域に属し、非常に高い人口増加率を持

っていたことは事実であり、海外就労への圧力が存在することは事実である。 

イラン国の失業率は公式統計では 8.6％であるが、外国の統計によっては 30％以上ともい

われている。イランはイラン革命、イラン・イラク戦争の後、産めよ増やせよ政策をとり、 

合計特殊出生率が 7.! になった。それまで、一応長期的に低下傾向にあったものが、宗教に

よる革命と戦争の結果として跳ね上がったのである。その結果、15 歳以下人口比率は 39.51% 

と非常に高く、すでに労働市場に参入し始めている巧～19 歳人口から 1~9歳人口のコーホ 

ートが圧倒的に大きな人口規模となっている。この人口規模が次々に労働市場に参入してく

るわけで、雇用の創出確保はイランにとって決定的に重要な問題となっている。 

そこで、イラン政府も雇用問題を重視している。そこでとられているのは人間資源のサプ

ライサイド政策とでもいうべき政策である。宗教指導者の下の政府ということもあり、社会

科学系教育を重視しているとはいえないが、自然科学、技術職業訓練教育に関しては非常に

努力をして人材育成を図っている。大学卒、博士号取得者などの数も現在の産業規模からい

えば十分といえる水準まで達している。今回の調査を通じて得た印象は、この豊富な人間資

源を生かして、結果として産業誘致、雇用確保を図ろうとしているかのような印象を受けた。 

しかしながら、現実に雇用を確保するためには、外国からの投資など需要が生じる必要が

ある。供給をいくら増やしても需要がなければ高学歴失業者を大量に生産するだけになって

しまう。ここに、イランの現在の矛盾がある。イランの失業問題、雇用問題の本質は、おそ

らくはイラン国の経済構造の問題であり、マクロ経済政策の問題である。 

現在のイランの経済は石油依存のバザール経済であるが、しかし長期的な経済成長は石油

依存のバザール経済を脱却し、製造業を中心とした経済への転換を図ることなく達成できな

いと本報告書の中では、指摘している。ホメイニ師によるイスラム革命に、バザール資本が

大きな助力をしたといわれているように、バザール経済はイランで政治的にも大変大きな力

を持っている。しかし、バザール経済は基本的に資本集約的ではあっても労働集約的ではな

い。つまり、イランの持つ人的資源を生かした産業ではないのである。 

また、イランの国際収支は石油の輸出によって支えられている。石油のもたらす膨大な収

入がイラン経済を支えてきた。しかし、この収入はまさしくイランの持つ資産を取り崩して

いることにほかならず、経済活動の活性化や、経済改革にはむしろ足かせになってきたとさ

えいわれている。なぜなら、その安定的な収入があるがゆえに、長期的に見たときに製造業

などの雇用吸収できる産業の育成が重要であることが頭では理解できても、差し迫った問題

にならなかったため、他の産業を育成する必然性を感じなかったからである。 

革命政権はこの石油の富を国民に分かつことを公約し、実行した。これは、結果として経

済活動を創出したのではなく、資産を消費したことになった。 

また、石油産業も資本集約的ではあっても労働集約的ではない産業である。したがって、石

油産業は、少なくとも原油輸出に関してはイランの雇用吸収を果たせないということになる。 

したがって、今後、増大する年少人口に、雇用を創出するためには、単に人間資源を養成 
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するばかりではなく、むしろ、マクロ政策を産業育成型にすることが重要であり、外国投資

の促進が重要になってくる。しかし現状では、まだまだバザール経済の力が強く、バザール

経済に比べて、製造業などの投資効率は遥かに悪く、魅カがない現状がある。まさしく個人

にとっての最大の利益追求が全体にとっての利益に結びついていないのである。 

この現状をイラン国自身も把握している。計画・予算機構のマクロ政策、中央銀行の為替

政策などは、イスラム指導者を説得しながらこれらの問題点に取り組み、製造業の育成と外

国投資の促進を図るための制度改革を決め、実行しようとしている。マクロ政策、為替政策

の重要性は第 3 次 5 か年計画のガイドラインにも証われている。 

今後、これらの政策を実行する上で、イラン・イスラム教の保守派とどのように調整をと

っていくかがもっとも大きな課題となるであろう。 

また、制度ができてもそれがうまく機能するとは限らない。制度的にはイラン国内で稼得

した利益を海外に移転することは保障されているが、現状では外国為替銀行が不慣れなこと

もあり、あまり機能しているとはいえない。つまり、新しい制度を実際に機能させるための

機構を確認していくこともまた非常に重要な課題なのである。 

また、日本で特に大きな問題として扱われたイラン人出稼ぎ労働者の問題に関していえば、 

イラン政府は未熟練労働者の国外での就労を認めるつもりはなく、政策として海外出稼ぎを

奨励するつもりもない。しかしながら、技術水準向上のための海外研修はぜひ実施したい。 

むしろ、不法滞在労働者の取り締まりに関しては、各国政府とも密接な協力を果たしていき

たいという意向であった。 

また今回の調査は、イラン国にとっても革命後最初の労働制度に関する調査であったとい

う。若干ながらも調査票を利用した企業調査なども実施することができた。 

本書の構成は以下の通りである】 

第I章 総括 

第2章 人口構造と経済 

1， 人口 

2， イランの経済 

3， イランと日本の経済関係 

第 3章 雇用に関わる制度とその運用 

1． 労働行政 

2． イランの教育制度 

3， 労働法と社会保障制度 

第 4章 労働・雇用の現状 

I， 労働力事情 

2. 企業調査の集計と分析 

第 5章 協力の課題 

第6章 調査団メンバー、調査協力者、日程、収集資料 
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第1章 総括】イランの試練と挑戦 
―近代化ハ、の胎動とその役割― 

イスラム文化圏は、人口 10 億を超える巨大な宗教文化圏である。中近東を中心に、東は

アセアンの大国インドネシアから西はアフリカ大西洋岸の多くの諸国を含む文化圏である。 

政治・経済面でイスラム教が重要な役割を占めている点に特徴があり、世界の政治、経済、 

社会の幾多の分野において重大な影響力を持っている。特に地球上の基本的課題ともいうべ

き人口増加抑制、そのための出生力コントロールにおいて、今日なおこのイスラム文化圏は

きわめて高い出生力（合計特殊畠生率】TFR が 4.-5）を維持しており、そのコントロール

の成否が人類の持続的な発展の鍵を握っているといえるであろう。 

このようなイスラム文化圏の中で、イラン・イスラム共和国は特筆すべき変化・発展を示

しており、特に出生力コントロールにおいてイスラム文化圏では予想しがたい、奇跡的とも

いうべき出生力の低下を実現している。他方においてイスラムの信条を基本とした近代化政

策を強力に進めようとしている。急速な出生力抑制に表現される価値観の変化、特に、教育

を中心とした社会開発と経済発展を目指した 5 か年計画が、近代化の急速な展開に貢献する

かが注目される。 

イランは国連の分類によれば南中央アジアに属し、インド、パキスタン、バングラデシュ

に次ぐ人口 6,000 万の大国である。 イランも他のイスラム国家と同様、高い出生率と、高い

増加率の特徴が見られると共に、イスラム革命（1978 年）、イラン・イラク戦争（198O~ 1988 

年）という大試練を経験したことを考慮することが必要である。イスラム革命は王制から民

主国家への移行としての文化革命であり、10 年近くに及ぶイラン・イラク戦争は人口増強政

策をもたらした。 

高出生率の持続と死亡率の急速な改善は年率 3％以上という異常に高い自然増加率を生じ

た（図 14）。イラン・イラク戦争時には 46.1%。の高い出生力と 10.4為の低死亡率の結果とし

て 1980 年代前半には 4,4%. 1980年代後半でも 3.8％という異常な増加率を示した（表 111）。 
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表 l -1 イランの人口諸指標 

1950- 

55 

1955- 

60 

1960- 
65 

1965- 
70 

1970- 

75 

1975- 

80 

1980- 
85 

1985- 

90 

1990- 
95 

48.0 47.0 46.5 45.3 44.1  44.7 46.1 42.4 37.8 

24.5 22.0 19.6 17.0 14.5 11.8 10.4 8.1 6.8 

2.35 2.50  2.70 2.84 3.19 3.26 	4.40  3.82 	2.87 
7.13 7.20 7.26 6.97 6.54 6.50 6.80 6.00 5.30 

19.0 17.5 16.3 14.5 12.2 10.0 7B  5.2 43  

46.1 	48.3 50.8 	53.2 	55.9 58.6 	60.6 65.2 	67・5 
39.0 	42.4 44.8i 	45.8 	45.9  45.4 	44.9 45.5 	45.3 
5.3 	4.8 4.2 	3・7 	3・5 3・3 	3・3 3・0 	3・8 

脂 

CBR(%o) 

CD R ( %o) 

川R( %) 

I TFR 

IMR 

I平均余命（年）  

~0-14割合(%) 

i65＋割合（9も） 

出所】United Nations: World Population Prospects The 1996 Revision 
備考】CBR＝普通出生率、CDR＝普通死亡率、NIR＝自然増加率、TFR＝合計特殊出生率、 

IMR＝乳児死亡率、平均余命＝男女総数の出生時平均余命、0・14 割合＝0-14 歳人ロの全人口に占め 

る割合、65＋割合＝65 歳以上人口の全人口に占める割合。 

各指標は各 5 年間の平均、但し 0-14 歳、65＋人口割合は各 5年期のはじめの年次についてのもの。 

図1-i イランの人口 出生一死亡ー人口増加率 

1950-55 	1955-60 	1960-65 	1965-70 	1910-75 	1915-80 	1980-85 	1985-90 	1990-95 

年次 

出所】表 1-1 と同じ 
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このきわめて高い出生率と低死亡率の結果としての年率 4％という異常な人口増加率の経

済・社会発展への著しい障害に注目した政府は、出生力コントロール政策へと逆転した。イ

スラム教国としては例のきわめて少ない強力な政府の主導による人口政策の転換は、奇跡的

とも思われる出生力の著しい低下をもたらした。イラン政府中央統計局（1998）によると TFR 

が 1986年の7.1が 10年後の 1996年には 3.0 と半分以下に激減している（第 2章表2-1 参照）。 

イスラム教一色のイランにおいて宗教指導者の政策決定は絶対的影響力を持っているものと

思われる。10 年間に出生力が半減という経験は戦後初期の日本にも見られる。1947 年の 

TFR4.54が 10年後の 1957 年には 2.04 と半分以下に低下している。TFR の水準はイランより

遥かに低いが半減している事実は同じである。しかしイランの場合、水準が高いだけに低下

分は 7.1 人から 3 人へと 4.1 人、日本の場合は 2.5 人であって、イランの低下の大きさに驚

かざるを得ない。日本の場合においても、この低下の時期には人工妊娠中絶が重要な役割を

果たしていることが注目される。イランの場合、宗教的信条から政府の主導する避妊が出生

力低下のすべてを説明できるのであろうか。 

若干疑問が指摘されるのは、国連の 1996 年の人口推計に示されたイランの出生力指標で

ある。表 I -.1 に示したごとく、イランのTFR は 1985-1990でなお、6.8O、 1990-1995 で 5.30 

と著しく高い。TFRが 3.0 の水準に達するのは 2010年代であると推計されている。 

イランの中央統計局によれば、前述の 1986年から 1996年の期問における TFR が 7.1 から 

3.0 へと 58％の低下率を示していたのに対し、普通出生率は 49.6陥-20. 5%。へ 59％の低下で

あって、両者は良く対応している。この点から見ると中央統計局の数値も理解できる。国連

の数値が 5 年平均であるのに対し、中央統計局のそれは年単位であることも差異の生じる 1 

つの理由であるかもしれない。 

同じくイスラム国であるインドネシアは、家族計画政策とプログラムでは模範国といわれ

ているが、TFR が「引 の水準から「3」の水準にまで低下するには 1970 年から 1990年まで

の 20 年間が必要であった。しかもインドネシアは家族計画に積極的に乗り出した幾多の周

辺国に接触していたという環境に恵まれていた点を考えると、イランの場合はきわめて異例

といわなければならない。 

しかし、いずれにしてもイランが異常な人口増加を克服しつつあることは明らかであり、 

しかも他方において近代化政策を強力に推進し、特に人口資質の向上と経済システムの整備

に全力を投入しつつあることは、本書の指摘しているごとく、なお幾多の困難が予想されて

いるにもかかわらず、明るい未来を期待することができよう。 

最後に、イランの場合、留意を要する点は過去の長期にわたる超高水準の出生力の結果、 

現在から将来にかけて膨大な団塊の若い人口の増加が続くことである。この新しい若い世代

の人口が近代化の政策の中で活躍する十分な雇用機会の有無がイランの最大の挑戦であり、 

イスラム文化の課された宗教と開発の21世紀の課題である。 



第 2章 人口構造と経済 

1. 人 口 

(1） はじめに 

1979 年 4 月 I 日に現在のイラン・イスラム共和国が成立した。イラン・イスラム共和国

は同年 12 月に憲法が採択されイスラム大法学者（Vali-e-Faqih) の下に国家の行政、立法、司法

が機能するよう定められた。イランの国土面積は L648,000 km2で、27 の州と 212の郡からな

る。オマーン湾、ペルシャ湾、カスピ海に面し、パキスタン、アフガニスタン、アゼルバイ

ジャン、アルメニア、 トルコ、 トルクメニスタン、イラクと国境を接している。ギラン、コ

ラサン、マザンダラン、東及び西アゼルバイジャン州の 5州はカスピ海を隔てて、または直

接、中央アジア、コーカサス諸国と接している。降水量はカスピ海沿岸では 2000mm にも達

するが、南部及び南東部では 100mmに満たず、平均降水量は 275 mm 程度である。 

国教はイスラム教であり、人口の 99.5％イスラム教である。そのうちシーア派が約 91%、 

スンニー派は約 8％である。公用語はペルシャ語で人口の 83％が使用し、 トルコ語を母語と

するものが 22%、クルド語を母語とするものが 5.5％と考えられる。その他に少数民族の言

語として、ロリ語、バロキスタン語、アラビア語、アルメニア語、アシリア語などがある。 

イランは多言語、多文化であるが、かなりの同質性を持っている。 

天然資源は豊富で世界中で発見されている 10％にあたる、950 億バレルの石油埋蔵量を誇

っている。天然ガスは 21兆肩、世界第2位の埋蔵量を持っている。 

(2） 人 口 

現在のイランの総人口は 60,055,488 人（1996 年センサス）で、平均世帯規模は、4.8 人、15 

歳以下人口比率が 39.51％と年少人口の比率が高いことが大きな特徴である（表 2-1)。イラ

ン人口は 1956年以降長期的な傾向で見れば低下傾向にあった（図 2-1)。 

それが、1976 年11986 年にかけて急速に増加した。この期間、革命への気運の盛り上が

りとイラン・イラク戦争の戦時体制の中、大家族が良いものであるとの風潮が広まり、早婚、 
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高出生率、非識字率、避妊用具の入手困難があいまって、この人口増加をもたらした。この

急速な人口増加は、経済、社会に大きな影響を与えた。 

ただその後、その弊害を理解したイスラム教指導部意思決定により、人口問題への取り組

みは大転換した。人口増加がもたらす影響に対する認識が深まり、イスラム教国としてはじ

めて強力な国家主導の人口政策がとられ、あらゆる教育機関、公共部門を中心とする職場、 

職業訓練校、地域のヘルスセンターの増設などが行われ、1986年当時合計特殊出生率（TFR)7. 1 

であったものが、1996 年には TFR は 3 にまで低下した。10 年間でこれほどの急速な出生率

の低下が行われたことは、かつて例を見ないものである。 

一般的にいって、イスラム教は世界の人口プログラムを実践する上で、大きな障害とみな

されている。1994 年ェジプトのカイロで国際人口開発会議（ICPD）を開く際、イスラム原

理主義者が人口抑制を図るこの会議に反対し、会議を中止に追い込むためのテロすら起こり

かねない状況となった。その際、ェジプト側の受け入れ責任者であったマヘール・マハラン

人口大臣はイスラム教スンニー派の最高学府であるエル・アズハル大学に、国際人口開発会

議文書である「行動計画」の逐条審議を依頼し、その 90％以上がスンニ派の教義に照らして

も問題がないという承認を得て、国際人口開発会議の開催に漕ぎ付けたという経緯がある。 

イスラムが誤解されている部分として、行動的で、非寛容で、原理主義的な行動をとると

考えられていることがある。日本におけるイラン・イラク戦争における報道にしても、イス

ラム教の中のスンニー派とシーア派の、日本人には理解のできない協議の違いにこだわった

争いであるという受け止められ方をした。その前提には、非合理で理解できないイスラムと

いう西欧一般の認識がある。 

しかし、そこには、イスラム教のもう 1 つの特徴が忘れられている。イスラム聖職者と一

般的に呼ばれているのはイスラム法学者であり、あくまでコーランや様々な言行録の解釈を

専門とする教師である。もちろん僧職としての性質は持っているのであろうが、基本はあく

まで学間的な解釈学が専門であり、本来は教師である。 

イスラム教は行動的な側面ばかりが強調されるが、その意味で非常に主知的な性格を持っ

ている。したがって、例えば、スンニー派にとってスンニー派のコーラン解釈の最高峰であ

るエル・アズハル大学で条文検討がなされ、いったんそれが認められれば、スンニー派の信

徒にとってはまさしく従わなければならない「行動規範」となる。 

現在、ェル・アズハル大学の解釈を受け、パキスタンなども聖職者を通じた人口プログラ

ムを実施ししようとしていることから見ても、イスラムの主知的な性格が分かる。 

ところが、イランで人口問題に対する取り組みの大きな変化が行われたのは 1986 年でエ

ル‘アズハル大学の検討の遥かに前である。これは、これまでほとんど注目されなかったが、 

イスラムの中でもスンニー派とシーア派の違いを表していて興味深い。調査にあたって、詳

しく聞いてもイスラム大学での検討も行われていないという。 これは、スンニー派がスンナ 

（イスラムの聖人達の言行録）を忠実に守ることを是としているのに対し、シーア派はその

最高指導者がある種の解釈権を持っており、時代に合わせて解釈が行われるものだという教

義を持っていることによる。 



この意味からいえば、シーア派は非常に現実的で、イランを良く知る人の中には“イラン

人はあまり宗教的ではない”と言ってはばからない人もいるほどである。世界でも例を見な

いほどの劇的な出生カの低下を引き起こしたシーア派の解釈は、「イスラム教は人の知恵を

増すものであり、幸福を増すものである。イスラムの教義に従うことが、貧困を増し、無知

を増幅し、不幸を増すものであってはならない。したがって、人の知恵を増し、幸福を増す

ための適切な対応がとられなければならない」という解釈であったという。 

様々な教義のうち、優先順位があり、その優先性が高いもののためには優先性の低い規定

はある程度大幅な解釈を可能にし、柔軟に対応するという非常に現実的な対応をとったので

ある。イスラムの主知的な性格から、いったんこの決定が学問的に最高の権威を持つイスラ

ム大法学者の手でなされてから、すべての政府機関、教育機関、公的部門、政府系企業を通

じて人口問題への対応が実施されたという。 

それは、計画予算機構（PBO）が策定する国家計画の中に組織的に取り込まれ、実施され

た。第 2次 5 か年の人口分野に関する目標をあげると以下のようになっている。 

D 国全体で、家族計画サービスの質、その適用範囲、利用可能性を改善する。 

2） イランの人口学的データ収集、分析、調査能力の一層の向上。 

3） 包括的な人口政策を策定し、様々な計画分野の中に社会・人口学的な変数を十分に取

り込む。 

4） 女性の役割と地位を向上させる。 

5） 学校内、学校外の人口教育をさらに強化する。 

6） イランの大学で人口教育教授法と研究能力を強化する。 

1979 年に国家識字プログラムが、2000 年までにすべての人に識字教育をという目標を掲

げたこともあって、人口プログラムも教育やプライマリー・ヘルスケア・サービスの提供、 

家族計画の提供という手段を用いて行われた。現在の避妊利用率を見ると既婚女子を 100 と

して、1）経口避妊薬 20.9%.. 2）伝統的方法 16.9%.. 3）女性不妊手術 15.5%.. 4)IUD8.3%.. 5) 

コンドーム 5.4%.. 6）注射 2.9%.. 7）男性不妊手術、8）埋め込み型避妊薬：ノルプラント 0.5%.. 

9）その他 0.6%.. 10）妊娠 6.5%..n）特に申告なし 20.6%、となっている。 

その結果、識字率の改善と出生の転換が劇的に進行した。前述したように TFR は 1986 年

の 7.3 から 1996 年には 3 へと激減し、同時に、識字率は、1976 年当時には人口の半分にも

満たない 47.5％であったものが、1991 年には 74.4%.. 1996 年の調査結果によると 79.51％に

まで急上昇した。 

ただ、一時期とられた人口増加策は、今後も長期間にわたって大きな影響を与えることに

なる。当面、重要なのが労働市場にかつてイランが経験したことのない人口規模で若者が参

入してくることである。この巨大な人口の労働市場への参入は既に始まっており、今後この

人口すべてに雇用を創出することはかなり難しい現状にある。この若者に対する雇用をいか

に創出するかということが当面迫られる問題となるだろう。また、今後 10 年以内に予想さ

れる第 2次ベビーブームへの対応もこれからの課題になることは間違いないと思われる。 



表 2-1 人口関連指標 

1986 年 1996 年 

総人口（人） 49,445,010 60,055,488 

人口密度（人ノkm2) 30.3 36.4 

世帯数 9,672,477 12,387,943 

平均世帯規模（人） 5.1 4.8 

都市人口比率（%) 54.3 61.3 

性比（女性を 100 とする） 105 103 

15 歳以下人口比率（%) 45.45 39.51 

15-64 歳人口比率（%) 51.51 56.12 

65 歳以上人口比率（%) 3.04 4.37 

15 歳以上人口比率（%) 

（男性） 

（女性） 

54.55 

54.54 

54.56 

60.49 

60.31 

60.68 

平均年齢（歳） 21.7 24.03 

中位数年齢（歳） 17.01 19.42 

既婚者比率（%) 61.1 56.1 

初婚平均年齢（歳） 

（男性） 

（女性） 

23.8 

19.9 

25.6 

22.4 

識字率（%) 

（男性） 

（女性） 

71 

52.1 

84.7 

74.2 

就学率（%) 

（男性） 

（女性） 

32.8 

25.5 

38.6 

35.2 

粗出生率（CBR) 49.6 20.5 

合計特殊出生率（TFR) 7.1 3 

粗死亡率（CDR) 10.4 65 

出生時平均余命（歳） 

（男性） 

（女性） 

58.5 

59.3 

67 

69.8 

資料】中央統計局 1998 年 



図2-1 人口の自然増加率の推移（%)1881-1997年 
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 出所】国連人口基金イラン事務所】998 年 9 月 

(3） 労働人口 

表 2-4 に労働関連指標をまとめているが、その中で特徴的なのが非就業率と失業率の乗離

である。改めてまとめてみると次のようになる。 

表2-2 非就業率・失業率／男女別 

非就業率（%) 失業率（%) 

全体 56.90 8.64 

男性 25.28 8,12 

女性 89.36 12.36 
出所】中央統計局 1998 年 

いずれも女性のほうが大きいが、失業率は非就業率における男女差ほどの格差がない。非

就業率が全人口に占める就業していない人の割合を表し、失業率は就業を希望している人の

なかで就職できない人の割合を表しているものである。したがって、この格差は女性の就業

希望者が男性に比べて圧倒的に少ないことを意味している。教育機関別の在籍割合で見ても、 

中等教育以上の教育に関していえば若干男性のほうが比率が高いといえるかもしれないが、 

それほど大きな差ではない（表 2-5)。つまり、イスラム革命以降、女性の教育、人間資源開

発が大幅に進んだことを意味している。 

学歴でも男性と遜色のない女性の求職率がここまで低いということは、注目すべき事実で

あろう。文化的な要因で、失業率が実際よりも低く抑えられていると考えることもできるし、 

考え方を変えれば、大量の優秀な労働力が潜在しているともいえる。 

また、1986 年に比べて 1996 年において、男女とも失業率は低下しているが、逆に非就業 
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率は男性ではむしろ増加し、女性の非就業率は低下している。このことは男性の進学率力可ヒ

がり、労働市場への参入年齢が上昇したことと、女性の社会進出が増えつつあることを示し

ているのかもしれない。 

事実、今回、工場調査で訪れたテレビ工場では数多くの女性労働力が見られた。このこと

は高学歴化に伴い、現段階では就業に対する希望そのものが低いとしても、今後、機会があ

れば女性の労働市場参入も十分考えられるということである。 

労働力人口の中の 47％がサービス部門、以下、28％が農業で、就労人口の 65％が民間部門

で働いている。バザール経済を反映してであろうか、サービス部門がもっとも大きな雇用吸

収産業となっている。また、その比率が徐々に高まっていることは農業部分の雇用吸収力が

ほぼいっぱいで、鉱工業分野で十分に雇用吸収ができていないことを、間接的に証明してい

る。 

表 2-3 産業分野別労働力 1986-i 996 

産 業 分 野 1986年 1991年 1996年 

農 業 29一00% 24.48% 23.04% 

鉱 ・ 工 業 25.28% 27.61% 30.70% 

サ ー ビ ス 42.45% 43.62% 44.50% 

分 類 不 能 3.27% 4.29% 1.76% 

表 2-4 労働関連指標 

1986 年 1996年 

労働参加率（%) 45.76 43.1 
（男性） 80.96 74.72 
（女性） 8.95 10.64 

就業者数（人） 10,720,361 14,307,015 
（男性） 9,817,592 12,635,889 
（女性） 902,769 1,671,126 

就業率（%) 86.85 91.36 
（男性） 87.95 91.88 
（女性） 76.51 87.64 

失業者数（就業希望者） 1,622,644 1,352,177 
（人） 	（男性） 1,345,425 1,116,442 

（女性） 277,239 235,735 

失業率（%) 13.15 8.64 
（男性） 12.05 8.12 
（女性） 23.49 12.36 

15 歳以上非就業人ロ（人） 14,468,875 20,220,663 
（男性） 2,563,452 4,371,241 
（女性） 11,905,423 15,849,422 

非就業率（%) 54.24 56.9 
（男性） 19.04 25.28 
（女性） 91.05 89.36 

出所 I 中央統計局 1998 年 



表 2-5 6 歳以上人口／男女別／教育機関在籍割合 

1986 1996 
男子（%) 女子（%) 男子（%) 女子（%) 

国全体 
識字コース 0.32 2.11 0.22 1.79 
小学校 58.98 63.29 46.22 47.19 
ガイダンススクール 22.27 18.89 27.39 25.85 
高等学校 11.32 9.92 18.79 19.30 
高等教育（大学など） 1.93 1.17 5.59 4.34 
宗教科学 0.65 0.09 0.51 0.11 
その他、申告なし 4.33 4.53 1.27 1.42 
合計 100.00 100.00 100.00 100.00 

都市部 男子（%) 女子（%) 男子（%) 女子（%) 
識字コース 0.26 1.04 0.18 1.21 
小学校 51.74 55.76 40.73 41.01 
ガイダンススク一ル 24.14 22.75 27.76 27.20 
高等学校 14.95 13.59 21.55 22.84 
高等教育（大学など） 3.08 1.78 7.59 5.92 
宗教科学 0.82 0.11 0.67 0.14 
その他、申告なし 5.01 4.97 1.51 1.69 

合計 100.00 100.00 100.00 100.00 

農村部 男子（%) 女子（%) 男子（%) 女子（%) 
識字コース 0.40 4.05 0.29 3.07 
小学校 68.65 76.81 56.36 60.55 
ガイダンススクール 20.27 11.97 26.75 22.98 
高等学校 6.45 3.31 13.69 11.64 
高等教育（大学など） 0.38 0.08 1.88 0.91 
宗教科学 0.44 0.06 0.22 0.04 
その他、申告なし 3.40 3.73 0.81 0.82 

合計 100.00 100.00 100.00 100.00 
出所】中央統計局,Population Censuses At a Glancc,1998 

(4） 難民 

イランの人口問題として特筆すべき問題がもう I つある。イランは間違いなく世界最大の

難民受け入れ国で、240 万人から 450 万人の難民を受け入れている。その 80％以上はアフガ

ニスタンからの難民である。難民の正確な統計はないが、国連難民高等弁務官事務所 

(UNHCR ）の統計によれば、1998 年だけでイラクから 9,232 名の難民を受け入れ、アフガ

ニスタンからも L400 名の難民を受け入れている。 

240 万人から 450 万人の難民ということはその総人口の約 4％から 7.5％に相当する規模で

ある。シーア派はイランを中心にイラク、アフガニスタンにまたがって分布しており、イラ

クにもアフガニスタンにも、かなりの人口比率でシーア派に属する人口がいる。イラン政府

としては、イスラムの普遍主義、同胞への寛容主義に基づき、難民を受け入れてきた。 

イラン政府の雇用創出プログラムのかなりの割合が難民へ向けられており、イラン国内に

おける難民の受け入れが、イランにとってかなりの負担になっていることは事実である。 
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2， イランの経済 

(1） はじめに 

イラン経済を論じる際に、多くの人口、石油とガスの埋蔵を含む豊かな資源、広大な市場、 

旺盛な消費需要、比較的に豊富な人材等が取り上げられる場合が多い。また、近代化推進派

は原油輸出依存型の経済成長や経済発展を強調し、その視点から、コメントや解説をする研

究者もいる。しかし、このような経済的な考え方や政策の多くは、いわゆる農業部門の発展

と完成製品輸出依存型の経済発展過程において重要なことを無視したパーレビ体制下の試み

が、失敗に終わったことを忘れている。 

または雇用、失業問題を取り上げる時、長引く景気停滞と労働力需給のミスマッチがイラ

ン失業増大の原因であることも指摘されている。もちろん、その指摘は確かにそれ自体とし

ては間違いではないが、イランの雇用・失業問題を考える上で最も基本的なポイントを見逃

しているといわざるを得ない。 

最も基本的なポイントとは何か。第一に実体経済という視点である。各国の実体経済は、 

一国の経済力や経済規模は生産活動に基づく GDP や国民所得で示すこともできるが、それ

は年々作られる財貨・サービスや所得といったフローの概念であり、いわば「モノ作り」実

体経済である。 

そうしたフローから蓄積（ストック）されたものが国民資産であり、国富である。国民資

産は実物資産と金融資産からなるが、実物資産は在庫、純固定資産（住宅、住宅以外の多く

の建物、構築物及び機械器具など）と土地からなる有形資産であり、金融資産は現金・預金、 

債券・株主、貸し出し金、売上債権などである。但し、後者はその反対側に負債があるから、 

国全体としては富にならない。したがって、実物資産と対外純資産の合計が国富である。 

フロー（作られた財貨・サービス）から蓄積（ストック）されたものが国民資産（消費と

生産格差）であり、イラン経済が依存している、付加価値の乏しい原油輸出は作られた財貨

でもなければ、所得でもなく、“資産売却そのもの”である、ということになる。 

その結果、蓄積不足、投資不足、低技術水準、一次産品とモノカルチャー的な経済構造、 

永久に原油輸出依存型が内部化し、恒常的インフレ（物価上昇率増加）と雇用・失業問題（失

業上昇率増加と偽装失業存在）いわゆるスタグフレーションが一般的な経済現象となる。 

第 2 は、Iつの経済社会を「システム」として、つまり経済を構成する様々な「仕組みの

集まり」と見た場合、経済市場システムの在り方やその発展の仕方は決して Iつではなく、 

その国々の歴史、伝統、経済思想によって、多様な経済市場システムが存在しうると考えら

れる。商業資本の支配に基づく「バザール的市場メカニズム」は、「モノの生産に基づく市

場メカニズム」とは違う。 

さらに、無条件かつ自動的に「市場メカニズム」が経済発展や経済再建、あるいは、円滑

な経済体制移行を導くのであろうか。むしろ、それぞれの社会の諸制度、政府の諸政策、ま

たは経済的な考え方（思想）こそが「経済市場化」や「体制移行」を経済発展に導く重要な 
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問題であろう。 

なぜなら現実の経済発展は資源や技術など物理的な与件だけではなく、慣習や慣行、制度

によってその発展過程は大きく左右される I0「バザ ル的市場メカニズム」の下で豊富な資

源を持つイランの経済発展過程と「モノの生産に基づく市場メカニズム」の下で資源の乏し

い日本経済の発展過程は対照的であり、この発展過程こそがその明確な事例である。 

この報告の目的は革命前後とイ・イ戦争後のイラン経済の背景（政策と経済思想も含めて） 

を踏まえながらイランの原油輸出依存型経済体制の本質を明らかにし、現地調査を含めてそ

の諸問題、特にその非生産的構造と雇用・失業問題を関連させながら批判的に検討すること

である。この視点から最後に、日本とイランの経済関係を検討しながら 21 世紀に向かって

イランの生産的経済発展と日ーイ両国の経済関係とその在り方について簡単に考察する。 

(2） 世界の流れ、イランの流れ 

1970 年代の後半から世界規模で始まった新保守主義が（大きくなりすぎた政府）の賛肉

落とし、国営企業の民営化、市場経済の活性化を目指した。イギリスのサッチャー政権 I 979 

（サッチャーリズム）、米国のレーガン政権 1981 年（レーガノミックス）、日本の中曽根政

権 1982 年（ナカソネミックス）が、まるで相呼応するかのように経済市場化や規制緩和を

旗印に掲げた。中国も 1978 年から愛国主義的な立場に立って、共産党独裁体制下で解放政

策（社会主義市場経済体制）を打ち出した。 

しかし、そのころイランでは革命が起き、愛国主義や民族主義が否定され、世界の流れと

正反対の経済政策が実施された。1979 年の革命後の政権は経済的スロ ガンとして富の公

正な配分、外貨獲得手段として原油収入から脱出、組立産業の終止、外国資本の排除等を掲

げ、それを実現するために民間部門を縮小し、公共部門を拡大した。その結果、銀行や保険

会社が国有化された。新しく制定された産業復興保護下でも全産業が次のように 4 つのカテ

ゴリーに分けられた。 

① 革命以前から国有化されている石油IIガス、鉄道、電気、漁業に加えて、鉄鉱、船 

舶・航空機・自動車製造業。 

② 所有者が旧体制との違法な関係などにより巨額な富を得たり、経営者が国外亡命した 

重工業及び鉱業。 

③ 銀行から相当額のローンを受け入れている企業のうち、総負債が純資産を超えている 

企業。 

④ 財務・経営状態が健全な民間企業。 

このうち①から③までに核当する企業は国有化され、④に該当する企業は所有権を認めら

れ、法的保護が与えられた。 



(3） 戦時体制下の経済と戦後経済開発計画 

1980 年 9 月、イランに対し、イラクが仕掛けた代理戦争が突発した。イラン経済はやむ

を得なく 1988 年まで戦時体制下に入った。1988 年 7月末、戦争は停戦した。この停戦日か

ら翌日にかけて、1米ドルが 1,480 リアルから 500 リアルまで、金は 1 グラム当たり 17,000 

リアルから 7,000 リアルまで暴落した（リアル高）。これは、イラクと違って海外債務はな

く、イラン経済潜在成長の可能性と将来に対する期待が高まったことからである。 

この戦争によって生じた結果を各部門に見ると、特に、石油産業（32%)、農業部門（25%). 

サービス部門（35%）に巨大な直接・間接の損害が生じた。生産的な資本要素面での損害は

原料・商品 37%、機械類 31%、建設・設備が 32%。その金額が 1兆ドルと評価されている。 

革命と戦争によって 1988 年の停戦の段階で、実質的固定価格で 1978 年と比較すると I人当

たりの国民所得が 55％も低下した。 

戦争が終った時、経済再建がイランの最大の課題となり、5 か年経済・社会開発が実施さ

れた。イランにとって 5 か年経済開発はこの時が初めてではない。第 2 次世界戦争後に西ア

ジア地域でいち早く第 I次 7 か年経済開発を目指したのはイランである。イランにとって最

初の 5 か年計画は、1949 年から 1955 年まで実施される予定であった。これには、アメリカ

の商務省や日本の戦後経済再建のためコンサルタントとしてアメリカから日本に派遣された

専門家も世界銀行の推薦でイランの経済企画に参加した。しかし、この計画は、1951 年の

石油国有化運動に伴う英・米との対立と政治的混乱によって計画資金が不足し、中止を余儀

なくされた。 

革命以前 5 か年経済開発計画はその後、革命前夜まで合計 5 回実施された 2。 1982 年に対

イラク戦争で優位に立ったイランは戦争中でありながら、経済（GDP）成長率目標年率9%' 

農業に重点を置き、石油依存脱却を目指した革命後第 I次 5 か年経済計画 (1983-1987）を

立案した。しかしその後、戦争が再び泥沼状況に陥り、計画は中断された。停戦後、1989 

年に政府は先の計画を手直しし、改めて、革命後の第 I次 5 か年経済・社会開発計画（1989 

年 3 月 - 1993年 3 月）を立案した。 

それは、経済（GDP）成長率目標年率 8.1%（実質は 7.5%)、 i000 億ドル投資、市場経済

を目指し、大胆な規制緩和を通じて「戦時統制経済」から「平時市場経済」への移行を試み

たものである。しかし、革命の経済スロ ガンと戦略（外貨獲得手段として原油収入からの

脱出と外資を石油産業から取り除く）にも関わらず 1981 年から再び原油輸出が拡大した。 

特に 1989 年以降、国内マクロ経済の目標の中で第 1 次経済・社会 5 か年計画を達成するた

めにイラン政府は石油分野で次のような主要な方針を決めた。 

① 新規油田の開発及び増産 

② 原油輸出能力の拡大 

③ 原油埋蔵量の確保 

④ ガスの開発 

⑤ 国内需要の充実 



それらの政策によって、本来、原油中毒型になっていたイラン経済の原油依存体質がさら

に強まってしまった。 国内精製所への原油持ち込み量は、1989 年に 386.1 千バレル／日であ

ったものが、1998 年には L303 千バレル／日にまで増加した。しかし石油の増産は石油製品

の輸出につながることはなく、逆に国内消費増大によってイランは石油製品、特にガソリン

輸入に転じた。1998 年にイラン政府は原油を Iバレル当たり 10 米ドルで輸田したのに対し

て、1 バレル当たり 15 米ドルのガソリンを輸入し、その量は 7か月間で 900 万リットルに

達した。現在、イランにおける I日（1998 年 10 月分）のガソリン消費量の平均は 38.5 百万

リットル、（年間 135 億リットル）前年度に比べて 7 .9％増加である 30 

ガソリン消費の急激な拡大の原因は、その安さである。現在、現地通貨リアルの市場価格

で換算すると、ガソリン Iリットル当たり邦貨換算で 3.5 円しかない。イラン政府の石油補

助金額は I日当たり 3 トンの金に相当すると評価されており 4、この 10年間で政府はエネル

ギーの補助金として 100 億ドル支出を出している 5。 現在イラン国内のエネルギー消費量は 

20倍の人口を持つ中国よりも大きい。 

現在の原油消費は 1 日当たり 2.35 百万バレルであるが、第 3 次 5 か年社会・経済計画の

段階で 3.43 百万バレルまでに増加するするとの予測もある 6。今の消費傾向と原油依存度が

続けば、近い将来、イランは純原油輸入国になる危険性も否定できない、という考え方もあ

るぐらいである。 

1990 年の第 I次 5 か年経済・社会計画の途中にペルシャ湾岸戦争が勃発し、クウエイト

とイラクの原油供給が停止し、原油価格は上昇した。この価格上昇は、結果的にイラン原油

収入を増加させ、第 1次 5 か年経済・社会開発計画の目標達成に貢献した。 

しかし商業資本の非生産的な高利潤請求、政府の外国貿易の市場任せ政策と金融システム

の不備によりあらゆる物（特に消費財）の輸入が急増し、結果的に信用状決済における支払

い遅延が 1992 年前半より顕在化した。歴史的にもイラン 日本の貿易が初めて日本の黒字

となった。 

1993年よりイラン中央銀行は、国際信用の回復と債務返済のため外貨管理を強化した。1993 

年以降経済活動は、政府の需要抑制と中央銀行の厳しい輸入管理政策のために、1994 年 3 

月から始めた第 2次 5 か年計画の初年度の成長率は名目で高かったが、インフレ率、卸売物

価または消費者物価が高いため、実質成長率は 1.6％に止まった（1994年 3 月一1995 年 3 月）。 

外貨管理強化のため、この間外貨貯蓄残高は 60 億ドル程度増加した。イラン歴の 1374 年度 

(1995 年 3 月一1996 年 3 月まで）の経済成長率は 4.5%.. 1375 年度（1996 年 3 月一1997 年 

3 月）5.2%、そして 1376 年度（1997 年 3 月一1998 年 3 月）は 2.9％になった。しかし 1377 

年度（1998 年 3 月 1999 年 3 月）経済成長率は、石油収入の減少で 10 年ぶりに、マイナス

成長（-1.9%）に転じる可能性も予測されている（表 2-7)。 



(4） 経済体制移行の比較とイラン体験 

イランにおける戦時統制経済から市場経済への移行を説明するには、ロシアの経験や戦後

日本再建策との比較が役に立つ。ロシアは 70 年間の計画経済制度を一気に欧米の援助を得

るため市場経済化を短期間で導入し、経済社会を混乱させた。ルーブルもドルに対して一時

的に 4500 ルーブルまで急落した。 

戦後日本の経済再建策も原則的に市場経済化を導入したが、傾斜生産様式の下で生産的な

目的を目指して、資源配分を計画的に割り当てた。経済安定部、貿易公団、価格調整公団、 

配給公団、食料公団、為替統制などはその事例である。食料、燃料、原料以外の輸入に関し

ては、稀少な外貨割り当てを厳しく制限し、生産的な目的以外、例えば、海外観光も中止し

た。完成製品輸入を関税やその他の手段を用いて最大限に抑制した。 

石油産業発展と雇用機会の確保のため、「現地精製主義」の下で石油製品の輸入を戦後 50 

年間禁止した。結果的にこの「1945 年体制」7 は戦後の日本経済発展に大きな役割を果たし

た。高度成長期や石油ショック期に非常にうまく機能した。 

(5） 産業構造と国内総生産構成 

まず、イラン国内総生産の革命前後の推移と構成（付加価値面と支出面）とその関わりを

見てみよう（図 2~2)。イランの国内総生産の現行価格での推移、成長率及びその構成を見る

と、いくつかの特徴がある。第lには、その石油価格と輸出量の変動（価格急騰と下落、そ

して輸出量の拡大と減少）の大きな影響とその貢献度である。第 1 次石油ショック（1974 

年）の価格上昇と輸出量の拡大、革命時期（1978- 79 年）の石油労働者ストライキの結果

として原油輸出の停止、イラクの仕掛けた戦争（1980年）による一時的な原油輸出の停止、 

イ・イ戦争中の原油価格のバレル当たり 6ドルまでの下落時期（1985- 1986 年）、そして 1997 

年以降の石油価格の低迷と最近の下落。第 2 には、産油国として、農業部門の大きな役割で

ある（図2-3、 2-4表 2-6)。 
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図 2-2 国内総生産の推移 

現行と 1361年（1982年 3 月ー 1983 年 3 月）の固定価格 

現行 
	

（単位10億I)アル） 
	

固定 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

1959 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 

出所：イラン経済・財政省経済次官局編白338-1374経済統計」1376 年、p.37（ペルシャ語） 

図 2-3 経済部門別の付加価値額 

現行と 1361年（1982年 3 月一1983 年 3 月）の固定価格 
い川 I()億リ7ル） 

1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

出所：イラン経済・財政省経済次官局編白338-1374経済統計」1376 年、p.33（ペルシャ語） 
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【革命前】 	(12.80）農業 

サービス（37.50) 

(34.30）石油 

鉱工業（18.10) 

1356年（1977年 3 月-1978 年 3 月） 

(24.20)農業 
【革命後】 

サービス（38.50) 

(16.30）石油 

鉱工業（21.30) 

1374 年（1995 年 3月一19％年3月） 

図 2-4 経済部門別国内総生産における付加価値のシェア（%) 

現行と 1361 年（1982年 3 月ー1983年 3 月）の固定価格 

出所】イラン経済・財政省経済次官局編白338- 1374経済統計」1376年、p.30（ペルシャ語） 

表 2-6 経済部門別国内総生産における付加価値のシェア（%) 

【最近】 

1361年（1982年 3 月一1983年 3 月）の固定価格 

農業 石油 鉱ー工業 サービス 

1374年（'995年 3月ー'9%年 3 月） 23.8 16.2 21.2 38.8 

1375 年（1996年 3月 - 1997 年 3 月） 23.5 15.8 21.8 39.0 

1376 年（1997年 3月一1998 年 3 月） 23.3 14.7 22.3 39.7 

現行価格 

農業 石油 鉱・工業 サービス 

1374 年（1995 年 3月一1996 年 3 月） 22.0 16.0 19.6 42.3 

1375 年（1996 年 3月一'997 年 3月） 20.2 15.2 20.9 43.8 

1376 年（'997年 3 月-1998年 3 月） 19.7 11.2 22.6 46.5 

出所【イラン経済・財政省経済次官局編「1338-1374経済統計」1376年、付表（1374年度の修正と 

1375 年、1376 年度の統計の分）。 
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その第 3 には、1970 年の農業部門のシェアは 19％であり、この 30 年間弱の間にイランの

産業構造には大きな変化がなかったということであり、第 4 には鉱・工業部門はこの間拡大

していない。第 5 には国内総生産に対する石油部門の貢献が相変わらず大きいということで

ある。 

イラン国内総生産を支出面で戦争中と戦後で比較してみる場合にはいくつかの特徴が現れ

る（図 2-5)。戦争中に民間最終消費が抑えられ（40.6%)、国内総資本形成が増加した（24.7%)。 

しかし、いったん戦争が終わると（1988年 8月）第I次5 か年社会・経済開発（1989-1993 

年）の実施と規制緩和の名目（戦後日本と正反対の経済再建策）で輸入による消費が急激に

拡大（60.8%)、逆に国内総資本形成が急減する（14.9%)。その結果イランは 1992 年から債

務超過国になり、その返済がイラン経済発展には大きな障害となった。特に、一昨年からの

原油価格の下落でその返済が大きな問題になっているだけでなく、経済成長にも影響を与え

ている0 

図 2-5 イラン国内総生産の支出構成 

現行と 1361年（1982年 3 月一1983年 3月）の固定価格 

（単位10億リアル） 

(2,222 / 20) 
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(2,307 / 10) 

(5,322/60) 
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1365年 
1986年（'977 年 3月 1987 年 3 月） 

 

1374年 
1995年（1995年 3月 -1996年 3 月） 



イランの国内生産成長率はこの 3 年間で減少傾向。1996 年成長率は 5.2%、 1997 年成長率

は 2.9%、そして今年は（1999 年 3 月まで）前年度比はマイナス 1.9％成長となる予測も出

ている。マイナス成長率はこの 10 年間イランでは初めてである。 これはイランの原油輸出

収入はこの 10 年間最低であることにも関係がある。原油輸出依存型の経済成長率は不安定

である（表2-7）と同時に長期的な経済発展戦略が困難である。 

表 2-7 イランの人口、原油輸出収入と国内総生産成長率 

外貨収入※ 

（百万ドル） 

国内総生産成長率 

(%) 
インフレ率 

(%) 
人口 

（百万人） 

1368 年度（1989年 3 月ノ1990年 3 月） 13,911 3 17.4 53.2 

1369 年度（1990年 3 月ノ1991年 3 月） 18,893 12 8.9 54.5 

1370 年度（1991 年 3 月ノ1992 年 3 月） 19,484 10.9 20.7 55.8 

1371 年度（1992年 3 月ノ1993 年 3 月） 18,756 5.5 24.4 56.7 

1372 年度（1993 年 3 月ノ1994 年 3 月） 21,166 4.8 22.9 57.6 

1373 年度（1994 年 3 月ノ1995 年 3 月） 19,434 1.6 35.2 58.6 

1374 年度（1995 年 3 月ノ1996 年 3 月） 18,375 4.5 49.4 59.6 

1375 年度（1996 年 3 月ノ1997 年 3 月） 22,391 5.2 23.2 60.1 

1376 年度（1997 年 3 月ノ1998 年 3月） 19,000 	（概算）① 29 17.3 61.6 

1377 年度（1998 年 3 月ノ1999年 3 月） 12,000 	（予測） -1.9 23.9 62.6 

※ 非原油外貨収入も含む。年によって異なるが、年問非原油輸出［農産物・伝統工芸品（カーペット、果実類、毛皮皮命、 

キャビア、クミン、原皮）、鉱・工業製品（化学品、靴、織物、銅板・ワィヤー、家庭用品、鉄鉱、自動車）は、最高 40 

億ドル（1994年）に変動する。1375 年（1996年 3月 1997年 3 月）、イランの I人当たり非原油輸出は 51ドルに対して、 

輸入品は 251ドルになった。 

① 原油価格の下落でこの金額は 50億ドル削減する可能性はある。 

(6） 国家予算：その原油・税金へ依存度と国営・公的企業との関係 

① 予算と原油・税金の依存度 

イランにおける政府予算の特色は、その歳入に対する原油輸出収入への高い依存度、免税

対象が多く、多くの国営企業や政府の管理を受けないこと、さらに政府収入に税金があまり

寄与しないことである。例えばイラン歴 1376 年度（1997 年 3 月 21日一1998年 3 月 20 日） 

予算歳入 62 兆 569 億リアルに対し、その 26 兆 18 億リアル（4 1.5%）は原油とガス輸出に

依存している0 税金はわずか歳入の 28％に貢献しているにすぎない。 日本の場合はイラン

とは対象的に法人税や従業員の所得税、または地方税が国家を支え、歳入の 80％が税金で

ある。その意味で、原油輸出依存型のイラン経済における税体制は日本と異なり、1）資源

を政府に移動する、2）政府の収入に貢献する、さらに、3）所得再分配に、基本的に役に立

っていない。 

原油価格の変動の激しい現在では、1376 年度（1997 年 3 月- 1998 年 3 月）には政府の石

油収入は縮小し、政府の収支は 3 兆 L567 億リアルの大幅な赤字に転落し、1370 年度（1991 

年 3 月一1992年 3 月）の 1兆 1,573 億リアルの赤字を上回る赤字幅になると見込まれている。 

また、1377 年度（1998年 3 月 21日 1999 年 3 月 20 日）予算は、さる 1月 26 日（1998 年）、 
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原油予算単価を 1 バレル当たり 16 米ドルと見込んで国会で承認された。その収入の内訳は 

（一般と特別）の合計 90 兆 685 億リアルに対して原油とガス輸出収入は 40 兆リアル程度 

(44%）を予定している。しかしその後の原油価格の低迷で I バレル当たり 11 米ドルまで

下落し、結果的には今年度も（1998 年 3 月一1999 年 3 月）政府は再び大幅な赤字に直面し、 

国家予算の20％に当たる 17兆900億リアル（60 億ドル）の不足が見込まれている。 

予算歳入の減少は国内資本蓄積や投資率を圧縮し、その赤字の財政的調達はインフレや将

来の負担上昇につながる。調査団がイランに入る I週間前に政府は赤字予算の対策として緊

急的な措置のための法案を 1998 年 10 月 14 日に国会に出した。国会は審議の上、その対策

を次の通り承認した。 

I） 予算削減、特に国営企業への開発予算減額 2兆リアル（n%）。 

2） 一般国民への国債発行（開発事業参加式）による 2兆リアル資金調達（11%)。 

3) 2兆4000億リアルー般国民のメッカ訪間の先収集資金による調達。 

4） 原油代金の一部を前貸しと海外融資5兆5000億リアル（31%) 8。 

5） 中央銀行から 6 兆リアルの借り入金（34%)。様々な調査によると中央銀行からの 5 

兆リアルの借入金はインフレ率を 9％に押し上げる結果につながる。 

② 国営・公的企業 

しかし税体系の不備で、大規模な国営企業、例えば石油、ガス、石油化学、イラン通信、 

鉄鉱や銅関係などは、政府に対する税金を免状されただけでなく、逆に政府の一般予算（経

常と開発）に依存している。これに加えて、様々な経済活動を行っている公的な機関が政府

の監査も受けずに関税や税金を免除されている。実はイラン政府とイラン経済の関係を見る

場合、国営企業の役割は重要である。イラン経済の 80％と工場総数の7％が政府によるも

のである。政府企業が主たる役割を果たしているということで、政府のイラン経済に対する

管理やコントロールは厳しいと思われがちだが、実はイラン経済に対するイラン政府が管理

している部分は 50％程度だけで、後の 50％は管理すること（法人税や関税収集などの面） 

ができない 9。この問題に加えて、商品密輸入出や地下経済活動は国全体経済活動の巧％~ 

30％を占めていることは、さらに予算の歳入を悪化し、雇用にも大きく影響を与えている
I00 

国内総生産に対する政府支出の割合は 23.4%" であることを考えると、原油依存度の高さ

と免税対象の国営企業や公的企業が数多く存在していることから、予算歳入に与える影響が

大きく、健全と円滑な経済運営や 5 か年経済開発の実施がきわめて難しい。国内総生産の成

長率も景気循環周期に関係なく、絶えず不安定の要素に直面している。 

(7） 雇用構造と失業問題 

現在イランの失業率は公式見解である 14.5%以上であると思われる。公式見解と失業率が

罪離する理由は、「二重構造」論によるイラン経済の「後進性」や「過剰就業」と「偽装失

業」 による。 イランの二重構造は次の諸現象に現れている。 その第 1 は工・鉱業部門におけ 
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る家族経営と零細企業数やその従業者の比重の大きさである。全国工場数に占める 1-5 人

工場の数は 92％で、その就業者の割合は 42％である（表2-8)0 

表 2-8 工業部門における規模別工場数とその就業者 

1373 年 (1994/3-1995/3) 
規 	模 1-5人 6-9人 10一49 人 50 人以上 合計 
工 場 数 334,630 17,403 10,985 2,262 365,280 

割合（%) 91.6 48 3.0 0石 100 

就 業 者 702,204 123,171 201,727 651,365 1,678,467 

割合（%) 41.84 7,34 12.02 38.81 100 

出所】イラン統計センター、工・鉱業センサス結果、1373i 社会‘労働省、労働力統計局 

「労働情報統計センター」1377年 5 月（1998年 8 月）No. 6、 P. 64 による作成。 

そのために近代的雇用者が全就業者に占める割合は、先進国と比べると少ない。第 2 に、 

企業規模別の賃金格差の存在である。これは、人件費の効率性（付加価値額十入件費）を参

考に算出したもので、全産業平均の 3/81 に対して零細企業（1-5 人）は 5/78、 50 人以

上の企業は 3/44 であることから分かるロ。もちろん、労働力の生産性（付加価値額＋労働

者数）からいうと産業平均の 163 万 5000 リアルに対して、零細企業は 125 万 5800 リアル、 

50 人以上の企業は 199 万リアルである '3。第 3 に、就業人口中、農業人口の占める割合は未

だに（1375 年）23％である 14。結果的にイランの雇用構造においてー方に少ない近代的大企

業（その多くが国営企業）、他方に前近代的な労資関係に立つ小企業及び家族経営による零

細企業と農業が両極に対立し、中間の比重が著しく少ない。そして、前近代的労資関係に立

つ小企業及び家族経営による零細企業と農業または大規模な国営企業（石油以外）が潜在的

失業者（過剰就業者）を吸収しているので、その分はイラン失業統計（14％程度）に含まれ

ていない。この不完全な現状把握を改善し、真の失業状況を明らかにするため、イラン統計

機構は 1998年 12 月に 2週間程度で新しい調査を実施した。 

それに加え、第 2次産業の就業人口は、革命前（1978/79 年）の 32.9％から革命後の（1993/94 

年）25.5％まで減少し（表 2-9)、再び 30％まで（1996/97 年）上昇したが 15、GDPへは 23% 

しか寄与していない。これも、この部門の 「過剰就業」 の現れではないかと思われる。同時

に、第 3 次産業は大量の就業人口（47%）を吸収しているが、「過剰就業」産業となってい

る。イランの第 3 次産業の「過剰就業」は 2つの問題を抱えている。そのIつは、様々な資

料を参考に、サービス部門は非生産的で、大部分の付加価値は商品取引（特に仲介者や周施

屋による外国製品の消費財）と不動産の付加価値上昇によるもので、その就業人口は生産活

動との関わりはあまりない 160 

また、イランのような経済とその発展段階を考える場合、やはりまだまだ製造業中心の産

業構造でなければならないのではないだろうか。例えば、日本と米国の製造業とサービス業

の就業人口比率を見る場合、米国でサービス業の雇用者が製造業を上回ったのは 1984 年で、 

日本場合は 1992 年である。この先進的な産業構造から見ると、イランの第 3 次産業の膨張

は非生産的で「過剰就業」産業であることが分かる。その上、この 20 年間で、農業労働生 
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産性の 2.13 倍の増加と比較しても、サービス部門の労働生産性はこの間 0.6％しか上昇して

いない。 

表 2-9 産業別の就労人口と労働生産性の比較革命前と後 

【労働生産性指数】1361年（1982 年 3月一1983年 3 月）= 100、就業者単位】1000 人】 

イラン暦年度 1353 年 1357 年 1372年 

西 暦 1974 年 3 月一1975年 3 月 1978 年 3 月 	1979年 3 月 1993年 3 月一1994 年 3月 

就業人口 労働生産性 就業人口 労働生産性 就業人口 労働生産性 

農 業 3,066 36.9% 455 3,030 32.9% 577 3,652 25.0% 968 

工・鉱業 2,660 32.9% 538 2,868 31.2% 734 4,227 25.5% 703 

サービス業 2,573 3 1.0% 1,310 3,304 35.9% 1511 6,936 46.8% 828 

合 計 8,299 9,202 14,815 
出所】イラン統計センター、工・鉱業センサス結果、1373；社会・労働省、労働力統計局 「労働情報統計セン 

タ一」1376年 5 月（1998年 2 月）No.5、 P.82 による作成。 

＊付加価値額十就業者数＝労働生産性 

注目するべきことは、工・鉱業部門の就業人口の割合が革命前（1353 年）の 32.9％から

革命後（1372 年）の 25.5％まで下がっており、厳しい自然の状況と伝統的な生産方法と生産

関係下にある農業部門に比較しても、その生産性ですら劣っている（2.13 倍に対して 1.31 

倍）。原油依存型のイラン経済はますます生産的なシステムから離れていることを示してい

る。おもしろいことにイランの失業者数を州別に見ると石油資源豊富な州であればあるほど、 

失業者の数は多い（原油埋蔵量と 90 年問の開発歴史を持つ中心地、クゼスタン州 141,000 

人、失業率 16.1%。逆に年間の雨降りも含めて非常に資源の乏しい州の失業者は少ない。砂

漠周辺のャズド州 12,000 人、失業率 5.2%)I7。 

現在、日本における 1万人に満たない（最高 4 万人 1991 年）のイラン人労働者の存在は

よく知られているいるが 18、イランは世界最大の難民受け入れ国であることはあまり知られ

ていない 19。実は、イラン雇用事情をさらに深刻にしているのは、200 万人以上の難民であ

る。イランにはアフガン人 1,414,649 人、アラブ人（イラク人）579,200 人を中心に、世界最

大の規模の難民を受け入れており、イラン内務大臣の報告によると昨年の 83 万 5,000 人雇

用を創出した中で、80 万人分が難民に提供された 20。非生産的な経済システム（長期の原油

輸出依存型経済政策、商業資本の支配の存在、過剰消費体質）、経済制裁、若年層の人口比

率の大きさ、そして、大量の難民を抱えているイラン経済が雇用問題を基本的に解決するに

は、先の4つの問題を解決することが必要である。 

(8） 物価指数の動向とインフレの原因、その石油との関連性 

一般的にインフレは供給と総需要のギャップによって起こり、そのギャップの大きさによ

って推移する。需給に対する様々な影響を持つ原因があるが、イランの場合は需要の圧力が

基本である。需要圧力の重要な経済的要因は、1）民間部門の現金及びそれに準ずる換金の 
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高い流動性（貨幣需要）。2）民間部門、特にサービス部門に対する銀行による高い信用提供、 

3）政府予算の歳出の構成、4）赤字予算の拡大とその対策、そして、5）高い人口成長率、6) 

生産より過剰消費のパータン、7）商品生産の遅れ、8）経済システムへの原油収入の導入で

ある。 

貨幣需要拡大の最大の原因は商業資本の活動と政府の原油輸出外貨収入（現地通貨への交

換）である。1960年から 1992年までの年間現金流動性成長率は、平均すると 25.6％である。 

それは革命後も 21％の成長率を続けた。銀行システム全体の信用活動の大部分もサービス

部門に向けられている。1960 年から 1992 年まで平均して民間部門への銀行信用融資の 

71.83％は商業目的のため提供されている。生産的な農・工業をその目的とする融資はその

残りである。この間、予算歳出の 68.1％は人件費や経常費である。革命前までの平均割合 

63.3％に比べ、革命後は国有化政策のため、この割合が 5％程度拡大している 21。予算赤字

対策として、原油輸出による政府持ちの外貨売却で政府収入の拡大を例外的に除けば（1374 

年）、赤字予算も毎年増加している。 

イラン暦 1369 年（1990年 3 月一1991年 3 月）を 100 として重要物価指数の推移（消費者、 

卸売、生産）を見ると、1998 年 6 月（8 月 23 日一9 月 22 日）のインフレ率は、前年同月比 

10%（卸売物価）から 18%（消費者）に上昇した。（図 2-6)。それに対して建設労動者賃金

指数は、前月と前年同月比に 1.2％と 12.3％に上昇した。卸売物価指数は調査団がイランを

訪問した時期には（9 月 23 日 10 月 22 日】イラン暦の 7 月メヘル）前年同月比には 9.5% 

増加。これによってイランの卸売物価指数は 720.4 ポイントになり、前月比は 0.5％のみ上

昇した（年別生産者物価の変化推移と種類毎年別卸売物価指数の変化推移のため、図 2-7. 2-8 

を参考）。 

図 2-6 重要物価指数の推移（1990年一1998年 9 月） 

出所】イラン中央銀行統計局「経済指標月報」各年により作成。 
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図 2-7 年別生産者物価の変化推移 

図 2-8 種類毎年別卸売物価指数の変化推移 
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(9） 債務状況とその返済スケジュール 

1998 年の第 2四半期に原油収入の減少のため、政府は海外債務返済のため外貨準備高を 5 

億ドル程度崩した。BI Sによるとイランの外貨準備高は 1997 年 3 月の 100 億 900 百万ド

ルから 1998 年 3 月に 60 億 750百万ドルに減少している 22。イラン中央銀行によるイランの

海外債務は、1998 年 6月の段階で 11o億 310 百万ドル。その内訳は 80億 113 百万ドル長期、 

その残りは短期である。今年度（1998 年 3 月 1999 年 3 月）イランの債務返済額は 50億 567 

百万ドル、1999 年 3 月-2000年 3 月は 30 億 742 百万ドル、そして 2000 年 3 月一2001年 3 

月は減少し、8億 85 百万ドルに止まる 23。しかし、原油輸出による外貨収入を返済の原資に

充てていたイランが、原油価格の低迷で外貨資金繰りが悪化している。その結果、イラン政

府が原油を担保に対日民間債務のうち 10億ドル分のレファイナンス（借り換え）を要請した240 

イランは日本のほか、ドイツ、イタリアにも各 10 億ドルの支援を要請しているとされる。 

すべて実現すれば向こう半年分の資金繰りは安定する。 

しかし、その分 2000 年 3 月 2001年 3 月年の債務金額は増大する結果になる。イランの

潜在的経済力から見ればこれぐらいの海外債務は大きな問題ではないが、原油依存型社会脱

皮を目指す上で、経済発展に対するこのような激しい変動が経済総資本形成や投資環境に大

きなマイナス影響を与えることは間違いない。 

3． イランと日本の経済関係一貿易、直接投資と経済協力 

(D 一方通行の貿易パターン 

戦後から（1947 年）現在までの日本とイランの貿易関係を年代順に輸出入額の統計分析

をすると 2つの特徴が明らかになる。それは日本の対イラン輸入における原油シェアが 1950 

年代を除けば異常に高い（98%）ということである。もう Iつはこの間、日本ーイランの 2 

か国の貿易収支は、日本が 1957 年、1958 年、1992年を除けば赤字であるということである。 

例えば、1996年の日本の対イラン輸出額は 7億ドルで、輸入額は 33 億ドルである。しかし、 

その 97％は 45万バレルの原油輸入に対するものである。 

日本の対イラン輸入総額と原油輸入額のトレンドは、ほぼ完全に連動している（図 2-9)。 

しかし、戦後一時期、例えば 1954、 1955 年度においては、イランからの輸入として原油の

みならず石油製品、農産物が含まれていた（原油 40.9%、石油製品 3 1.9%、農産物 28%)。 

1953 年、1954 年度においては、日本が輸入した石油総量のうち、イランから輸入した石油

製品の比率は 14.9％であり、100 軒の家庭のうち 15 軒がイラン石油製品を使っていた計算

になる 25。しかし、その後は日本経済の発展ぶりとイラン経済の遅れの結果として原油のシ

ェアは増加し、逆に農産物や石油製品の占める割合はほとんどなくなった。 



へ 

図2-9 1947年から 1996 年の日本の対イラン輸入額と原油輸入額の推移 
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出所：通商産業省「通商白書」各年。 

ほとんどの貿易相手国との間で日本の貿易収支が黒字であることはいうまでもない。米国、 

アセアン、中国などはその事例である。では、なぜ日本はイランとの貿易収支で赤字なのか。 

経済発展の初期の段階おいて、原油輸出は国内雇用機会と実体経済の活動と付加価値による

国民所得の輸出を意味する。逆にいえば、石油製品の輸入は外国の失業の輸入と国内失業の

増大である。付加価値の乏しい原油売却は、作られた財貨でもなければ、所得でもない。た

だの資産や資本売却である。 

日本は資源の乏しい国であるにも関わらず、戦後 50 年間、一貫して「現地精製主義」政

策に基づく、民族資本による石油産業の育成と保護、そして国内雇用機会の確保のため石油

製品輸入を 1996年 4月まで完全に禁止してきた。 

ところで、イランでは真の生産的な経済活動と物作り経済体質と程遠い中で、1 リットル

当たり水よりも安い（現在の1バレル当たり 11 ドルで計算すると、原油 1 リットル当たり

は 10 円、ミネラルウォーターは 350 円）原油輸出を大らかに続けた。結論として、イラン

は原油輸出で外貨を得ることによって、日本などの工業国から重化学工業品などの完成商品 

（消費財、資本財、中間財）を輸入し続けてきた。この 50 年以上もの長い期間にわたって

続いた状況、言葉を変えれば、イランでは付加価値の高い産業が十分発展しなかったことを

意味している。この原油依存体質が現在のイランの失業問題をも含めた経済諸問題の根元で

あることは事実であり、決して過言ではない。 

日本にとってイランは、エネルギー供給基地である。“原油を輸入し完成品を輸出する” 

この貿易パターンは、もちろん日本だけのことではない。しかし、日本とその他の貿易相手 
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国の間の相違は、日本を除く主要貿易相手国の多くがイランの非原油品も輸入していること

である。イランの主要輸出国の品目構成比較を見れば、例えば、ドイツのイランからの輸入

の 75％は農産物を含む非原油品である（図 2-10)。しかし、「日本の場合イランの最大貿易

パートナーではあるものの、両国間の各方面における結び付きは決してそれにふさわしいと

はいいきれない。貿易の中身のほとんどは日本の原油輸入という一方通行的なものである」260 

図 2-10 イランの主要輸出国とその品目構成比較 

（非石油輸出 日本、独、イギリス、フランスの比較 1995年） 

石油・石油製品 

食料品 

繊維製品 

その他 

出所】通商産業省『通商白書 各論」1997年より作成。 

(2） 直接投資：日本の問題、イランの問題 

日本はその原油消費量の 82％近くも西アジア地域の原油に依存しているが、その西アジ

ア地域への直接投資は、日本の総海外直接投資比の 0.3％でしかない。革命前まで日本の西

アジアへの直接投資はわずかとはいえ、その 50％程度はイランに対するものであった。例

えば、1976 年度には西アジアにおける日本の直接投資額は 2億 7800 万ドルだったが、その

半分程度はイランに対するものだったのである 27。しかし、革命後はもともと少なかった日

本からの直接投資が激減し、現在では、ほぼ完全にないに等しい。現に、在イラン民間日系

企業は 27 社で、そのほとんどは商社や石油、銀行、建設である 28。確かに、革命、8 年間続

いたイラクとの戦争、憲法に基づく外資排除や制度的な問題は大きな原因である思われるが、 

それだけでは十分な説明がつかない。その他の原因としては、日本に対するアメリカ圧力の

影響の大きさが考えられる。 

しかし、実際のイランは「日本とは伝統的に友好関係を維持し、国民感情の面でも対日感

情は良好である」29。またさらに日本側としても、「日本は中東（西アジア）の大国であるイ

ランとの関係を重視し、また中東地域の安定を図る上でもイランとの安定した関係が必要と

の見地から同国との友好協力関係の維持に努めている」30現状にある。 
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経団連は、戦後3回程経済ミッションをイランに派遣（1970年植村会長（当時）団長、1990 

年金森副会長（当時）団長、1998 年には経団連日本イラン経済委員長、三菱重工業株式会

社会長を団長とする）した。経団連は、両国間経済関係の維持・拡大を図るため、1991 年

には日本イラン経済委員会も設置した。 

これらの様々な機会を通じて、日本はイランの重要性と経済関係の拡大を促し、その報告

書では天然資源、地政的な側面、そして多の人口を強調している。また、「イランは、わが

国に対して、長期にわたり安定した原油を供給してくれている。また、原油以外の天然資源

にも恵まれ、人口も多く、国民の教育水準と勤労意識が高い同国は中東で唯一、工業国とし

ての産業基盤を有しているといえる。さらに、近年独立を果たした中央アジア諸国との関係

も深化しつつあり、これら諸国をあわせ 3 億人の市場を抱える。・・・今後にわたって中東のみ

ならず近隣の中央アジア地域全体の安定を図る上で、きわめて重要である」31 と指摘してい

る。さらに、産業基盤の整備や勤労意識と教育水準も強調されているが、この 20 年間、直

接投資によるモノの生産を目指す協力は行われていない。 

経団連の報告書では、イランの債務や国際関係問題を日本企業進出の大きな障害と指摘し

ている 32。しかし、東アジア諸国の超過債務や最近の通貨危機、また、その国々の資源の乏

しさを考える場合、イランのポテンシャリティは遥かに大きい。国際問題（いわゆる米国と

の関係）も時間の問題で徐々に解決すると考えられる。 

筆者の考えるイラン経済最大の問題点は、イラン政府のマクロ経済政策と商業資本がバザ 

ール的経済的発想だけしか考えていないことである。原油中毒型の経済体質から脱し、生産

的な経済体制を目指すには、この経済意識の改革（革命）に基づく様々な制度的変化、特に、 

外資法（憲法も含めて）、為替制度の改革などが必須である。 

外資に対しては、イラン国会は去る 10 月（1998年）に自由貿易ゾーン（Free Trade Zone) 

における外資保証を採択した。この法律によってすべての外資は、イラン政府によってその

資金が保証されることになる 33。現在、政府はこの法律の解釈を拡大させる形で自由貿易ゾ 

ーンと外資だけでなく、民族資本も含め（新投資保証案）、資本保障を全土に適用させる検

討段階に入っている。 

ひるがえって、日本の直接投資と資産運用を見れば、地域的な偏りが非常に高く、その結

果、国際的な変化に対し非常に脆弱で、その損害も非常に大きくなっている。例えば、経済

の成長センターといわれた東南・東アジア地域に多額の投資を行った結果、最近のアジア危

機の影響をまともに受けた。さらに、邦銀が貸し付けた中国広東信託投資公司が 2000 億円

の債務超過を抱えたまま倒産したように損失の規模は計り知れないほど拡大してしまった。 

アジアの経済発展は日本の資本流入がなければ実現できなかったかもしれないが、ソフト

からハードに至る基盤整備ができないうちに、資金を特定の地域に集中して投入したことが

今回の危機の大きな要因になったと非難されることもある。 

日本は債権大国であり、いずれにしでも外国での資産運用は続く。資産運用を行う場合、 

より長期的な視点で各国に分散投資（直接投資、融資、証券）し、リスクを抑制すると同時

に信頼関係を醸成する必要がある。日本は蓄積した資産と技術を海外で運用しなければなら 
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ない。 

しかし日本の現状は、この 50 年間以上にわたって、高度成長期を含め、西アジアを原油

の輸出基地（貯蔵所）として利用したのみである。西アジア地域のエネルギーを利用して経

済発展を実現し、その経済発展によって蓄積された資産と技術を、アメリカ、ョーロッパそ

して東アジアに集中的に直接投資を行い生産活動を行っていることはあまりにも理解しがた

いことである。 

目先にとらわれ、これまで同様バブルに突入している国や地域に集中投資してしまえば、 

再び、蓄積した資産を失うことになる。長期的な視野で対外投資をすべきである。それは、 

欧、米、アジア諸国にバランスよく投資することは、投資リスクを分散するだけでなく世界、 

各地域の発展に貢献することになる。 

残念ながら日本でアジアというときは南西アジアまでであり、西アジアは忘れ去られてし

まっている。しかし、日本と世界の関係を考えるとき、この 50 年間日本経済を根本的に支

えてきたのがこの地域の原油であることを忘れてはいけないのではないだろうか。 

(3） 現地調査（調査票調査）の結果分析（一部） 

今回の調査で 34、外資（直接投資）と日本に対する現地の工場労働者と政府当局者に対す

る意識調査（アンケート式調査）を実施した。政府当局者（企画・予算機構（PBO)、経済・

財政省、労働省、中央銀行、その他）は、例外なく外国投資に対して非常に肯定的にとらえ

ていることを感じた。先にも述べたように政府と国会も外資に対する新しい法律を発表し、 

自由貿易ゾ ンだけでなく、一般的に外国資本を保証する制度に着手している。 

また、労働者意識調査では 3 つの工場（大規模な車とテレビの工場と小規模の工作機械） 

を対象に労働者の意見を聞いた。そのいくつかの日本との関係の結果は次の通りである。 

D “イランにおける、外国投資に対して賛成ですか”との間い対しては、79％が賛成で

あるという答えを得た。 

2) “H か国中からどの国からの投資受け入れたいか一順番に 4 か国を挙げる一”に対

するの答えは、①ドイツ 80.5%..②日本 77.2%..③フランス 36%..④アメリカ 34. 5%.. 

である。 

3) “世界的企業 17 のうちどの企業のイランへの投資を期待するか”と聞いたところ、 

① SONY44.3%..② TOYOTA36.4%、③ General Motors 32,35％であり、日本企業に対し、 

好意的な傾向があるとの結果がでた。 

4） また、“もし外国企業がイランに進出した場合、どの国の企業での就業を希望します

か。順番に挙げてください”というに間いに対しては、①日本企業 81%.. ②ドイツ

企業 73.9%.. ③フランス企業 36.6%.. ④アメリカ企業 31.7％となっている。 

5) “イランの労働者が日本に出稼ぎに行くよりも、イランにおける日本企業の直接投資

を行うことに賛成ですか”というに間いに対しては、①非常に賛成 68. 6%.. ②賛成 

-42 ー 



18.2%。合わせると合計は 86.8％となる。反対に、③あまり賛成ではない 9.5%、④

全く賛成ではない 2.9％の結果となった。 

6) “イランの若者が仕事探しに日本に行くべきか”というに間いに対しては、①はい 

18.7%、②いいえ 43.7%、③仕事探しでなく、研修のためなら 36％である。 

7) “日本に行ったことがありますか” 

①はい 1.4%（観光のため）、②いいえ 98.6％との結果となっている。 

これらの調査結果からも分かるように、現在のイランの外国直接投資に対する環境と受け

入れに対する労働者の意識を見れば、外国投資を受け入れる基盤は整備されつつあるといえ

る。したがって、問題は、その制度的な障害要因をいかに速やかに急速に排除するかにかか

っている。同時に、今回の調査もそのー端をになうものと期待されるが、日本は独自の調査

と研究を重ねることで、イラン社会と経済の現状を正しく把握することがまず重要であろう。 

この正確な知識に基づき、イラン国内でまだ不十分な制度の整備を促すことも、また制度整

備に対する協力も可能になるだろうし、石油だけしか見えてこないステレオタイプな貿易の

考え方を是正することができる。 

日本とイランの今後の長期的な展望を考えるならば、日本 イラン両国の雇用問題への対

応というの点から見ても、日本がイランに対するモノの生産（石油製品も含め）と輸出を志

向した直接投資を積極的に図ることが何よりも重要であると考えられる。このことによって、 

21世紀に向かって、協力的な 2か国の経済関係を再築することができるであろう。 

(4） 戦後日本とイランの経済協力関係の状況 

世銀がイランに融資を承認したのは 1992 年の 5 月である。その翌年、1993 年 5 月、日本

は 17 年ぶりに水力発電計画に償還期間 25 年、金利は年 3％の条件でイランに対し総額 386 

億円の借款を供与した。しかし、その後、米国の反対でその第 2次分の支払いは凍結された 350 

日本がこれまで実施した、技術協力、無償資金協力、研修生受け入れ、そして 1960 年代か

ら 1996年までの累計的な専門家派遣は次の通りである。 



表 2-i 0 日本の対イラン技術協力の年別実績（金額はJ I CA経費ベース） 

金億
 
額
円
 

研修員受入 

（人） 

専門家派遣 

（人） 

調査団派遣 

（人） 

械材供与 
（百万円） 

プロジエクト

技協（件） 

開発調査 

（件） 

90年累計 54.56 1381 300 269 939.6 9 16 

1991 9.38 47 63 57 237.2 1 2 

1992 8.34 60 14 48 206.0 1 3 

1993 9.37 60 57 95.0 2 3 

1994 10.26 66 7 63 245.0 2 4 

1995 6.93 72 11 38 94.6 2 3 

1996 9.83 69 7 94 38.2 1 3 

96 年累計 108.66 1755 413 626 1855.6 10 21 

出所 1 外務省経済協力局編「我が国の政府開発援助 ODA 白書下巻（国別援助）」国際協力推進協会、1997 年、 

322一333 頁。 

表2-il 1990年代における日本の対イラン無償資金協力 

年度 案件名 
金額 

（億円） 
備考 

1990 災害緊急援助（地震被害） 1.36 赤十字社連盟経由 

1990 災害緊急援助（地震被災民救済） 2.04 

1992 災害緊急援助（洪水被害） 0.52 

1992 教育省教育技術センターに対する視聴
覚機材 

0.44 

1996 イラン・イスラム共和国放送番組ソフ

ト供与 

0.49 

1996 災害緊急援助（地震被害） 0.10 

1996 災害緊急援助（地震被害） 0.15 

出所】外務省経済協力局編「我が国の政府開発援助 ODA白書下巻（国別援助）」国際協力

推進協会、1997 年、322頁。 

他の西側諸国に比べ、日本がイランに対し、常にある程度の関係を保ってきたことは事実

である。しかし 50 年間以上にわたる経済関係、すなわち日本の 10%以上（石油危機までは 

30%）原油供給と友好的な政治・経済関係や相互国が持ちうる補完的な役割と、今後の西ア

ジア、中央アジア地域の重要性を考えると、もっと戦略的で、生産的な経済関係を検討する

ことが必要ではないだろうか。 

昨年、1998 年 12 月 21日から 23 日までのイラン外務大臣の訪日に際し、日本とイランの

交流拡大に向けて様々な企画が発表された。そのなかには 3 年間で、300 人のイラン研修生

の受け入れや 3 年間で 50 入のイラン人留学生の受け入れが挙げられていた。このプログラ

ムは、世界の若い人材の育成と研修こそが最高の国際貢献である 36、という考え方からする

と非常に重要な意義を持っている。 

さらに 1999 年 10 月にはイラン政府によって西アジアと中央アジアを含む同地域への投資

セミナーが日本で企画されている。 

これらの機会を通じて 2 か国の経済・政治関係がますます発展するだけでなく、この関係

の拡大によって日本の経済活動領域の東アジア、東南アジア地域への偏重を脱し、西、中央

アジアを含む全アジア地域に拡大する展望を描くことができる。 21世記に向かって日本と 
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図2-11 1960年代から 1996 年までの専門家派遣（累計） 

1960年代の日本の対イラン研修生受入と専門家派遣（累計）  1970年代の日本の対イラン研修生受入と専門家派遺（累計） 

出所】通商産業省「経済協カの現状と問題点』1963・1970年より作成。 	出所’通商産業省「経済協力の現状と問題点」1970-1980年より作成。 

1980年代の日本の対イラン研修生受入と専門家派遣（累計） 	 1990年代の日本の対イラン研修生受入と専門家派遣（累計） 

出所】通商産業省「経済協力の現状と問題点」1980-1990 年より作成。 	出所】通商産業省「経済協力の現状と問題点」1990-1996年より作成。 

イランの生産的な経済協力関係の在り方についての問題は、資本不足や低技術水準、または 

外資法、労働法や為替制度ではない。 

問題の核心は次の 2点であると考えられる。 

① まずイラン側の問題としては、イランがその経済思考を変え、マクロ政策的に原油中

毒型経済体質から脱出することを公約し、生産的な経済発展のスタンスを明らかにす

ること。 

② 次に日本側の問題として、イランを単純に原油供給基地としてだけとらえるのではな

く、その人材資源を十分に生かした生産基地として認識することである。 

その他にも様々な問題があるが、日本ーイランの相互のポテンシャリティ（潜在的能力） 

を考えると、時間がかかるとしても解決する可能性は非常に高いと考えられる。 
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【資料】 

第 3 次 5 か年計画の主要課題 

I．公共部門の構造改革 

G）国営企業の経営効率の改善とその民営化 

(2）行政組織の構造改革 

2．生産、投資、雇用及び生産性の向上 

(1）生産の阻害要因を明らかにし、経済における製造業部門の活性化を図るための 

適切な政策をとる。 

(2）非政府部門における投資の阻害要因を明らかにし、非政府部門が投資を活性化 

させるような適切な政策をとる。 

(3）海外からの投資の阻害要因を明らかにし、海外からの投資を活性化させるよう 

な適切な政策をとる。 

(4）民間部門の拡大。 

(5）経済の製造業部門、当市部門における規則や規制の遅れを改革し、合理化する。 

3．経済活動における独占の規制と競争原理の導入 

―以下の問題が取り扱われるべきである一 

0）結果として発生した独占について 

(2）憲法で規定された独占について 

(3）その他の独占 

(4）競争の促進と合理的独占解体法の制定 

(5）消費者保護ための合理的かつ法的枠組みの形成 

4．金融市場に関して 

(1）銀行制度改革 

(2）保険制度改革 

(3）資本市場の拡大と深化 

出所：計画・予算機構 



第 3 章 雇用に関わる制度とその運用 

1． 労働行政 

(D 雇用創出・安定と職業能力開発 

イランの労働行政の歴史は長い、既に 1946年に、暫定労働法の布告、労働者設置規定、1947 

年労働社会省運営に関する財政規則が定められて、労働行政のレールは敷かれた。爾来、ILO 

基準に沿った諸法令が順次整備されつつ今日に至っている。他の多くの発展途上国と同様、 

その有効性はともかくとして、諸法令の整備水準は比較的高いといえる。 

1953 年には暫定社会保障法も制定、1959 年労働法改正、1960 年社会保障法改正、1961 年

不熟練労働者の最低賃金規則、訓練ならびに徒弟制度規制の制定など、むしろわが国より早

いテンポで労働行政の整備が進められた。 

しかしながら意外なことに、職業安定に関する法整備は遅れており、1959 年の改正労働

法では、雑則の第 65 条で、労働社会省は、私設職業紹介所の業務を監督し、暫次、無料の

国立職業紹介所を設置することができるとしているのみである。また第 66 条で、使用者を

訓練し、労働者及び見習工の技術、知識の水準を高めるため、事業場に必要な施設を用意し

て、利用に供しなければならないとしている。これらの条文から推して、雇用安定、訓練に

は民間主導的方針が強く反映されていたように見られる。 

しかしながら、1979 年の革命後、政府が経済政策を計画的に展開するようになると、雇

用に関する意識は強化された。改正労働法（1990年）第 119 条では、労働社会省は全国に、 

雇用サービスセンター設置を義務づけられている。これらセンターは、雇用創出の基盤整備

と雇用機会の計画立案を任務とするとされ、失業者も登録し、必要があれば後でふれる訓練

センターへの紹介、あるいは、生産、製造、農業、サービス業などの企業への求職者の紹介

を行うとされている。また、付則として、各州都における雇用サービスセンターは、身傷者

の雇用に関する計画・保護機関に要請することができること、また、政府は長期無利子融資

供与、必要な訓練の提供、身傷者に必要な保護のための施設整備などの援助をすべきとされ 
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ている。さらに政府は、すべてのセンターで身傷者に関する建築上の障害を除去すべきとも

されている。 

付則の第 3 として労働社会省は、イラン身傷者協会、州福祉機関と協議して、事業所に

雇用された身傷者にとって必要とされる福祉施設を提供するために必要な法令の作成を義務

づけられている。 

このように、雇用機会確保、能力開発を重視する姿勢は、労働省の現法の具体的整備へと

つながっていったのである。 

1970 年代に入ると雇用サービスセンターの設置が促進され、1969 年の 13 か所から 5年後

の 1974 年には 50 か所になり、1996 年現在では 185 か所と、主要州では 2 ケタの整備とな

った。また郵便局の窓口も利用されている。この他、テヘランのみであるが、新規学卒者専

門のサービスセンターも設置されている。近年、情報化でコンピュータシステムを導入して

いるが、まだ全国的に完備されていない。広域職業紹介システムの不備をカバーするための

移動サービスセンターも設けられている。 

これらの雇用サービスセンターは、最近の第 2 次経済計画 2000 年終了、第 3 次計画の中

ではほぼ倍増される計画など意欲的である。 

労働社会省の I 次スタッフは諸官庁総人員の 2J60 千人（1994 年）の中では 6,263 人と

非常に少ない、保健省の 240 千人に比べて桁違いに少数である。これは病院など事業部門

を抱えている保健省と比べ労働社会省が、企画、監督官庁の性格であるという差が大きい。 

政府部門の中では学校を管轄する教育省、現場を持つ運輸省、ェネルギー省などが人員規模

が大きいことはいうまでもない（表3-1)。 

労働行政の雇用創出などの民間主導的姿勢については先にふれたが、イラン政府として、 

決して雇用を軽視しているわけではない。 

既に、国民経済開発計画の中で、雇用目標を掲げている。1973 年に終わる第 4 次計画の

中で・新規労働力と失業者の吸収・非生産的ないし低生産的な仕事の安定的、生産的な仕事

への転換を掲げ、計画期間 5 か年間の 96 万の雇用機会の創出・失業率の 0.8 ％への引下げ

などの超意欲的な目標とこれに必要な GNP の 57％引上げを掲げていた。しかしながら、計

画終了時の失業率 6 ％という実績から見て、計画の大幅達成不足は明らかであり、ILO に

計画の甘さを指摘されたのである。 

経済計画による雇用目標の掲示など、基本的な姿勢は革命後も引き継がれた、近年の経済

計画の状況から述べることにしよう。 

1979 年のイラン革命、引き続くイラン・イラク戦争（1980-88 年）が終了した後も、ア

メリカによる経済制裁など困難な事情が継続したため、第 1次 5 か年計画は 1989-90 年～ 

1993-94 年の計画期間として取り組まれた。この計画の中で取り組まれた政策の大要は・

価格統制の解除・公的部門の効率化・非関税障壁の改正・所得税引き下げ・金融の信用制限

の解除・国営企業の民営化・為替自由化など一連の自由化、市場経済化指向であった。 

これらの政策によって計画期間中の実質経済成長率は 7％が見込まれた。しかしながら、 

過度の積極財政政策によって、マクロ経済のバランスを失してしまった。また、長期的な外 
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資導入の制限で、経常収支は赤字となり外貨準備の減少、短期債務の大幅拡大となり、加え

て原油価格の予想を超える下落によって国際収支は深刻化したこともあって公的為替相場は

対米ドル 1,750 リアルまで低下した（従前 3,000 ドル）ため、二重為替相場制を余儀なくさ

れた（石油以外の輸出、非必需品輸入には 2,345 リアル）。 

こうした状況悪化の下にあったが、マクロ経済としては計画期間中 7.2％の成長を達成し

たし、輸出は 12.8%、実質固定資産 12.8%、設備投資28.2％と、それぞれ増加となった。 

第 1次5 か年計画の完了を受けて、第 2次計画（1995-96--- 1999-2000）が準備された。 

主要目標は、年 6％の実質経済成長と 1 桁のインフレ率の達成‘石油収支への依存からの

脱却・為替相場の単一化である。 

しかしながら、計画期間に入る早々の 1995-96 の 1/4半期にマクロ経済の不安定化に遭

遇した。アメリカの経済制裁がマイナスに働いたにもかかわらず、前計画の成果を反映して 

1996一 97 の成長率は 4.5％を記録し、石油部門の寄与もあって 1992一 93 と 1995-96 年の間

の平均 4.5％に対し5％を記録した。 

一方、物価（消費者物価）上昇率は、ピークの 59% (1995年 5 月）から 1996年末には 17% 

へと低下し、年間上昇率でも 23％へと鈍化した。 

こうした状況の下に、全経済の雇用は 11 百万人から 146 百万人（労働力人口の 91%）へ

と 33％増加する一方、労働力人口の年平均増加率 2％にもかかわらず失業率は 14.2％から 

9.1％へ低下した。この間、過去 10 年ないし 20 年にわたる健康諸指標の顕著な改善が見ら

れた。保健サービスへのアクセス人口は 1980年の 50％から 1996一97年には 90％と上昇し、 

平均寿命は、同じ期間 60.1％から 68.4 へ、また死亡率は 90.6 から 26へとそれぞれ顕著な改

善を見ている。 

こうした経済的社会的成果を受けて、2000 年を終点とする第 3 次 5 か年計画が策定され

ている。「経済回復プログラム」と呼称されることになった計画の課題は以下のようである。 

・経済問題は例外なく経済的判断によって対処されるべきこと 

・社会正義（Social justice）は計画の目的のトップに掲げられるべきこと 

・社会経済的開発への公的関与 

・雇用創出】最重要課題の1つ 

・公的施設と経済機会への無差別アクセス 

・投資に関する安全環境の確保促進 

・政府のよる規制緩和 

・イスラム非営利金融法の完全実施 

などとなっているが、こうした政策の基本理念として・社会経済化・社会正義優先が強調 

されている。 

社会経済化には、 

①低所得層に対する権利の保護 

②若年、女性の役割重視 

③将来世代の健康の視点優先 
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④全国民の福祉機会の保護 

などが強調されている。また、社会正義に関しては、経済効率は重要ながら、社会正義と 

経済効率のトレードオフでは前者が優先されている。 

こうした理念の下に、雇用創出は具体的政策のトップに置かれて、労働市場の活性化、雇 

用創出優先の経済成長が強調されており、 

・現存の生産能力の完全有効化をはかること 

・雇用創出の制約、障害の減殺によって潜在能力を引き上げ、中長期の雇用機会の拡大を目

的とした「特別雇用計画」を導入することとされている。 

第 2 次計画期間中、年平均 40 万、通算 201 万とされている。特に労働省のみの政策課題

ではなく、労働行政としては、創由された雇用機会に新規学卒者ないし失業者を必要があれ

ば訓練してグレードアップの技能者として充足させるという調整機能を割り当てられている

わけである。 

しかし、その他、労働省には計画期間中に 60 万の就学者増の課題が与えられている。こ

れは自営業主の就業促進援助プログラムとして、総額予算 876 億リアルが用意されている。 

この資金は自営業主に関する就業地会支援基金が、開発の遅れている村落において活動を展

開するのに支弁されるものである大蔵省の特別会計に計上されている。 

以下、この事業の内容について述べることにしよう。 

この事業は社会正義を重視するイランの重要な政策課題として、家族の扶養負担を抱えな

がらも、十分な収入の機会がない自営業主や家族従事者（Unpaid Family Worker）などに収

入の条件を与えるものである。イランでは、この事業は第I次 5 か年計画と共に発足した。 

まず、最初の事業は自営業主サービスセンターの建設である。零細事業者を含む非生産的

仕事や、類似の仕事の領域に放置されている仕事から積極的な意欲を持つ人材を弓は出し、 

個人レベルながら生産的雇用へ転換することを援助する施設整備である。最初の段階はテヘ

ラン市内の最も人口集中の高い Lalek 公園近くのマーケットに建設された。魅力的な建築様

式で、デザインも革新的で自営業主生産者、個人生産的仕事従事者、あるいは求職者にアピ 

ールした結果、テヘラン各地に拡大し、その後、他の都市にも展開されるようになった。 

事業の第 2 段階は、融資業務である。希望者が資材の購入や、生産の道具の購入に必要な

資金を融資することである。資金額は開設当初は I人当たり 500 万リアルである。その後必

要に応じて融資額も拡大された。センターのエキスパートは求職者の相談に応じて適切な指

導を行った。これらの融資は、類似のケースに比べ手数料も必要最低限とされた有利性もあ

って利用は増大した。 

次の条件整備は、作業場である。生産のための機械設備や資本費のかかる道具は、個々の

求職者にとって確保することは難しいので、合同作業場をセンター内に設けて各人に利用さ

せるようにした。時間の制約もなく利用可能となるよう終日開放とするなどの考慮も払われ

た。こうした作業場での経験交流は、彼らの技術や知識の向上に資したことはいうまでもな 

施策の効果を上げるため、教育も充実された。各センタ の各種教育クラスは求職者に知 
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識、技能の基礎を提供し、その意欲を刺激したのである。関心を持つものには週 1 回の教育

機会を義務づけた。各コースの終了時には、センターの支援する生産グループへ加入させた。 

こうした段階を踏んだ教育は徐々に教育効果を上げていったのである。 

さらに、有効性を高めるために、個人で生産に従事するものと、ネットワークを作って共

同するものとに分けること、ネットワークを作る場合は、注文生産など、特別の製品を扱う

ようにした。センターには特設ブースを設置（15 日で交代）するなどの工夫もされた。個

人の生産者にとって困難な問題である場所や、マーケティングの解決は可能となった。ブー 

ス使用者からの利用料は低パーセンテイジとされて、後続の利用者の経常的経費とされた。 

こうした事業は何よりも女性に歓迎された。統計によれば、この事業で融資を受けたもの

の 70％は女性である。こうして経済活動への女性の参加は、人口増加率の抑制という効果

を持つ一方で、女性自身の文化的社会レベルの向上という積極的な側面を持っているのであ

る 

最初のセンターの設立後の 4 年間で、センターは全国で 25 か所となり、他のイスラム国

へも刺激を与えた。イスラム国の女性の社会的進出を授けたこの事業はきわめて特異なもの

であるとはいえ、その効果は就業拡大としても有効である。 

この事業の成果のみによるものとはいえないが、注目すべき就業状態の最近の変化を指摘

しておこう。1990 年と 1993 年の間で失業率の比較を見ると、男子では 8.4％から 9.3％へと

若干の上昇であるが、女子では 2.7％から 13.2％へと急激な上昇を見せている。これは女子

にだけ、雇用情勢が厳しく到来したわけではなく、むしろ求職者の意識の変化が大きかった

と見るべきではないか。その意識の変化、就業に積極的になった結果が、たまたま失業率の

上昇へつながったのである。イランの女性に刺激を与えた、この自営業主就業支援事業の一

側面を見ることができる。労働行政にとっては、失業率上昇という解決すべき課題を抱える

ことになったのであるが、長期的に見れば、先に述べたような女性の地位向上の効果として

評価するべきではあるまいか。 

雇用安定政策と並んで、職業訓練政策は主要な労働政策の柱となっているが、近年の産業

の近イtイヒの進行下に、訓練政策の重要性は増大してきている。以下では、その中心的事業を

担当している技術職業訓練機構（Technical and Vocational Training Organization 】 TVTO）の状

況について述べることにしたい。 

(2）技術職業訓練機構（TVT〇）設置規定 

労働法では 11 条にわたって職業訓練に関する規定が盛り込まれている。まず第 107 条で

労働社会省は必要な訓練施設の設定が義務づけられており、要請があれば関係政府諸機関は

労働社会省に協力すべきことも付記されている。続く第 108 条では多様なレベルの技能に

応じた訓練センターの開設について、 

a）無技能労働者と求職者の基礎的訓練のセンター 

b）それぞれの技術に応じた改善進歩のための補足的かつ特別再訓練のためのセンター 



c)（地方職業）訓練センターの指導者用の訓練センター 

d）能力欠落者のための政府諸機関（保健省など）と協力関係のある特別訓練センター 

などが併記されている。 

第 110 条では訓練のための作業場の設置、訓練基準、訓練資材の準備にふれ、続く第 ill 

条では、労働社会省の認可を得て民間法人または個人が訓練センターを設置することができ

るとされている。 

労働者の訓練の社会と条件を確保するために、訓練センターに派遣される労働者（訓練生） 

にとって、雇用関係の維持、訓練期間中の賃金（基本給）が一定水準に保持するべきこと、 

本人の生計と家族責任に見合う福祉給付の支給などが第 113 条で訓練生の教訓として明記さ

れている。 

さらに若年の訓練生の場合は、訓練時間がI日 6時間を超えてはならないこと、訓練の内

容と成果の確保のため訓練契約の必要、健康や知的開発を扱う訓練は不可であることなどに

言及している。 

終わりの第 118 条では、訓練センターは労働社会省の訓練基準に則って、訓練の実を上げ

るための諸条件を整備すべきとする訓示規定も盛り込まれている。 

このように職業訓練に関する規定は、1990年改正の労働法本件にかなり詳細に盛られてお

り、旧労働法であまりふれていなかったのとは大きな相異がある。経済開発、産業発展にお

ける労働力の重要性、技能の改善の必要生が強く認識されるようになったからに他ならない

といえる。 

以下で法整備などで大きな課題を与えられた訓練センターの現状を見ることにしよう。 

(3) TVT〇の機構と組織 

技術職業訓練機構（TVTO）の長は労働社会省の次官であって、テヘランの本部局は 350 

人のスタッフを抱えており、全国の 29州の訓練庁、27 の地方センター支所を総括している。 

常任スタツフ 3,500 人、パートタイム L500 人で合計 5,000 人の指導員を擁する陣容である。 

訓練センターは全国で、150 か所、付属の作業場（Training work shop）は 900 か所あり、ま

た、地方へ出向く移動センターもある。年間に 10万人の訓練生を受け入れている。この他、 

労働社会省認可の民間訓練センターは 4,500 か所あり、さらに軍隊の中にも設定されており、 

年間で延60万人の訓練生を受け入れている。 

なお、将来的には第 2 次経済計画（2000 年終了）及び第 3 次計画で、訓練センタ- 147 

か所、指導員訓練センタ11か所が増設されることになっており、最近の 1997 年には行政

雇用機構（Administrate and Employment Organization-AEO）と協力して、49 のセンターの開

始に必要な要員 1,029 人の増加を認められている。 

訓練センターの課題は労働法にも唱われているように以下の通りである。 

1）若年層に対する基礎的技能訓練 

2）社会人（雇用者）に対する技能グレードアップの訓練 
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3）技能者、技術者など指導員の訓練 

4）能力欠落者、身傷者の訓練 

5）自営業者の職業訓練 

6）生涯的職業訓練 

7）職業的技能基準の開発 

8）職業訓練のテキスト、作業場の使用教材の開発、供給 

9）職業能力の資格テスト、技能コンテストの実施 

訓練の開設コースの種類は、技術、サービスなどを含めて伝統的技能から電子関連など先

端技術まで 152 コースあり、地方のニーズによって選択的に採用されることになっており、 

指導員は高卒 2 年で初級レベルを担当するが、上級コースの指導員は、常勤のスタッフで不

足すれば、企業からの派遣を求めるほか、一般市場で募集することもある。これらの指導員

の募集・採用には問題はないとされている。給与条件などが民問水準に見合うものとされて

いるからである。 

訓練生の入所条件は 6年間の初等教育終了者で識字が条件とされているのみである。企業

が、労働社会省の認可で設置している訓練センターでは、中高年齢で識字能力の不足してい

るものに対する一般教育を課しているところもある。これに対しては、政府から技師が派遣

されることになっている。 

訓練センターの教育期間はコースによって差があるが、最短 4 か月から 18 か月となって

おり、18 か月クラスは、高卒後就学する短大並みの評価を受けている。訓練終了後は、賃

金は 5-10％程度増加するのが標準とされている。こうした条件が、訓練センター入所希望

を刺戟している面も指摘されている。 

TVTO は国際的基準に則って、職務分類ごとの 3 段階の技能テストを行っている。この資

格付与の目的、I）産業における労働者の技能水準の改善、2）全国的技能労働者の量質両面

の評価の手段を提供することによる人的資源の開発の支援、3）職務等級の基準の改善、で

ある。 

TVTO と UNDP や ILO との協力で 1998 年に設置された指導者訓練センター（ITC）の事

業について述べると過去 40 年間の工業化の進展によって発生した高度、特殊的技術需要に

応じるために、以下の活動を行っている。 

I） 	公共、民間両部門の特殊訓練需要に応える標準的（Tailor-made ）なグレードアップな 

どの再訓練のための短期コース 

2） 主要技術分野における訓練の資格付与で2年間の指導者訓練プログラム（off thejob 、 

on the job) 

3) 研究コンファレンス、ワークショップ、セミナーの実施 

などである。 

訓練業務を行う一方、TVTO は、訓練の研究調査を第一段階の課題としており、訓練の実

態のアセスメントや訓練システムの改善を手掛けている。このため、多数のエキスパート、 

インストラクターによる協議、セミナー、カ )キュラムの作制などを取り上げている。こう 
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した調査研究の中心的課題は・職業的技能の課題・全国的技能基準の開発・視聴覚機材の開

発・訓練方法、プログラムの開発・訓練ワークショップ、セミナーなどである。 

TYTOの国際活動としては、次のような事業が扱われている。 

1）職業訓練、資格試験の分野における先進技術の導入 

2）全国ならびに各地域におけるマクロ経済開発プログラムを目指した職業訓練の評価研

究 

3）イスラム諸国に対する技術援助 

4）指導員、行政スタッフの海外派遣研修 

5）外国企業に対する標準的技能訓練 

6）技術、職業訓練の情報、研究の交換など 

以上の活動を通じて、先進技術分野でのキャッチアップに寄与することにしている。これ

らの国際活動は、近隣の有好国への技術援助という性格を持つとはいえ、イラン自身の訓練

技術改善に資していることはいうまでもない。 

つぎにlVTOの予算、財務について若干ふれておこう。TVTO は職業訓練センターの施設・

設備整備のため、労働法及び社会保障法の適用企業（全産業）からの賃金の 2％相当分を徴

集することができる。これによって訓練生は無料で訓練を受けることができる。 

主要な項目についての予算の概要について述べると、上記で徴集された 30 億リアルを上

回らない範囲でTVTO は徒弟法第 14条に基づいて収入の 5％を支出できるとされている。 

さらに、財政特例法第 26 条に基づいて、最大限 35 億リアルの賃金を得て、職務機会支援

基金に一般援助として移管することができる。また、家族の扶養責任を持つ女性は、この基

金の提供する施設を優先的に利用することができること、労働法の第 154 条、財政特例法の

第 78 条に基づいて収入の 10％をスポーツ、レクリエーション費に充てることができること

などとなっている。 

また、労働社会省に移管された資金は、以下の用途に利用できるともされている。すなわ

ち、10 億リアルは労働者の訓練と各種調査の経常費として支出し、残余 20 億リアルは労働

者の能力欠落児童の介護センターに使用できるとされている。 

以上のような資金手当の他に、TVTO に対しては、徒弟法第 14 条に基づいて、固有の収

入（徴集された訓練費）の他、最大 50 億リアルの信用枠が提供されている。施設拡充など

に充てられ、機動的な事業拡張に応えることができることになっている。 

以上、TVTO の活動について、事業、人員、予算などを見てきたが、東南アジア諸国の職

業訓練制度をかなり上回る規模で、内容的にも充実したものとなっていることが分かる。し

かし、その成果は民間も含む延 60 万人の訓練者受け入れとなっているが、技能労働者需要

にどの程度応えているものかの評価は、必ずしもつまびらかでない。地域レベルでの状況に

応じた対応はそれとして、全国的な総合調整は必ずしも十分に機能しているとはいえないよ

うである。こうした事情は、職業紹介事業の面で、現在十分な広域展開ができていることと

符合しているわけで、最近取り組まれている広域職業紹介が軌道に乗るようになれば、訓練

終了者の広域紹介にも拍車がかかることになろう。先に見たような労働移動の状況もこれに 

- 56 ー 



伴って展開することも期待される。 

表 3-i 政府部門職員数 

合計 職員 用務員 

総計 2,160,419 1,955,083 205,336 
総理府 18,382 16,689 1,693 
教育省 1,004,420 995,078 9,342 
情報省 

経済・財政省 166,264 165,004 1,260 
外務省 4,133 4,133 
商務省 16.957 15,195 1,762 
保健省 240,979 226,218 14,761 
郵政通信省 71,682 70,073 1,609 
協同組合省 1,192 1,192 
宗教省 89,942 74,418 15,524 
司法省 27,393 27,298 95 
防衛省 

運輸省 85,026 63,940 21,086 
産業省 64,680 24,759 39,921 
文化高等教育省 43,122 39,982 2,140 
文化イスラム省 13,941 11,912 2,029 
労働社会省 6,263 6,261 2 
農林省 53,796 38,933 14,863 
内務省 28,041 23,032 5,009 
住宅都市開発省 10,889 10,156 733 
鉱業省 63,197 49,542 13,655 
エネルギー省 104,822 47,043 57,779 
国会 1,482 1,432 50 
放送機関 11,997 11,649 348 
イスラム革命協会 31,819 31,144 675 
出所】Iran Statistics Center 
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図 3-2 技術職業訓練機構（TVTO）地域支部の配置 

TVTC）本部 
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2. ZAHEDAN 
3. KERMAN 
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2， イランの教育制度 

イランの教育は、「教育・訓練省」と「文化・高等教育省」が主に担当している0 教育省

はガイダンス・スクールまでの普通教育を担当し、文化・高等教育省は大学教育以上、研究

機関における研究までを担当している。また、小学校から 12年間の教育は無料で提供され、 

1979 年に制定された国家識字プログラムの目標「2000 年までにすべての人に識字教育を」 

という目標を達成するために、識字プログラムなどを含めた基礎教育の充実を図っている。 

現在、高等教育を担当している 陵化・高等教育省」は、文化はすべての政府機関で担当す

るべきであるという意見から、将来的に隅学・高等教育省」へと名称変更をする予定である。 

イランの教育はこの他に、医学系教育に関しては「厚生省」が指導的な役割を果たし、職

業訓練に関しては「労働・社会省」 の「技術・職業訓練機構（TVTO)」がほぼ全面的に掌握

しており、全国に大規模な職業訓練校を持っている。 

イラン革命後の教育の進展は目をみはるものがあり、1976 年に 47.5％であった識字率が 

1996 年には 74.4％にまで改善された。その最も大きな原動力が、石油収入を利用した小学校

教育の普及拡大であったことはいうまでもない。その意味では第 2 章で述べられたイスラム

革命の意義は現実に移されたといえる。 

教育制度そのものに関しては、イラン教育省のチャート（図 3一3a、 b\ C）に詳しい。小学

校前教育として 2年制の幼稚園が設けられており、また、出生から 4 歳までの過程における

期間の重要性が強調されている。 

イラン教育省の資料によると、家庭内教育の重要性を次のように述べ、「子供が産まれた

ときから、その子にとって最も重要な教育の時期が始まる。教育専門家や心理学の専門家は、 

この時期に多大な関心を寄せている。この幼稚園入園までの 4 年間に慈愛の心、宗教心、社

会的な行為規範、そしてその他の要素が形作られ、（子供によって）考えられるのである」。 

家庭教育重視をはっきりと打ち出している。 

イランの男女別の労働参加率を見ても、女性の労働参加率はその学歴に比して低いままで

ある。この原因 1 つが、雇用機会を見出すことの困難さであることは事実であるが、同時に

かなり政策的に家庭の価値が強調されており、女性の家庭内での役割の大きさが強調されて

いることがある。 

その後、小学校が 5 年間、中学校に相当する進路を決めるためのガイダンス・スクールが 

3年間行われる。ここからそのまま就職する学生もいるが、進学コースの高等学校コースと、 

教員養成課程入学、軍隊での教育、技術職業訓練校及び高等専門学校コース、サンドイッチ

及び技術学校コースを選択することができる。 

進学コースを選択した学生は 3年間の高等学校と、I年間の大学予科課程を経て、医学系、 

技術系、文学系に分けられた専門コースへと進学する。 

医学系コースは博士課程まで含めて 8 年間、技術系は 4年間、その上に修士課程 2年間、 

博士課程 3 年間、その他のコースはl年間の大学予科課程に加えて、もう 1年間一般教養課

程があり、それから4年間の専門教育課程、さらに博士課程となっている（図 3-3a、 b、 c)o 
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進学コースでの高等学校は 1 年次で一般科目単位を取得し、2 年次に進学希望別グループ

分けが行われ、3年次で進路別教育を受けることになる。その後、試験を受けて合格すれば、 

大学予科進学、専門学部への進学となる。これらの教育コースを継続教育コース（Continuous 

Course) と呼んでいる。これらのコースは大学終了までを前提としたコースであるというこ

とである。 

技術職業訓練校及び高等専門学校コースとサンドイッチ・ポリテクコースは、非継続教育

コース（Un-continuous Course）と呼ばれいる。つまり、大学進学を前提としないコースであ

る。しかし、技術職業訓練校及び高等専門学校コースもサンドイッチ・ポリテクコースも資

格試験を受けて合格すれば大学教育を受けることができる。但し、サンドイッチ・ポリテク

コースの学生が大学教育を受けることはほとんどない。いわば技術職業訓練校及び高等専門

学校コースは、高等専門学校的な性格を持ち、そこの卒業生は TVTOでのトレーニングを経

て、各地の職業訓練校の指導員となることも多いという。 

サンドイッチ・ポリテクコースはかなり実地訓練的なコースであり、職工の養成課程とも

いえる。サンドイッチコースは教育機関に在籍しながら現場で労働に従事し、その労働をま

た単位として認定するコースで、制度教育のあいだ、あいだに実際の労働を取り込むことか

らサンドイッチコースと呼ばれている。 

その他に高等学校を卒業した人間が、大学ー般課程レベルで職業訓練を受けるコースが新

設され、奨励されている。これは基本的に 2 年間の課程で職業訓練指導員の指導員を養成し

たり、企業の中級技術者を養成するコースで、このコースを終了した後、技術者として働く

ことになる。このコースの卒業生はまた、非継続コースの試験に合格すれば大学の専門課程

に編入することができ、2年間の受講のみで学士（B.S.）の資格を取ることができる。 

このコースは 2 年前に新設されたばかりのコースで、まだ卒業生や大学進学希望者がいな

いのでなんともいえないが、場合によっては優秀な学生が行くとされる進学コースよりも 1 

年早く学士号を取得する可能性がある。現在、実学の奨励という意味から、このコースが奨

励されている。 

また、イランの教育の中心は科学技術系教育であるということがいえる。例えば、この教育

課程に関する図 3-3a から C までを見ても、社会科学に関するコースが取り上げられていない。 

宗教革命政府のもとで、社会科学系の教育にはデリケートな問題を抱えていることが理解で

きる。そこで、科学技術訓練に力が注がれ、科学技術教育さえすれば雇用機会が確保されるか

のような努力がなされている。しかし、イランの抱える労働問題の解決のためには、社会科学

的な思考法が不可欠であり、社会科学的な思考法を身につけた専門家の養成が不可欠である。 

各省庁で、数は少ないが諸外国で博士号の学位を取った優秀な人材が重要なポストに就い

てはいるが、それを支える職員のレベルで社会科学系の思考法を持った職員が不足している

ことは事実である。それが政策立案と実行との間の垂離の一因であるのかもしれない。 

また、人口増加政策をとられたときに生まれた子供たちが、大学入学時期に既に達してお

り、各大学で入学定員枠の拡大を図ってはいるものの、受験競争はますます激化していると

いう。 
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3． 労働法と社会保障制度 

(D 労働法 

労働法のありようは、労働市場の構造のみならず、企業の規模別構成や産業構造にまで大

きな影響を与える。労働法の内容は各国で異なっており、それゆえに、それぞれの国の労働

市場の構造に大きな差異を生みだす要因となっている。例えば、米国のそれに強く影響を受

けた労働法を制定したフィリピンでは、労働者は労働法の厚い保護を受けている。しかし保

護を享受できる近代的企業の労働者とインフオーマル・セクターの労働者との間に大きな格

差をもたらしてもいる。これに対してマレーシアでは、労働法の規定は緩やかであり、労働

組合の活動も制約を受けている。法定最低賃金も定められておらず、自由競争的な労働市場

が形成されている。そのために、賃金格差をベースとした産業の二重構造が形成されにくい

経済ともなっている。 

労働法の内容は、それぞれの国の政策担当者が抱く経済運営哲学が色濃く反映されること

になる。但し、またイラン経済の現況を考えるとき、イラン企業の国際競争力の形成と海外

直接投資の誘致が政策課題とならざるを得ない段階にイランはあるといえる。ハタミ政権が

経済面で外向きの戦略を指向していることには、そうした背景があるといえよう。とすれば、 

そうした政策課題の追求に関して労働法のあるべき内容は、労働者の保護を制約せざるを得

なくなることもあろう。こうした観点から、イランの労働法を検討していこう。またイラン

の労働法は諸々の社会保障制度とも深く関わりを持っていることから、必要に応じてイラン

の社会保障制度にもふれることにする 0 

イランの現行の労働法は、1990 年 H 月 20 日に、旧労働法（1958 年施行）にかわり成立

している。現行の労働法は 1979 年のイスラム革命の思想を背景としており、それはまるで

イスラム共同体（ウンマ）の実現を目指しているかのように、労働者の社会的権利を強く擁

護するものとなっている。労働法は 203 条をもち、以下の構成となっている％ 

第1章 一般的定義と原則 

第2章 雇用契約 

1節 雇用契約の定義とその締結に関わる基礎的条件 

2節 雇用契約のー時停止 

3節 雇用契約の解消 

4節 雇用契約解消に関わる保障と解雇手当の支払 

第3章 労働条件 

1節 報酬 

2節 労働時間 

3節 休日及び休暇 

4 節 女子の労働条件 
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5節 若年労働者の労働条件 

第4章 技術的保護と職業上の健康 

1節 一般的条項 

2節 労働監査 

第 5章 訓練と雇用 

1節 訓練生と訓練センター 

2節 雇用 

3節 外国市民の雇用 

第6章 労働者組織と雇用者組織 

第7章 団体交渉 

第 8章 労働者の厚生サービス 

第9章 争議の解決 

第10章 最高労働評議会 

第ii章 違反と罰則 

第12章 その他 

ここでは労働法のすべての条項を詳細に紹介することはせずに、イランの企業が国際競争

力を形成する、または外国企業を誘致する上で問題となると思われる労働条件と雇用調整に

限って議論したい。 

労働条件は、労働コストにかかわってくる。基本給は、最高労働評議会が毎年決定する法

定最低賃金により定められる。その決定にはイラン中央銀行の公表するインフレ率が考慮さ

れることになる。ここしばらくの最低賃金が表 3-2 に示されるが、高いインフレ率のために

過去5年で名目賃金は約 3倍にまで増加しているが、実質賃金に変化はない。 

表 3-2 法定最低賃金（リアル／月） 

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

最低名日賃金 68,010 89,820 116,820 159,999 207,210 

最低実質賃金 45,310 48,709 46,859 42,964 45,163 

消費者物価指数＊ 150.1 184.4 249.3 372.4 458.8 
* 1990/91=100 

出所: Economic Research Department, Central Bank of Iran, Annual Review(1996/97) 

労働コストは、イランでは、他に家族手当・食料手当・交通費そして Production-increase 

ボーナスや Profit ボーナスを含む。これらの諸手当は企業により異なるが、支給給与の 30へ 

40％に達することもある。日給や出来高給も採用可能であるが、金曜日・休日にも、過去1 

か月で見た平均1日当たり賃金を支払う必要がある。有給休暇も、年 I か月（4 日の金曜を

含む）が与えられる。その他の休日は、このlか月の休暇には含まれない。このように考え 
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るとき、イランの実質的な賃金率は、法定最低賃金よりも相当程度高い水準にあるといわざ

るを得ない。調査時点では、中卒の労働者で、月給は約 160~ 180ドルといえる。 

景気変動に関連して、雇用調整がどの程度まで可能となるかは、企業運営の重要なポイン

トとなる。労働法 11 条は、見習工制度を認めている。そして、彼らは事前通告なく解雇可

能であり、正規労働者に認められている補償も不要としている。但し、雇用者都合による解

雇の場合、契約した試用期間の賃金を支払わなくてはならない。賃金は、法定最低賃金率に

従う必要がある。そしてなによりも、試用期間は、未熟練工で 1か月、半熟練工で 2 か月そ

して熟練工でも 3 か月でしかない。 

例えば、フィリピンでは試用期間は 6 か月まで認められており、その賃金率は法定最低賃

金率の 75％でよい。また解雇も自由であり、解雇コストは不要となる。このことから、多く

の労働集約的産業（例えば縫製工場）では、多くの見習工を景気変動のバッファーとして雇

用している。これに対してイランの労働法のもとでは、雇用調整可能な見習工を抱えること

はできない。 

次に、解雇とレイオフについて見ていこう。雇用者都合による解雇の規定は労働法にはな

く、雇用契約の解消は労働者都合となる。但し、怠業による解雇は、Islamic Labour Council の

承認を条件として認められる。この際には、勤続年数に月給を乗じた額を解雇手当として支

払う必要がある（第 27 条）。レイオフも、第 30 条で認められている。但し、制度上は、解

雇やレイオフは可能であっても、現実には手続きが煩雑であり事実上は困難となっている。 

このようにイランの企業は、景気変動にしたがってその従業員規模を調整する術を持てな

いでいる。その結果、イランでは雇用調整は困難となることから、不況になったときには過

剰雇用により労働生産性が急速に落ち込むことになる。こうした現状は、イランの企業が国

際競争力をつける上でも、また外資企業を誘致する上でも、望ましいものとはいえないであ

ろう。あるイラン人企業家は、「イランの労働法は、まるで先進工業国のそれのようだ。イ

ランの現状にはそぐわない」 と述べている。聞き取りによれば、労働省などでは現行の労働

法の正当性を主張しており、これに対して経済計画財務省や中央銀行などは経済の開放化を

推し進めるためには労働法の改正が必要という認識を持っており、政府内部でも意見の対立

が見られるのが現状である。 

その他、労働法の規定で重要と思われる点を 2 つばかり説明しておく。労働法の対象は、 

「従業員 10 人以下の事業所は、労働法のいくつかの条項の適応を免れる。その具体的条項

については、最高労働評議会の規則に従う（第 191 条）」ことになる。この点に関して、経

済・財政省の高官は、「労働省は 10 人以下の事業所でも例外なく労働法を適用しようとして

いるが、自分達はもっと柔軟にすべきだと考えている」と語っている。 

次に、労働者の組織には、DGuild Society、 2)Islamic Council of the Workplace、そして 3) 

Workers Representative がある。Guild Society は革命前に形成されていた労働者組織であり、 

労働組合に相当する。これには大企業が企業別に組織したものと、中小企業が産業別（例え

ば、石鹸産業）に組織したものとがある。後者 2 つは、革命後にイスラム的性質を強く持つ

組織として形成されている。従業員 35 人以上の事業所ではIslamic Council of the Workplace 
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が、そして小規模な事業所では Workers Representative が組織されることになる。 Islamic 

Council は企業別に組織され、その上に州別、そしてさらに National Islamic Councilが上部団

体となっている。 

(2）社会保障制度 

イランの労働法は労働者の権利を、現在の経済の発展段階からすれば、過度と思えるほど

保護するものである。そしてこの労働法と制度的に対となるのがイランの社会保証制度であ

る。それは、従業員が一部を負担する醸出制度（contributory system）と非醸出制度に分けられ

る。そして対象により、様々な制度が整えられている。ここでは労働市場にかかわる社会保

証制度として酸出制度、その中でも中心となる社会保障機構（SSO: Social Security Organization) 

にふれる。 

SSO は、1952 年に成立しており、労働法が適応されるすべての労働者を強制保険によっ

て対象としている。現行の制度の法的バックボーンとなっているのは、1975 年に施行され

た社会保障法（Social Security Law）である。1977 年以降は、自営業者も加入可能となった。醸

出率は給与の 1976年 7 月以降は、給与の 30％である。負担割合は、労働者7%、雇用主20% 

そして政府が 3％となっている。但し、小規模事業所では醸出率は 21%（雇用主 13%、労働

者 5％そして政府3%）に抑えられている。また、 5人以下の事業所では雇用者負担は免除さ

れ、政府がその分を負担している。この率は、開発途上国ではきわめて高い水準にある（例

えば、タイでは 7％であり、3.5％ずつを労働者と雇用者が負担する）。特に雇用者負担の20% 

は、それだけ実勢の労働価格を引き上げる効果を持っており、前述した労働法と同様に、要

素価格を歪めることになる。いうまでもなく、このことは、失業が大きな社会問題となって

いるイランでは望ましい状態とはいえない。 

SSO の保障は、長期と短期に分けられる。まず、主要な短期保障を検討していこう。 

①疾病給付金 

業務上の疾病により休職を余儀なくされた労働者には疾病給付金が支払われる。 

給付金は扶養家族がいる場合は給与の 3舛であり、いない場合は 2/3 となる。給

付は、復職ないしは社会保障機構により障害者と認定されるまでなされる。後者

の場合は、前述の長期保障の対象となる。 

②出産手当 

出産の前後 12 週間にわたり、給与の 2/3 が支払われる。いうまでもなく、休職

を前提とする。 

③失業手当 

非自発的失業者には、給与の 55％が支払われる。もし扶養家族がいる場合には、 

4 人を上限として 1人当たり最低賃金の 10％が支払われる。期間については限

定はない。但し、労働者は給与の 3％を失業保険として支払わなくてはならない。 



長期保障の中心は、年金である。これは定年まで 10 年以上拠出金を支払った労働者を対

象に、男子で 60 歳、そして女子で 55 歳になると支給が開始される。但し、30 年以上の勤

続の者、あるいは劣悪な労働条件で 20 年以上勤務した労働者には、男子 50 歳、女子 45 歳

から支給がなされる。年金は、社会保障法第 77 条に従い、勤続年数に給与額の U30 を乗じ

た額となるが、但し、35/30 を上限としている。算出の基準となる給与額は、退職までの過

去2年における総給与額の 1/24 である。その他、障害補償と遺族年金（例えば、配偶者は

年金額の半分）もある。その受給者数の推移が、表 3-3 に示される。 

1995 年についていえば、社会補償機構の支出は歳入の 74.16％にとどまっており、財源は

比較的安定している。しかし、表に示されるように受給者の増加率は人口増加率よりもかな

り高くなっており、また、イランでは人口増加率の急速な減少が始まっており、今後、労働

人口構成の大幅な変化が待ちかまえていることを考えれば、この制度の維持が将来は困難と

なることが予想される。既に述べたように醸出率は既にかなり高い水準にあり、これをさら

に上昇させることは事実上困難であろう。また、海外との競争を余儀なくされる段階に入り

つつあるとき、実勢労働価格を高めるような政策は慎まなくてはならないであろう。 

表 3-3 長期社会保障給付金受給者数の推移 

退職者 障害者 遺族 合計 増加率（%) 

1984 82,562 35,976 224,207 342,745 6.45 

1985 87,454 38,878 238,651 364,983 6.49 

1986 95,228 42,238 258,103 395,669 8.41 

1987 102,966 45,250 281,759 429,975 8.67 

1988 115,324 48,093 308,407 471,824 9.73 

1989 141,920 50,897 337,395 530,212 12.37 

1990 158,754 53,005 353,103 564,862 6.54 

1991 170,455 55,981 383,316 609,752 7.95 

1992 198,522 58,728 413,912 671,162 10.07 

1993 241,499 62,452 461,479 765,430 14.04 

1994 267,527 64,766 501,509 833,802 8.93 

1995 290,831 66,684 538,235 895,750 7.43 

注 

1 イランの社会保障制度については、Nahid Eatezadpour, Social Security in the Islamic Republic of Iran, 

Social Security Institute, Teheran, 1997 に依拠している。 

2 Labour and Social Security Institute, Labour Law of the Islamic Republic of Iran, 1993 を利用 U Cい

る。 
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図 3-3a イランの教育制度 
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図 3-3b イランの教育制度 
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第 4章 労働・雇用の現状 

1． 労働力事情 

第 2 章で見たように、イランの近年の出生低下には驚異的なものがあるが、少し中長期的

視点で見ると、人口の増加は顕著なものが見られる。 

10 歳以上人口は 1976年の 23,002,000 人から、20年後の 1996年には 45,40 L 000 人へと 2 倍

に近い増加となっている。こうした人口増を背景に、経済活動人口も、同じ期間、9,798,000 

人から 16,027,000 人へと 6,229,000 人（63.5%）の増加である。 

これだけの人口増に一定の所得を保障するためには、国民経済のある程度の成長発展が必

要である。イランの国民 1人当たり国民所得の趨勢を見ると、1960年の 165 米ドルから 1970 

年の 366 米ドル、1990年の 2,100 米ドルへと後発国としてはそれなりの成果を上げてきた。 

東南アジアの奇蹟の成長テンポに比べると、水準ではともかく、成長率では後れをとってい

ることは否めない。 

パーレビー王朝時代から、イラン・イラク戦争、イラン革命と内外の状況変化の下で、必

ずしも順調な経済成長を維持することに成功したとはいえない。対米関係の緊張での経済制

裁、国際的孤立化などもあった。最近の経済計画による経済成長も、石油価格の低迷などで

達成不足は否定できないし、外資受け入れ不足、技術導入の低迷は覆いがたい。 

経済の停滞は労働力事情にも投影されている。表4-1 に見るように、経済活動人口の 63% 

増加の一方で、非経済活動人口は倍増以上となっており、マクロの労働力参加率は 1976 年

の 42.6％から 1996 年の 35.3％へと低下傾向である。また経済活動人口の中でも就業者の増

加（6,229,000 人 65.6％増）に比べ、失業者の増加も 459,000 人 46.1％増とかなり比例的であ

る。失業率として見れば、1976年の 10.2％から 1996 年 8.64％へと高水準横ばい的である。 

労働参加率はアジアの諸国では、おおむね共通して上昇傾向にあり、それも女性の社会的

進出による上昇が、高齢化による低下を相殺して、なおプラスに働いている。しかしながら、 

イランの場合、女性の参加率は 1976 年の 12.9％から 1996 年の 9.1％へと各国に比べて低い

ことと、低下傾向とから特殊な状況を呈しているのである。宗教、意識、産業事情など検討 
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すべき条件は多いが、経済情勢も無視し得ないものがあろう。 

失業率は公式統計上は 10％前後ということになっているが、1960 年代以降、長期的に、 

求人倍率が I を下回る労働力供給過剰基調が続いていること、非経済活動人口の層が厚い

ことなどから推して、不完全就業者が多く、実態的にはこの 10％をかなり上回る失業者の

存在が予想されるのである。民間研究者の指摘によれば、公式失業者に倍する実質的な失業

者の存在も全く無視しうるものではないとされている。 

以下、失業に関して、いくつかの側面から、その特徴を見ていくことにしよう。 

まず、職業別の状況であるが、前職別に失業者数を見ると、多いのは工業労働者で 98,337 

人、ついで単純労働者7L678 入である。両者の失業者総数に占める比率はそれぞれ 25.9%.. 

18.8％である。この比率を就業者総数に占める両者の比率はそれぞれ 2O.2%。 13.3％を 5 ポ

イントと上回っている。この反対に、技術労働者、ェキスパートなどでは失業者の比率は就

業者の比率を下回っている。 

つまり、技術レベルの差が、失業の程度に端的に反映しており、雇用の安定のために技術

の習得が必要であることを示しているのである。 

次に、年齢別に失業状況を見ると、最近年の状態では、失業率は 巧-19 歳で 23,6%、 20 

~24歳で 16.2％と若年層でかなり高いことが注目される。また、男女別に見ると、男子 8.5% 

に対し、女子で 13.1％と高いことである。国営企業が多く、中高年齢層の雇用安定が優先さ

れている中で、若年層の採用が円滑に進まないといった事情も反映していようし、若年層が

指向する高度技術の領域で労働節約的傾向が強く、大量の採用が見られないことなども影響

していよう。後述するように職業訓練センターの訓練終了者に関しても若年層では求職者の

就職率は順調に高まらないという指摘もある。 

これら失業率の高い若年層の状況を地域別に見ると、平均の失業率が農村部より低い都市

部で逆に高いことが注目される。一般的に都市部では産業、企業の進出が農村部よりも良好

な状態にあることが予想されるが、そうした中で、20-24 歳の失業率を比較してみると農

村部の 16.9％に対し、都市部では 18.8％とかなり上回っている。普通教育、職業訓練とも都

市部の方が優位にあるわけだから、こうした状況は都市部における優良労働力供給の過剰に

よるミスマッチと見るべきであろうか。 

失業状態に関して、もう 1つ指摘しておかなければならないのは、失業の長期化というこ

とである。失業期間が 13 か月以上に及ぶ長期失業者の全失業者に占める比率は、49.7％と

高く 25 か月以上に限っても 36.5％と高い。失業者の約半数が長期失業者であるということ

であり、いわゆる構造的失業の性格が強いといえる。これを年齢別に見ると全体として失業

率の高い 20~ 24 歳層で 13 か月以上の長期失業は 47.6%.. 25~29 歳で 54.6％とかなり高い 

（表4-2)。 

他方、60 歳以上の高齢者について見ると、13 か月以上の長期失業者は 64％と高い、高学

歴者の多い若年層と高齢者層で長期失業者が多い理由はそれぞれ違っている。前者は高級技

能レベルの供給者の過剰であって適職のサーチに時間をかける傾向が強いこと、後者は社会

保障の整備不足の下で、社会的引退が円滑でないといった理由である。 
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高齢者の失業とかかわりの深い社会的引退の状況を見ると、公的年金受給者のうちの引退

者は 1990 年の 158,000 人から 1995 年の 290,000 人へと 5 年間に実に 84％の増加である。な

お、年金給付額は現職時の賃金俸給の 30分の 1×加入年数（35 年打切り）となっているが、 

年金制度の歴史的経過から見てフル年金者は多くなく、引退する高齢者が年金のみに依存で

きないため、求職するものが多いことなどが指摘できる（表4-3)0 

次に労働力事情を就業構造の諸側面から見ていくことにしよう。 

まず、就業構造を就業形態（従業上の地位）から見ると、工業化、近代化に対応した雇用

者化が進んでいるかどうかということである。イランは、現状なお、基本的には農業国であ

り、民間雇用者の比率は低い、表 4-5 のように、全就業者の中の比率は 22.7%、民間部門で 

33.3％であり、公的部門をすべて雇用者としてカウントしても、雇用者率は 51.6％と辛うじ

て過半数である。先進工業国では、この雇用者比率は殆んど 80％を超え、発展途上国でも

近代化、工業化が進んでいる国では 60-70％と高い。 

次に産業構造の変化を端的に反映した産業別就業者構成を見てみよう。表 4-6 のように、 

イランは基本的には農業国であるとはいえ、工業化や都市化によるサービス経済化の影響で

農業の構成比は中長期的には低下し、他方、工業、商業の比率は高まっている。農業の比率

は約 10 年間に 3 ポイント弱の低下、工業のそれは 5 ポイント強、商業は 4 ポイント強の上

昇である。 

1990 年代に入ってからの新雇用機会は L476,000 人であるが、増加寄与率はそれぞれ農業 

10.3%、工業 58.1%、サービス業 31.6％でさすがに工業中心の雇用増加の局面に入ってきて

いることが分かる。しかし、農業の減少、工業の増加という純粋の農工転換には達せず、農

業もまだ増加を続けているのである。 

なお、近年の状況を都市部、農村部別、さらに男女別などを加味して吟味した産業別特徴

を見ると以下のようである。表4-7 に見るように、農業はその 78％が農村部に集中しており、 

反対に工業は 67％が都市部に集中している。その他の産業についても都市部への集中度は

高い方から見て衛生医療（84%)、金融業（94%)、不動産（87%)、電気ガス水道（8l%)、 

商業（86%）などとなっており、産業全体としても都市部への集中度は 60％で人口の都市

部比率を上回っている。就業機会、とりわけ優良な機会は都市部であることは否定できない。 

人口比率に比較的近い産業としては建設業（63%)、家事サービス業（Regular household hiring 

service 46%）程度である。 

次に男女別の特徴を見ると、男子の比率は都市部で 88%、農村部で 87％と大差ないが、 

農業に関しては都市部で 95％と高いのに対し、農村部では 90％と若干低い。農業労働に関

しては農村部では若干ながら進出しやすい条件にあるといえよう。 

都市部に多い製造業に関しては、男子の比率は都市部で 89％と高いのに対し、農村部で

は 55％と低い。繊維産業、食品加工産業などが農村部に比較的多く分布していることを反

映したものといえよう。 

都市部と農村部との間の産業発展の条件差就業機会の差が需給のミスマッチとして構造失

業の要因になっていることは見てきたところである。こうした状況を打開する人的資源の有 
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効配分の可能性は如何であろうか、就業のための地域移動は産業化、都市化を促進すること

は否定できない。近年のイランでも、こうした事情は共通しているはずである。必ずしも就

業者に限定されないが、人口移動、特に都市部、農村部門の状況を見ることにしよう。 

最近の 10 年間 1986 年から 1996 年の間に、住所を変更したものとして見ると人ロセンサ

スによれば、8,718,000 人のうち、同一県内での都市間移動は約 2,307,000 人（26.4%)、他県

への移動約 2,940,000 人（33.6%)、海外移住約 238,000 人（2.9%）となっており、移動率

として見れば必ずしも少なくないといえよう。 

これを都市部、農村部という視野に限定して見ると、移動の約半分は都市間移動であるが、 

農村から都市への移動は、都市から農村への移動を上回る 21.7％であった。結果としての都

市部の純移動増は 4 ％となった。もちろん、これには若年者学生、高齢者も含まれている

が、中心は経済活動人口である。 

なお、これを男女別に見ると、全体としての移動率は男子の方が高いが、農村→都市の移

動数に限ると男子では約 296,000 人（19フ％）、女子約 228,000 人（20,9%）となっており、 

数では男子が上回るとはいえ、移動率としては女子の方が上回っている。一般的には男子の

方が移動性間は高いが、農村から都市への移動の面では女子の方に強い傾向が見られるのは

注目されよう。これは、都市にサービス産業が発展して、女子の就業機会が増加しているこ

とを示唆するものである（表4-7)0 

次に産業別状況の中で、製造業の中での小分類の状況について見よう。 

製造業2,552,000 人の中、就業者数の多い順からあげていくと、板金（Metal fabric production 

other than machinery) 247,000 人、木材木製品 109,000 人、繊維 848 ,000 人、衣料 168,000 人、 

非金属鉱物製品 183,000 人、食品加工 310,000 人となっており、これら上位 5 業種で製造業

の 67％を占めている。これら業種以外で、単独に 10万人を超えるものはない。 

また、主要 5 業種にわたり共通した特徴として指摘できるのは、個人業主や家族従業者 

(Unpaid Family Worker）が多いことである。これら 5 業種全体として見ると、その比率は 

43％で、全業種の平均比率 34％を大きく上回っており、零細小企業を抱えている業種であ

るといえる。中でも個人業主、家族従業者の比率の高いのは繊維で、実に 60％にも達する。 

伝統的な、かつ労働集約産業の代表である繊琶を含む繊維産業の特徴と見ることができる。 

しかし、同じ繊維の関係でも衣服縫製になると、既に工場生産に移行していることもあっ

てこの比率は 41％とかなり低くなる。木材木製品や食品加工業もほぼ似た状況になってい

る。 

産業分類とは若干異質な視点とはなるが、イランの就業者の状態を示す分類として、以上

見てきた民間部門に対して公的部門、共同組合部門があるので、少しこれにふれておくこと

にする。 

公的部門は民間部門も併せた全国全産業の就業者の構成比では 29％と高く、東南アジア

諸国とは大きく異なっている。これは、いうまでもなくイラン革命後、産業の国有化などの

政策が採用されたことによるものである。この公的部門の中の産業構成比を見ると、大きな

順に、5 万人を超えるものとしては、製造業 523,000 人、鉱業 96,000 人、電気ガス水道 85,000 
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人、卸商業70,000 人、繊維 79,000 人、石油天然ガス採掘 70,000 人、建設 62,000 人、農業 55,000 

人などとなっており、多数の産業で国営企業が活躍していることが分かる。このうち、戦略

的重点産業として石油、繊維などが国有化されているのは理解できる。また、卸売業には修

理、燃料などが含まれている特殊事情も認められるところである。 

また、就業者的としては少ないが、全国で見てシェアが高い、ほぽ独占事業として実施さ

れているタバコなども見られるし、第 I次金属（Basic Metal）のように準独占的な事業も見

られる。機械工業（Manufacturing machinery and Equipment）などもかなり高い占有率（54%) 

を占めているほか、自動車の国有率も 5 割を超えている。 

国営企業の民営化は効率重視の視点から進められつつあるが、ここで、従来の傾向に若干

ふれておくことにしよう。 

全国の就業者は全体としては 1956年の 5,908,000 人から 1991年の 13,097,000 人へと約 2.5 

倍の増加で、民間部門の増加はこの間 1.6 倍と増加率は低い。しかしながら、1970 年代に

入って加速した公的部門は 60 年代も 70 年代も倍増して、80 年代に入って増加テンポは鈍

ったものの、就業者数は 1991年には 4,346 ,000 人となり、30 年余で 10 倍弱、最近の 10 年

に限っても 2 倍弱と増加してきていたのである。増加してきた国営企業の国民経済に及ぼし

た影響、特に雇用創出への寄与は小さいものではなかった。しかし今後は、反対に合理化の

雇用面でのマイナス効果も無視できないところに達到しているのである。 

協同組合部門の就業者数は 56,000 人と公的部門に比べてもきわめて少ないが、特殊な事

情を持っているので若干の説明をしておくことにする。 

独立の省（Ministry of Cooperative）が担当している戦略的部門で、組合数は 48,000 で、個

人加盟の組合数は L500 万人、経済活動の規模は対 GNP 比 20％となっている。活動分野と

しては農業を中心に、漁業、森林業などとなっている。しかし、就業者の産業別分野に見ら

れるように、関連する産業は農業漁業の他、製造業（繊維、食品加工、金属加工など）やプ

ランテーション、建設業、卸小売業運輸など多彩である。これらは協同組合の活動事業関連

の就業者であるが、近年、政府の融資で事業拡大し、年々新規雇用は 2,000~ 3,000 人とな

っていて小規模ながらも雇用創出にも寄与している。イスラムの協同組合の理念は、社会平

等、低所得者支援で、現在の個々の組合の小規模を脱却して 500 人以上の大規模化を目指

している。規模で見て、比較的大きなものはイランの特産物であるピスタチオの組合で加盟

組合員は 7 万人である。 

しかし、他方、財政赤字の組合が 48,000 組合中 4,000 組合あり、このうちの半分はイラ

ン・イラク戦争被害地域のもので、再生可能な組合に対する支援を続けている。 

就業者の産業別構成の変化は、産業構造の変化に伴う労働力の総力、条件などを反映する

が、こうした労働力の質をより端的に反映するのは職業別構成である。全体では就業者総数 

14,572,000 人のうち最多な職業は農業関連専門職で 3,043,000 人（21%）である。ついで多

いのは近代工業分野の技術者で 2,942,000 人、これに機械運搬工が 1,303,000 人で両者併せる

と農業関連専門職を上回る。 

次に高度技術者に着目するとエキスパートとテクニシャンである。それぞれ L263,000 人、 
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457,000 人いる。前者には女子の多いことなどを考慮すると医療関係者、教師などが入るわ

けで、他に、テクニシャンは男子が圧倒的に多いことから工業関連の技師なども含まれると

考えていい。管理職など高度技師者もテクニシャンを上回る程度に多くなっている。これら

の分類は国際分類、日本の職業分類と若千の差異はあるが、ある程度の技術度の区分として、 

イランの労働力の配分状態などを知ることができる。 

これら高度技術者の地域的分布を見ると、圧倒的に都市部であり、農村部は就業者の総数

では都市部の 65％に相当するが、高度技術者に限れば 11％とかなりの差が見られる。 

また、男子、女子別に見ると、産業労働力の質を考慮しても、なお、高度技術者の分布は

かなりの差があり、女子のみについて都市部、農村部で比較してみると都市部ではエキパー 

トなど高度技術者が過半を占める一方、農村部では農学専門職、工業労務者が大部分を占め

るという対称的な様相を見ることができる。イランの女子の社会的進出といっても地域特性

は明らかである。 

イランの女子の労働参加率は非常に低い。しかし、ここで見たような移動との関連で見る

と、女子の社会的進出の可能性も決して少なくないわけである。農村部における農業、都市

部の繊維産業など技術水準の低い分野での女子の就業機会は従来からも高く、現に就業者に

占める女子の比率も相対的には高かったのである。 

しかしながら、最近における女子労働力の状況を見ると、変化は速度を早めているといえ

よう。 センサスデータによると、成人労働力に占める女子の比率は 1970 年の 18％から 1995 

年には 24％へとかなり高まっている。これを産業別に見ると、1970 年と 1990 年の間に農業

では 48％から 32％へと大きく低下し、製造業でも 27％から 25％へとわずかながらも低下し

ているのに対し、サービス産業では 25％から 43％へと大きく上昇している。このサービス

産業における女子の比率の上昇は、先に見た女子の農村→都市の移動とも整合的である。 

女子の就業者の比率を各分野について見ると、最高は教師、テクニシャンの 33% (1992 

へ 1996 年）である。テクニシャンには医療従事者が含まれているが、教師には初等教育者

に限られないランクも含まれている。その他、比率はかなり低下するが、商業、サービスの 

7%、書記 5%、行政官、管理職 4 ％などとなっている。さらに、政府部門への進出であ

るが、これはかなり低く、補助行政職（Sub-administrative) で 1995 年で 1％にとどまってお

り、行政職では 0%、政府部門全体としては 0 ％という状況になっている。 

大卒の 80％は公的部門に就職しているという資料もあるが、ここでは未だ、女子に門戸

が完全に解放されたとはいえないのが実情であるといえよう。 

職業の視点から労働力の質的側面にふれてきたが労働力の質に関して、重要な側面として

年齢の問題がある。経験習熟的な職業ではー定の年齢に達することが必要条件となるが、近

代的産業分野における職業では、知識が技術よりも重要な条件となるわけである。詳細は教

育の項でふれているが、高度教育への進学率は、男子で 1986 年の 1.9％から 1991年 4.0%. 

1996 年 5.6％と上昇し、また女子でも同じ期間に 1.2％から 4.3％へとかなりのテンポで上昇

してきている。 

教育期間中は非経済活動人口として、就業化しないが、学齢期が終了すると良質な就業者 
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として登場することになる。その際、近代的分野へ傾斜した就業化の傾向は明らかである。 

これを農業と工業の対比で見ると、就業者は全体としては農業が工業を上回っている状況の

中で、表4-8 に見られるように若年層の 19歳以下では工業が農業を 10％程度上回り、20~ 29 

歳層では 26％も上回る。農業が工業を上回るのは 40 歳代以降である。若年層の進出が産業

構造の変化を促進しているのを見ることができる。 

さらに細い職業分野として、R&D 、コンピュータ関連に限って見ると、15 歳以上 39 歳

以下の若年層の比率は、前者で 86%、後者で 78％と、工業の平均 63％を大きく上回ってい 
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2． 企業調査の集計と分析 

テヘラン州で、 3つの製造工場（AB'C 社）の聞き取り調査を行なった。A 社と B 社はも

ともと国営の大規模企業ではあるが、株式の公開をしており、半官半民となっている。また 

C 社は、従業員 10 人強の零細企業である。また聞き取りと併行して、従業員への質問票に

基づく聞き取り調査も行なった。A 社と B 社から、それぞれ 81 と 73 の回答が得られた。C 

社からも 13 の回答が得られているが、これはサンプルサイズからして参照にとどめること

にする。 

回答者の代表的属性が表 4..9 にまとめられている。この中で、学歴の差には注目しておく

必要がある。高卒以上を高学歴とすれば、高学歴者比率は自動車製造企業で 61.6％と最も高

く、家電企業では 42.2％となっている。この差は両者で要請される技術格差によるものと考

えられ、そのことが後述するように、労働者の意識に差異を与えている。ところで C 社は産

業機械の製造を行なっており、技術的にいえば高学歴が必要とされるであろうが、現実には、 

高学歴者比率は 15.4％でしかない。月額基本給の格差をも考えあわせれば、企業規模別と学

歴との関連において二重構造の存在が浮かび上がる。 

表 4-9 回答者の属性 

年齢 勤続年数 男子比率 月額基本（1000 リア)り 
自動車製造企業 32.4 (7.5) 7.3 (7.3) 88.9% 612.2 (256.5) 
家庭電器企業 42.6 (7.8) 18,9 (6.4) 89.6% 572.3 (223.5) 
零細企業 31.8 (6.3) 5.3 (5.9) 92.3% 376.2 (51.9) 
平均 36.7 (9.1) 11.6 (8.9) 89.4% 571.0 (236.7) 
注）かっこ内は標準偏差。 

婚姻関係 

独身 既婚 離婚・死別 別居 合計 
自動車製造企業 18.8 (15) 81.3 (65) 0.0 (0) 0.0(0) 100% (80) 
家庭電器企業 2.8 (2) 94.4 (67) 1.4 (1) 1.4 (1) 100% (71) 
零細企業 7.7 (1) 92.3 (12) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 11.0 (18) 87.8 (144) の
  

の
  

100% (164) 
注）かっ 内はサンプル数。以下、同様。 

学歴（本人） 

教育なし 小学校 中学校 高校 職業学校 大学 大学院 合計 

自動車製造企業 2.6 (2) 14.1 (11) 21.8 (17) 37.2 (29) 1280の 10.3 (8) 1.3 (1) 100% (78) 

家庭電器企業 2.8 (2) 42.3 (30) 12.7 (9) 31.0 (22) 7.0 	(5) 4.2 (3) 0.0 (0) 100% (71) 

零細企業 00 (0) 76.9 (10) 77 (I) 1S4 (2) 0
 
n
 

‘、
 
0
 

、

一
  

00 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 2.5 (4) 31.5 (51) 16.7 (27) 32.7 (53) 9,3（巧） 6.801) (1) 100% (162) 



教育水準 （配偶者） 

教育なし 小学校 中学校 高校 職業学校 大学 大学院 合計 

自動車製造企業 5.1 (3) 13.6 (8)  20.3 (12) 37.3 (22) 10.2 (6)  11.9 (7) 1.7 (1) 100% (59) 

家庭電器企業 3.4 (2) 31.0 (18) 15.5 (9)  44.8 (26) 1.7 (1) 3.4 (2) 0,0 (0) 100% (58) 

零細企業 9.1 (I) 72.7 (8) 0.0 (0) 9.1 (1) 0.0 (0) 9.1 (1) 0.0 (0) 100% (11) 

平均 4.9 （の 26.2 (32) 16.4 (20) 37.7 (46) 5.7 (7)  8.2 (10)  0.0 (0) 100% (122) 

また学歴に関していえば、零細企業では配偶者も低学歴（81.8%）にとどまっているのに対

して、2 つの大企業では配偶者も高学歴（61.1％と 49.9%）となっている。それも労働者の高学

歴比率の高い自動車製造企業で、配偶者の高学歴比率が高くなっている。家計を単位として

学歴を媒介とする労働市場の二重構造が、製造業の規模別二重構造に重なっていることがう

かがえよう。 

(D 工場の労務管理 

① 自動車組立工場A社 

1966 年に設立されたこの A 工場は、当初は米国のジープの組立生産を行なっていた。そ

の後、1970 年には GM との合弁企業となったが、革命により合弁は解消された。以降、ス

ペインから部品を輸入してジープやランドローバーの組立をし、1986 年には日産と技術提

携をしている。現在、ジープについては付加価値タームで 50％が国産化されている。日産と

技術提携した4WD については、4 ドアで 35%、そして 2 ドアで 60％が国産化されている。 

但し、エンジンは三菱やインドのマヒンドラ製を使っている。 

従業員は、2300 人である。学歴で見た内訳は、小卒 825 人（年輩の従業員）・高卒 1,100 

人・工業専門学校 102 人・学部卒 201 人、そして大卒 31 人となっている。現在のところ、 

採用に際しての必要最低学歴は高卒または専門学校卒となっている。採用は、労働省の職業

紹介所を通じてなされる。彼らは、3 か月の見習工（労働法の規定に従う）を経て、採用と

なる。但し、この期間で、5へ40％は技能と職務態度において不適性とみなされて、採用が

拒否される。労働時間は、1シフトに4時間の残業が加わる。現場労働者での離職は、現在

の経済状態もあり、ほとんど見られないという。但し、エンジニアなどでは離職率は年 2% 

程度である。 

製造部門に限って職階を説明すると、約 L000 人の職工が 5~6 人の班を構成しており、 

班長（sarkaりが責任者となる。そして 5 P6 班を職長（foreman) が管理する。班長の職務は職工

の労働規律の管理に限られ、技術指導や作業効率の管理はしない。標準作業時間（タクトタ

イム）は工業ェンジニアリング部が決定しており、職工から提案（改善）システムなどによ

るボトムアップ形式の作業時間の短縮は制度化されていない。 

労働誘因制度には、一般に、長期誘因となる昇進と短期誘因となる報酬がある。A 工場の

製造工程における上部職位への人員補充は、内部昇進で賄われる。班長は全員が職工からの 



内部昇進であり、また職長も 95％が内部から賄われている。職工の昇進の天井は職長までで

あり、それ以上の職位は別の市場から調達される。また、職工にもランクがある。例えば、 

溶接工は 5ランクあり、1ランクの昇進には 3-5 年ほど必要だという。但し、ランクのト

ップの基本給はボトムのそれの 30％増程度でしかなく、給与格差は大きくはない。昇進の基

準は、後にも述べるように、労働者の技能を主たる基準とする。職工の評価は班長が毎月 12 

項目について 1~5 点で採点する。評価項目の 8 割が技能、そして2割が労務規律にかかわ

るものである。また、班長は職長により 17 項目で評価される。評価は労働意欲を喚起する

ために、労働者に報告される。評価についての苦情も受け入れているが、昨年は 3件ほどあ

っただけという。短期の労働誘因については、生産ボーナスなどがあるが、これは従業員に

ほぼ平等に支払われるものであり、個人の労働誘因を高める効果は高くないと思われる。む

しろ、昇進による給与の増加が労働誘因制度の中心となっている。しかしこれは自動車製造

という作業工程の特質を考えれば当然であり、各国の自動車製造業でも同様の労働誘因メカ

ニズムが採用されている。 

労働者の技術形成は、労働省の行なう移動訓練制度に依存している。期間は 3 か月コース・ 

6 か月コースなどがあり、週 2-3 回程度の講習がなされ、研修後には修了証が渡される。 

この修了証に基づいて昇進がなされるが、この修了証は他の事業所でも有効とみなされる。 

このように、班はトョタ的な QCサークルとしては機能しておらず、労働者の技能形成は OJT 

ではなく OFF-JT によりなされている。なお、こうした労務管理形態は GM との合弁時代に

形成されたという。なお、昇進に労働省が介入していることには留意すべきである。労働法

第 48 と 49 条によれば、「労働搾取を防ぐために、労働省は全国レベルでの職務基準と職場

の一般的慣行にしたがい、職務区分・評価計画（Job Classification and assessment Scheme）を策

定し実行する」、そして「賃金に関して職場と労働市場との適切な関係を構築し、またそれ

ぞれの職場における各々の職務内容を明確にするために、労働省の承認を受けて、雇用者は

企業の職務区分委員会との協力のもと、職務区分計画を策定せねばならない」。また、「この

計画でなされる従業員の職務能力は、労働省の確認を必要とする」 としている。これは自由

主義経済では経営者の裁量に任される労務管理戦略に、イランでは政府が介入していること

を意味する。 

次に紹介する経営者との議論は、イラン企業における技能術形成の現状を理解する上で示

唆的である。日本の自動車製造業における QC サークル内における OJTを説明したところ、 

経営者は OFF~JT による技術教育がなければ技能形成は不可能であり、また OJT では昇進の

判定となる技能形成もできないのではと主張した。そこで、わが国の小集団活動では、労働

者個々人の技能というよりも、グループ・メンバーの作業を重複させることによりラインの

効率的流れを実現するという組織の効率的運営が重要な技術となることを説明したが、これ

も理解不能であった。 

この逸話から、A 工場における技能の意味をうかがい知ることができる。A 工場の経営者

にとって、技能とは個人に体化される（個人が身につける）べきものであり、例えばトョタ

方式として知られるような、製造現場の効率的運営を重視する小集団における技能ではない。 



そのために、OJT ではなく労働省の訓練センターによる OFF-JT が強調されることになる。 

このことは、A 工場の班は班長による職工の監督に主眼がおかれて構成されており、OJT に

よる技能形成や標準作業時間の短縮の役割を負わされていない事実と対応している。日産へ

の海外研修も個人的技能の習得を日的としたエンジニアに限られており、職工が研修に行く

ことはない。技能形成が労働省の職業訓練センターによりなされることについて、「労働省

の技術訓練センターの講師が技術的にトップであり、その指導なしには現場の技能形成はま

まならない」という回答があった。このことは、工場が自律的に技術を作り出す能力に未だ

欠けていることを暗示している。 

しかし、といって A 工場の労務管理がイランの環境にあって非効率的となっている訳で

はない。保護関税により国際競争を免れており、また生産される車種も限られている現状で

は、組織運営の効率を求める誘因が強くはならないのは当然である。また、職務区分とその

区分における賃金水準そして技能形成に至るまで労働省の介入がなされている現状では、企

業にとっての労務管理政策の自由度が低くなっていることも指摘されるべきであろう。 

といって、こうした環境では経営者の経営努力の余地がないという訳でもない。次の事例

は、この点について、A工場とは対照的といえる。 

② 電機工場B社 

1963 年に設立されたこの工場は、ドイツの企業を中心に部品供給を受けて CKD を行なっ

ている。テレビは、年間70万台を製造しており、国内シェアの半分を占めている。その他、 

コンピュータ・モニタを年間 10万台、カセットデッキを年間 50万台製造している。製品は、 

アフリカと C's にわずかであるが、輸出されている。この企業は、1998 年に、テヘラン外I 

で最も効率的企業であるとして労働省と工業省から表彰を受けている。この制度は当該年度

から発足しているが、このことは政府も雇用確保よりは生産効率を重視するという姿勢へと

政策転換の兆しを見せ始めたものとして注目される。 

採用方法と必要最低学歴は、A 社のそれと同じである。やはり 3 か月の試用期間を経てほ

とんどが採用となる。欠勤率は少ないが、欠勤に対しては労働者の1％ほどを代替要員（reserve 

worker) として充てている。労賃が高い経済では欠勤に対処するために多能工化を図ることが

多いが、資本コストの方が労賃よりも相対的に高い開発途上国経済では代替要員を確保して

いるケースが多い。従業員は近郊からの自宅通勤であり、120 台のバスと契約して、通勤の

便を図っている。 

従業員の質に関しては、経営者は「原材料としての従業員の質には問題はない。特にエン

ジニアについては良質な労働者が確保できる。問題があるとすれば、彼らを工場で如何に訓

練するかだ」と述べている。本書報告書の教育に関する部分でも述べてあるように、イラン

の教育制度は同レベルの発展段階にある諸国と比較しても、相当に整っている。特に大学教

育の中心は理工系であり、技術者の供給に特に問題はないようである。 

この工場は、それまで 3,000 人いた従業員を 1995 年には 1,400 人に削減している。削減の

理由について経営者は、Dそれまで手作業に頼っていたテレビの基板製造をオートメーショ 



ン化したこと、2）白黒テレビの生産を停止したこと、そして 3）革命後に政府の介入が強くな

り、生産性や利潤よりも雇用確保を重視する政策が続いたために過剰雇用が発生していたこ

と、をあげている。人員削減に際しては、月給に勤続年数の 3 倍を乗じた退職補償金を支払

い希望退職を募ったために、特に混乱はなかったという。こうした事態については労働法に

明確な規定はないが、労働者の身障的問題により雇用契約の解消がなされるときには月給 

(two monthsI wages と記されているだけで、基本給か諸々の給付金を含んだ額かは不明）に

勤続年数の2倍を乗じた額を支払うという第 32 条を基準として、それに上乗せをしたもの

と考えられる。例えば、20 年勤続の労働者は、月給 60 か月分の退職手当を支給されたこと

になる。しかしこのことは、現行の労働法のもとでは企業にとって解雇費用が膨大な額とな

り、雇用調整が容易ではないことを意味している。なお、社会保障制度による退職金は別途

支払われる（労働法第31条）。 

経営者は、イランではレイ・オフが事実上不可能であるとも述べている。そこで、景気変

動に対応した雇用調整を行なうために、人員削減後に、この企業は 2 つの人材派遣会社から

計 600 人の労働者を受け入れている。すなわち、製造工程労働者の 30％弱を雇用調整可能な

フローの労働者とした。派遣社員については、労務管理は当該企業の責任となるが、給与は

人材派遣会社に支払われる。人員削減が必要なときには、1 か月前に通告をすればよい。こ

のように B 社では景気変動に対する対策を講じており、A 社とは対照を見せている。労務管

理にまで政府介入がなされることや市場競争から保護されていることなどが、イランの企業

経営の硬直化を招いているといわれる。しかし、B 社のように効率の追求を指向し始めた企

業が現れていることは特記されてしかるべきであろう。そして正規雇用労働者については雇

用調整が制度的に困難な現状では、また失業率が高くなっていることも踏まえれば、イラン

でも B 社が採用しているように、人材派遣会社を利用したフレキシブルな雇用形態（縁辺労

働市場）が今後広がってくる可能性がある。 

製造工程に限って、B 社の労務管理を検討していこう。職長 30 人、班長 50 人そして職工

は正規が 1280 人と契約社員 600 人が現場の構成である。1 つのラインに1人の班長、そし

て 3 つのラインに1人の職長がいる。昇進については、製造部長までのほとんど全員が内部

昇進で賄われている。昇進には技能が重要な基準となることは A 社と同じであるが、B社で

は 3 年前に自前で訓練センターを作り、職務区分や職務内容についてもこの訓練センターと

管理部が決めている。ここにも、政府の管理から自立しようとする傾向が見られる。職長の

基本給は職工の 3倍程度であるが、諸々の手当も含めると差はもっと小さくなる。それでも、 

昇進は労働誘因を喚起するだけの給与格差を持っていると考えられる。また、製造部長が 15 

人いるが、彼らは管理職となる。製造部門では 40％が女性であり、既婚が多い。イスラム圏

では宗教的理由により女性の労働力率がきわめて低くなる傾向があるが、少なくともこの工

場では女性の社会進出を見ることができる。 

昇進の他に、生産ボーナスと品質管理ボーナスも労働誘因（短期）がある。前者について

は、工場内にランプによる生産台数の掲示があり、目標を超えた場合にボーナスが従業員に

毎月支払われる。また品質管理ボーナスは、ミスの少なかった労働者個人に毎月支払われる。 

- 85 - 



但し、製造技術からして出来高制は採用されていない。 

A 社と比較して、B 社は生産効率を高める経営努力を試みている。改善制度についても導

入したいという意欲を経営者は表明している。但し、QC サークルは 3 つしかない。作業時

間も工業ェンジニアリング部門が決めており、この部門が決めた標準時間を導入後 3 週間程

度で、再度調整して、その後は変更しないという。小集団活動を利用した標準作業時間の短

縮や多能工化によるラインの効率的管理という段階には、未だ達していない。またこの工場

では、例えば 1998 年に始まった「女性の日」を定めての運動会や年 400 人程度について社

員旅行を行うといったように、労働者の会社に対するコミットメントを高める試みがなされ

ている。 

③ 工業用機械製造の小企業C社 

この企業は 1980 年に設立され、ギアボックスを製造していた。その後、作成した工業用

機械（旋盤）が 1993 年に展示会で3位に入ったのを契機に、ギアポックス製造を別の場所

に移して、テヘランの工場で工業用機械の製造を開始した。現在、従業員は、専門学校卒業

の技術者 3 人、中卒 8 人、そして小卒 2人の合計 13 人である。前述の 2つの大企業と比べ

て、低学歴の労働者となっている。設計と技術指導については、大卒の専門家に短期契約で

仕事をしてもらっている。 

採用は、同業他社の紹介によっている。募集をすれば応募者はたくさん来るが、適切な技

能を持った者がいない。そのため選抜に 2-3 か月必要となることもあるという。離職につ

いては、過去5年間でゼロである。2-3年働けば持ち家（I 00m2の家で 8,000 万リアル程度） 

が建てられる程度の給与を支払っている。自宅購入に際しては、工場が価格の 2/3 を融資し

ており、現在9人が融資を受けている。 

月給は、基本給部分で、中卒が 38 万リアル、技術者が 65 万リアルであり、これに諸々の

手当がつくと、それぞれ 60 万と 100 万リアル程度になる。なお、法定最低賃金は、月額で 

31 万リアルである。昇給については、経営者が技能と勤続年数を考慮して決めている。ま

た、現場の年長者が評価して、毎月 2 人ほど生産性の高い労働者に手当を出している。また

ボーナスも 2か月分が支払われる。 

従業員のモラルを高めるためにどのような対策をとっているかという質問に対して、物質

的な報酬では限りがあるので、冠婚葬祭には必ず出席するなどして従業員のコミットメント

を高めるようにしているとのことであった。どの社会でも同じであるが、小規模企業では人

間関係を密にした労務管理が行なわれることになる。 

また、時間を守らない、そして機械の取り扱いが乱暴という理由で、過去5年に 2 人解雇

した経験がある。その際、給与に勤続年数の2倍を乗じた解雇手当を支払っている。 

④ Iっの結論 

限られたケースからではあるが、イランにおける労働市場と工場の労務管理の関連につい 

て、次のことが指摘できよう。 
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現行の労働法の枠組みでは、解雇費用がきわめて高くなっている。またレイ・オフについ

ては労働法に規定はあるが、実際には採用困難な制度である。さらに労働者にとっては、自

己都合による離職には退職補償金がつかないことから、離職意思は低くなる。現在と同じ労

働条件の職に就ける可能性を質間したところ、そうした職に就くのは困難との回答が 55.9% 

となった（表 4-10)。労働者自身も労働市場の現状を的確に認識しており、したがって、制

度的理由により離職率は高くならない。離職意思についての質問の回答も、79.1％が定着意

思を表明している（表 4-11)。このため、いったん雇用された労働者は企業にとってストッ

ク化される傾向が強くなる。これに革命以降の政府の方針として生産性や利潤よりも雇用確

保を重視する政策が続いたために企業内に過剰雇用が発生しており、企業体力を弱めること

になっている。特に、景気低迷の時期に企業収益が極度に落ち込むことになることは、問題

視されてしかるべきであろう。但し、給与水準の低い C 企業では 53.8％が、代替的就業機会

の確保は難しいが何とかなると回答しており、それに対応して 38.5％が将来は転職するとし

ている。すなわち、小規模では、労働市場が流動的という二重構造が観察される。 

表 4-10 現在と同じ条件の仕事に就ける可能性をどう思うか？ 

a b C 合計 

自動車製造企業 57.1 (40) 27.1 (19) 15.7 (11) 100% (70) 

家庭電器企業 60.0 (36) 25.0 (15) 15.0 (9) 100% (60) 

零細企業 30一 X (4) 53.8 (7) 154 (2) 100% (13) 

平均 55.9 (80) 28.7 (41) 15.4 (22) 100% (143) 
a 最近ではそのような仕事を見つけるのは全く不可能だ。 

b 難しいけれども、そのうちそのような仕事を探せるだろう。 

C それほどの困難もなくそのような仕事は探せる。 

表 4-11 この会社を退職することについ ソ思フか？ 

a b C 合計 

自動車製造企業 82.9 (63) 13.2 (10) 3.9 (3) 100% (76) 

家庭電器企業 81.3 (52) 12.5 (8) 6.3 (4)  100% (64) 

零細企業 46.2 (6)  38.5 (5)  0
 
0
 

(
 
0
 

、J
  

100% (13) 

平均 79.1 (121) 15.0 (23) 4.6 (7)  100% (153) 
a 将来のことを考えても、この会社で働き続けようと思う。 

b 新しい仕事を探しているわけではないが、将来仕事をかえるつもりだ。 

C 真剣にこの会社をやめようと思っている。 

ここで、もし経済開放化を推し進めるとすれば、雇用調整、または労働者のフロー化が可

能となるような制度の確立が必要となろう。とりあえずは人材派遣会社がその役割を果たす

ことになろうが、退職補償金支払いがネックとなるために、既に過剰雇用状態にある企業に 

B 社の採用した戦略がとれる体力がどの程度あるかが問題となろう。 

労働省の職業訓練センターは、企業特殊技能がさほど重要でない段階では、その存在意義

が認められる方式であろう。また労働省が職務区分とそれに関する報酬へ関与することも、 

イスラム革命の理念の実現や雇用確保のためには有効な手段であり得たであろう。しかし、 
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今後、経済開放が進んで企業が競争的市場に直面する事態に至ったとき、企業独自の技術開

発や効率的な労務管理運営を阻害する制度となる危険性を学む制度でもある。ハタミ政権の

もとで開放化が進むとすれば、また現在のマクロ環境ではそうならざるを得ないであろうが、 

労働市場にかかわる制度改革なしには開放化は期待すべき効果を発揮できないことになろう。 

それは、それまでのイスラム革命の精神に基づいて構築されてきた諸制度に変更を求めるも

のであり、国内においても大きな抵抗が予想される。 

表 4-12 高収入を得るために海外で働きたい。 

強く当ては 
まる 

当てはまる 
当てはまら 

ない 
全く当ては 
まらない 

合計 

自動車製造企業 19.2 (15) 23.1 (18) 11.5 (9) 46.2 (36) 100% (78) 

家庭電器企業 20.6 (14) 36.8 (25) 2.9 (2) 39.7 (27) 100% (68) 

零細企業 0.0 (0) 61.5 (8) 7.7 (D 30.8 (4) 100% (13) 

平均 18.2 (29) 32.1 (51) 7.5 (12) 42.1 (67) 100% (159) 

しかし、世界の石油市場価格が好転しない限り、現行制度の維持は困難であることは明ら

かである。「海外で働きたいか」という質問に対して、「強く同意」と「同意」との合計が 50.3% 

になるほど強い海外出稼ぎ志向が強い（表 4-12）ことを考慮するとき、国内製造業の国際競

争力強化は、イラン国内にとどまらない課題となろう。 

(2） 聞き取り調査の結果：因子分析 

本節では、自動車製造企業と家電企業の労働者からの回答について、産業心理学に基づい

た分析を加える。産業心理学の基本的テーマは、労働者が仕事に対してどのような職務態度 

(occupational attitudes）を抱いており、それが職務行動（occupational behavior）に及ぼす影響を究

明することにある。そして期待される職務行動をうるために、経営者は様々な方法で職務態

度に働きかけることになる。ここに労務管理組織が構築されていく。 

まず、職務態度にかかわる 10 の設問への回答を因子分析（ヴァリマックス直行回転・ア

ルファ因子法）で処理して、表 4-13 に示される 3 因子（固有値 1以上）を得た。経営者と

の信頼関係を軸とする第 1 因子は、経営組織因子と名付けられる。第 2 因子は、組織へのコ

ミットメント（organizational commitment）を表している。これに対して、第 3 因子は、賃金と

雇用という組織の与える労働条件への反応を示しており、外発的職務満足度（intrinsic job 

satisfaction) 因子と名付けられる。 



表 4-13 職務態度についての因子分析の結果 

第 1 因子

経営組織 
(JA1) 

第 2 因子 
コミットメント 
(JA2) 

第 3 因子

外発的満

足（JA3) 

共通性 

上司は仕事上の問題で相談に乗ってくれる。 0.761 0.342 
上司を信頼している。 0.738 0.333 
経営者を信頼している。 0.684 0.203 
会社は私を公正に扱ってくれる。 0.669 0.540 
この企業の社員であることを誇りに思う。 0.6 17 0.5 24 
社員は仕事に協力的である。 0.604 0.644 
会社は社員のことをよく考えている。 0.418 0.58 1 0.620 
この会社に愛着がある。 0.428 0.480 
給与水準は適切である。 0.683 0.4 13 
雇用は保障されている。 0.585 0.263 

固有値 4.02 1.65 1.33 
分散 32.0 10.7 7.3 

表 4-14 職務行動についての因子分析の結果 

第1因子

上昇志向 
(JBI) 

第 2 因子

職務怠業 
(JB2) 

共通性 

より責任ある仕事をしたい。 0.645 0.255 
同僚よりもよりよく働こうとしている。 0.62 1 0.3 19 
よい賃金と職位のために同僚よりもよく働きたい。 0.60 1 0.248 
昇進したい。 0.572 0.303 
一所懸命働いてよりよい社会的地位を得たい。 0.545 0.373 
就業中に疲労を感じることがある。 0.648 0.370 
この会社での仕事に熱意を失った。 0.600 0.25 1 
ときおり働きたくなくなることがある0 0.590 0.3 10 
就業中にフラストレーションを感じる。 0.563 0.338 

固有値 2.81 1.81 
分散 24.3 13.3 

次に、職務行動にかかわる 9 因子を、同様の因子分析で処理して、表 4-14 に示される 2 

つの因子が得られた。第 1 因子は、職業にかかわる上昇志向を表している。これに対して、 

第 2 因子は、労働意欲の欠如した状態である職務怠業を表している。ここで上昇志向と職務

怠業が独立（相関なし）の意思として検出されていることには留意すべきである。すなわち、 

上昇志向が低いことは職務怠業が強いことを意味していない。経営者にとって最も望ましい

状態は、労働への士気が高くかつ職務怠業の低いことである。逆に、最も避けるべきことは、 

上昇志向が弱くかつ職務怠業の程度の強い状態の労働者を抱えることである。 



(3）職務行動：離職意思と労働意欲 

ここでは 2 つの職務行動、すなわち離職意思と労働意欲がどのような職務態度とかかわっ

ているかを検討しよう。 

離職意思についての回答が表 4-15 に示される。約 8割が強い定着意思を示している。た

だし零細企業でその比率は半分となり、流動性が高くなっている。労働条件をほぽ同じくす

る代替的就業機会についての認識も、失業が問題となっている現状と対応している（表 4-16)。 

但し、零細企業の労働者は、代替的就業機会の存在には楽観的である。大規模企業で労働者

がストック化され、小規模・零細企業でフロー化するという、わが国でも見られる状況が労

働者の意識から確認できる。 

表 4-15 この会社を離職することについてどう思うか？ 

a b C 合計 

自動車製造企業 82.9 (63) 13,2 (10) 3.9 (3)  100% 	(76) 

家庭電器企業 81.3 (52) 12.5 (8) 6.3 (4)  100% 	(64) 

零細企業 54.5 (6)  45.5 (5)  0.0 (0) 100% 	(13) 

平均 79.1 (121) 15.0 (23) 4.6 (7)  100% (153) 

a 将来のことを考えても、この会社で働き続けようと思う。 

b 仕事を探しているわけではないが、将来仕事をかえるつもりだ。 

C 真剣にこの会社をやめようと思っている。 

表 4-16 現在の仕事とほぼ同じ条件の仕事を探せると思うか？ 

a b C 合計 

自動車製造企業 57.1 (40) 27.1 (19) 15.7 (11) 100% 	(70) 

家庭電器企業 60.0 (36) 25.0 (15) 15.0 (9) 100% 	(60) 

零細企業 30.8 (4) 53.8 (7) 15.4 (2) 100% 	(13) 

平均 55.9 (80) 28.7 (41) 15.4 (22) 100% (143) 

a 最近ではそのような仕事を見ーHナるのは全く不可能だ。 

b 難しいけれども、そのうちそのような仕事を見つけられるかもしれない。 

C それほどの困難もなくそのような仕事は見つけられる。 

次に、離職意思関数を求めた（大規模企業のみ）（表 4-17)。離職意思を説明する最も有意

な変数は組織コミットメントであり、組織に対する一体感が離職意思を低めていることが分

かる。代替的就業機会がないと認識する場合には、離職意思は低くなっている。また賃金水

準や雇用保障といった外発的満足は離職意思にはかかわっていないことも、注目する必要が

あろう。賃金への不満などの外発的満足が離職意思と関連を持たないことは、失業率が高い

現状では、現在の職場への定着意思が不可避的に高くなることと対応していよう。 



表 4-i 7 離職関数 

離職意思＝2.17-0.01（経営組織）-0.20（組織コミットメント）+0.09（外発的満足） 

(-0.21) 	(13.78)*** 
	

(1.49) 

0.14（代替的就業機会）一 0.16 D 

(-2.46) ** 	(ー1.83)+ 

R2=0.17 F=3.46(1％の有意水準で有意） 	***<1 .0%,**<2.5%,*<5%,+<10% 

かっこ内は t 値 D は企業ダミー 

次に、上昇志向関数を算出した（表 4-18)。有意な変数は組織コミットメントだけである。 

ところで労働者の上昇志向を有効に活かすためには、誘因システムが整備されていなくては

ならない。そこで企業の提示する誘因システムに対して労働者がどのような反応を見せてい

るかを探るために、次の 3 つの質問を用意した。表 4-19 と表 4-20 の比較から判明するよう

に、昇進を実現するのは「熱心に働くこと」よりも「技術習得」であると認知されている。 

さらにいえば、大規模企業では、「熱心に働くこと」が「昇進」につながるという関係につ

いて半数以上が否定的見解を抱いている。この事実は、経営者との聞き取りでも明らかとな

った技術を重視する組織体系が、労働者にも受け入れられていることを示唆している。同様

に、「熱心に仕事をする」ことも給与を増加させる要因とは認識されていない（表 4-21)。 

表 4-18 上昇志向関数 

上昇志向＝0.59 + 0.06（経営組織）+ 0.46（組織コミットメント）- 0.01（外発的満足） 

(0.71) 

-0.04（代替的就業機会） + 0.17D 

C0.46) 

R2=0.21 F=5.41 (1％の有意水準で有意） 	***<l.0%,**<2,5%,*<5%,+<lo% 

かっこ内は t 値 D は企業ダミー 

表 4-19 この工場では技術習得をすれば昇進できる。 

強く当ては 

まる 

当てはまる あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 

合計 

自動車製造企業 44.6 (33) 31.1 (23) 13.5 (10) 10.8 (8) 100% (74) 

家庭電器企業 40.3 (25) 37.1 (23) 11.3 (7) 11.3 (7) 100% (62) 

零細企業 0.0 (0) 84.6 (11) 15.4 (2) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 38.9 (58) 38.3 (57) 12.8 (19) 10.1 (15) 100% (149) 



表 4-20 この会社で熱心に働けば昇進できる。 

強く当ては 

まる 
当てはまる 

あまり当て
はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 7.7 (6) 33.3 (26) 30.8 (24) 28.2 (22) 100% (78) 

家庭電器企業 10.4 (7) 32.8 (22) 26.9 (18) 29.9 (20) 100% (67) 
零細企業 7.7 (1) 76.9 (10) 15.4 (2) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 8.9 (14) 36.7 (58) 27一 8 (44) 26.6 (42) 100% (158) 

表 4-21 この会社で熱心に仕事をすれば給与が上昇する。 

強く当ては 

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 12.3 (10) 27.2 (22) 27.2 (22) 33,3 (27) 100% (81) 
家庭電器企業 8.5 (6) 38.0 (27) 21.1 (15) 32.4 (23) 100% (71) 
零細企業 18.2 (2) 54.5 (6) 27.3 (3) 0.0 (0) 100% (11) 
平均 11.0 (18) 33.7 (55) 24.5 (40) 30.7 (50) 100% (163) 

表 4-22 この会社で私は適切に評価されている。 

強く当ては 

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 12.5 (10) 35.0 (28) 27.5 (22) 25.0 (20) 100% (80) 
家庭電器企業 8.2 (6) 37.0 (27) 20.5 (15) 34.2 (25) 100% (73) 
零細企業 15.4 (2) 46.2 (6) 30.8 (4) 7.7 (1) 100% (13) 
平均 10.8 (18) 36.7 (61) 24.7 (41) 27.7 (46) 100% (166) 

では、技術習得や仕事量と報酬との因果関係への認知は、どのように職務態度や職務行動

にかかわってくるのであろうか。技術内容が異なることから、2 つの企業別に関連を検討し

ていこう。双方の企業において、技術習得と仕事量が報酬とかかわっているという認識は、 

組織文化へのポジティブな態度を高めている。但し、そうした関係への認知が、自動車製造

企業では組織コミットメントをも高めているのに対して、家電企業ではそうした関係が検出

されていない。そうした関係にあって「自分が適切に評価されている（表 4-22)」と認識し

ている場合には、自動車製造工場では経営組織と組織コミットメントそして外発的職務満足

という職務態度全てが高まっている。これに対して家電企業では、それは組織コミットメン

トを高めてはおらず、外発的満足に強くかかわっている。 

技術体系からして、例えば職工も数ランクで構成されるように自動車製造企業では昇進が

頻繁になされることになる。これに対して家電企業では、職工・班長そしてラインの職長と

いうように昇進のための職階は多くない。このことから、家電企業では昇進を労働誘因とす

ることが、自動車製造企業ほどはできない。表 4-23 に見られる対照的関係をもたらしてい

るといえる。このために家電企業では、企業の運動会などを開催して従業員の組織コミット

メントを高める戦略を採用しているといえよう。 



職務怠業＝ 0.28 -0.37（経営組織）-0.19（組織コミットメント）- 0.11（外発的満足） 

(..4,53)*** 

+0.18（代替的就業機会）一 0.03D 
(1.82)+ 

R2=0.21 F=6.63 (1％の有意水準で有意） 

かっこ内は t 値 D は企業ダミー 

（ー 1.21) 

***く1,O%,**<2'5%,*<5%,+<1O% 

表 4-23 誘因制度への認知と職務態度・行動 

職務態度 職務行動 

経営組織 コミットメント 外発的満足 モラル 職務怠業 

自動車製造企業 

1 適切な評価 0.34*** 0.29** 0.19+ 0.14 -0.10 
2 技術習得と昇進 0.2 1+ 0.15 0.06 0.18 -0.16 
3 仕事と昇進 0.34*** 0.24** 0.38*** 0.06 -0.12 
4 仕事と賃金 0.2 1+ 0.50*** 0.27** 0.28 * * -0.03 
家電企業 

I 適切な評価 0.24+ 0.09 0.36** -0.14 10.36** 
2 技術習得と昇進 a44* ** 0.20 -0.08 0.27+ 一0.39*** 
3 仕事と昇進 0.36** 0.10 0.37** 0.05 -0.16 
4 仕事と賃金 0.41 *** 0.15 0.23+ 0.05 -0.07 

表 4-24 職務怠業関数 

職務怠業関数が表 4-24 に示される。離職意思や上昇志向にかかわる職務態度が組織コミ

ットメントであったのに対して、職務怠業には経営組織がかかわっている。経営者や上司と

の信頼関係が損なわれたとき、労働者の職務怠業が発生している。 

表 4-25 因子得点の平均値 

職務態度 職務行動 

経営組織 コミットメント 外発的満足 モラル 職務怠業 

自動車製造企業 -0.036 -0.278 0.043 0.121 0.064 
家電企業 0.106 0.448 -0.196 0.230 -0.037 
零細企業 0.440 0.0 11 1.250 -0.93 5 -0.612 

最後に、それぞれの企業における因子得点の平均値を示しておこう（表 4-25)。自動車製造

企業と比較して家電企業では、職務態度もまた職務行動もより望ましい値を示している。こ

れは 1 つには頻繁な昇進という労働誘因制度を技術的理由により設定できない家電企業にお

いて、望ましい職務態度を形成して良好な職務行動を引き出す努力がされている者と理解さ

れよう。 
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【資料】 調査票集計結果一部 

質問 1 性別 

男性 女性 合計 

自動車製造企業 88.9 (72) 11.1 (9) 100% (81) 

家庭電器企業 90.5 (65) 9.7 (7) 100% (67) 

零細企業 92.3 (12) 7.7 (1) 100% (13) 

平均 89.4 (149) 10.6 (17) 100% (166) 

質問 3 結婚 

独身 配偶者あり 
未亡人ノ 

離婚 
別居 合計 

自動車製造企業 18.8 (15) 81.3 (65) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (80) 

家庭電器企業 2.8 (2) 94.4 (67) 1.4 (1) 1.4 (1) 100% (71) 

零細企業 7フ 92.3 (12) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 11.0 (18) 87.8 (144) の
  

100% (164) 

質問 5 教育レベル（本人） 

教育

なし 
小学校 中学校 高校 

職業 

学校 
大学 大学院 合計 

自動車製造

企業 
2.6 (2) 14.1 (11) 21.8 (17) 37.2(29) 12一 8 (10) 10.3 (8) 1.3 (1) 100% (78) 

家庭電器 

企業 
2.8 (2) 42.3 (30) 12.7 (9) 3 1.0(22) 7.0 (5) 4.2 (3) 0.0 (0) 100% (71) 

零細企業 0.0 (0) 76.9 (10) 7.7 (1) 15.4 ( 2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 2.5 (4) 31.5 (51) 16.7 (27) 32.7(53) 9.3 (15) 6.8 (11) 0) 100%(162) 

質問 6 教育レベル （父親） 

教育 

なし 
小学校 中学校 高校 

職業 

学校 
大学 大学院 合計 

自動車製造

企業 
30.0 (18) 41.7 (25) 11.7 	(7) 11.7 (7) 1.7 (1) 1.7 (1) 1.7 (1) 100% (60) 

家庭電器 

企業 
30.0 (18) 41.7 (25) 8.5 	(4) 4.3 (2) 0.0 (0) 2.1 (1)  0.0 (0) 100% (47) 

零細企業 46.2 (6) 38.5 	(5) 15.4 	(2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 35.8 (43) 42.5(51) 10.8(13) 7.5 (9) の
  

1.7 (2)  の
  

100%( 120) 



レベル 

教育なし 小学校 中学校 高校 大学 合計 

自動車製造

企業 
36.2 (21) 44.8 (26) 10.3 (6) 6.9(4) 1.7(1) 100% (58) 

家庭電器 

企業 
46.7 (21) 46.7 (21) 2.2(1) 4.4(2) 0.0(0) 100% (45) 

零細企業 76.9 (10) 7.7(l) 7.7(1) 7.7 (1) 0.0(0) 100% (13) 

平均 44.8 (52) 41.4 (48) 6.9(8) 6.0(7) の
  

100%(116) 

レベル 

教育 

なし 
小学校 中学校 高校 

職業 

学校 
大学 大学院 合計 

自動車製造

企業 
5.1 (3) 13.6 (8) 20.3(12) 37.3(22) 10.2 (6) 11.9 (7) 1.7(l) 1 00%(59) 

家庭電器 

企業 
3.4(2) 31.0(18) 15.5 (9) 44.8(26) 1.7(1) 3.4(2) 0.0(0) 100%(58) 

零細企業 9.1 (1) 72.7 (8) 0.0 (0) 9.1 (1) 0.0(0) 9.1 (1) 0.0(0) 100%(11) 

平均 4.9(6) 26.2(32) 16.4(20) 37.7(46) 5.7(7) 8.2(10) 0.0(0) 100%( 122) 

の仕事をどのよう こ見つけたか。 

友人 親戚 両親 宣伝 教師 学校 合計 

自動車製

造企業 
42.4(28) 28.8(19) 6.1 (4) 16.7(11) 3.0(2) 3.0(2) 100% (66) 

家庭電器

企業 
50.9(28) 30.9(17) 1.8 (1) 14.5 (8) 0.0 (0) 1.8 (1) 100% (55) 

零細企業 53.8 (7) 46.2 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0(0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 47.0(63) 3 1.3(42) 3.7 (5) 14.2(19) 1,5 (2) 2,2(3) 100%(134) 

いている職は？ 

平社員 
グループ 

リーダー 

ライン 

リーダー 
機械工 事務職員 その他 合計 

自動車製

造企業 
3 1.4(22) 2.9 (2) 4.3 (3) 1.4 (1) 50.0 (35) 10.0 (7) 100% (70) 

家庭電器

企業 
4 1.5(22) 9.4 (5) 3.8 (2) 3.8 (2)  24.5 (13) 17.0 (9) 100% (53) 

零細企業 46.2(6) 30.8 (4)  7.7 (1) 0.0 (0) 15.4 (2) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 36.8(50) 8.1 (11 ) 4.4 (6) 2.2 (3)  36.8 (50) 11.8(16) 100%(136) 



12 今の会社内で昇進したことがあるか。 

はい いいえ 合計 

自動車製造企業 52.6 (40) 47.4 (36) 100% (76) 

家庭電器企業 66.7 (40) 31.7 (19) 1.7(1) 100% (60) 

零細企業 61.5 (8) 38.5 (5) 100% (13) 

平均 59.1 (88) 40.3 (60) の
  

100%(149) 

13 今働いている会社の前に、他 会社で働いていたか？ 

はい いいえ 合計 

自動車製造企業 59.3 (48) 40.7 (33) 100% (81) 

家庭電器企業 37.5 (25) 62.1 (41) 100% (66) 

零細企業 81.8 (9) 18.2 (2) 100% (11) 

平均 51.9 (82) 48.1 (76) 100%(158) 

15 家以外で働く女性についてどう思うか。 

a b C d 合計 

自動車製造

企業 
45.6 (31) 13.2 (9) 29.4 (20) 11.8 (8) 100% (68) 

家庭電器 

企業 
42.9 (27) 9.5 (6) 28.6 (18) 19.0 (12) 100% (63) 

零細企業 76.9 (10) 15.4 (2) 7.7(1) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 47.2 (68) 11.8 (17) 27.1 (39) 13.9 (20) 100%( 144) 
a 女性は家庭内の仕事だけに従事すればよい。 
b 結婚の前に女性が家以外で働くことはよい。しかし結婚後は、家にいて家庭内の仕事だけをすべきである。 
C 働いている女性は子供ができたらその仕事をやめ、そして子供が大きくなったらまた仕事に戻るべきだ。 
d 女性は結婚に関係なく仕事を続けるべきだ。 

問 16 一生懸命に働いて、高い社会的地位を得たい。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 62.0 (49) 35.4 (28) 1.3 (1) L3(D 100% (79) 

家庭電器企業 57.1 (40) 37.1 (26) 5.7(4) 0.0(0) 100% (70 ) 

零細企業 30.8 (4) 53.8 (7) 7.7(1) 7.7(1) 100% (13) 

平均 57.4 (93) 37.7 (61) 3.7(6) 1.2(2) 100% (162) 

問 17 この会社で技術をマスターすることはおもしろい。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 57.0 (45) 30.4 (24) 8.9 (7) 3.8 (3) 100% (79) 

家庭電器企業 59.2 (42) 33.8 (24) 4.2 (3)  2.8 (2) 100% (71) 

零細企業 38.5 (5) 30.8 (4) 30.8 (4)  0.0 (0) 100% (13) 

平均 56.4 (92) 31.9 (52) 8.6 (14) 3.1 (5)  100% (163) 

一 96 一 



18 この会社で私は相応に評価されている。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 12.5 (10) 35,0 (28) 27.5 (22) 25.0 (20) 100% (80) 

家庭電器企業 8.2 (6) 37.0 (27) 20,5 (15) 34.2 (25) 100% (73) 

零細企業 15.4 (2) 46.2 (6) 30.8 (4) 7.7 (1) 100% (13) 

平均 10.8 (18) 36.7 (61) 24.7 (41) 27.7 (46) 100% (166) 

19 この会社で働いていることに誇りを持っている。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 32.1 (26) 49.4 (40) 12.3 (10) 6.2(5) 100% (81) 

家庭電器企業 39.7 (29) 45.2(33) 12.3 (9) 2.7(2) 100% (73) 

零細企業 7.7(1) 84.6(11) 7.7(1) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 33.5 (56) 50.3 (84) 12.0(20) 4.2 (7) 100% (167) 

20 この会社で自分の仕事に対する強い熱意は失った。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 4.9 (4) 18.5 (15) 29.6 (24) 46.9 (38) 100% (81) 

家庭電器企業 19.7 (14) 14.1 (10) 22.5 (16) 43.7 (31) 100% (71) 

零細企業 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 100.0 (13) 100% (13) 

平均 10.9 (18) 15.2 (25) 24.2 (40) 49.7 (82) 100% (165) 

21 私は同僚よりも一生懸命働こうとしている。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 30.9(25) 56.8 (46) 8.6(7) 3.7(3) 100% (81) 

家庭電器企業 50.7 (37) 45.2 (33) 1.4(D 2.7 (2) 100% (73) 

零細企業 0.0 (0) 69.2 (9) 30.8 (4) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 37. 1(62) 52.7 (88) 7.2 (12) 3.0(5) 100% (167) 

22 私は強く昇進させてもらいたいと思う。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 35.8(29) 49.4 (40) 11.1 (9) 3.7(3) 100% (81) 

家庭電器企業 34.7 (25) 56.9 (41) 5.6(4) 2.8 (2) 100% (72) 

零細企業 0.0(0) 61.5 (8) 30.8 (4) 7.7(1) 100% (13) 

平均 32.5 (54) 53.6 (89) 10.2 (17) 3.6(6) 100% (166) 

- 97 ー 



問 23 私が受け取っている給料の額はちょうどいい。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 2.5 (2) 12.3 (10) 24.7 (20) 60.5 (49) 100% (81) 

家庭電器企業 1.4(D 2.7(2) 15.1 (11) 80.8 (59) 100% (73) 

零細企業 7.7(1) 53.8 (7) 38.5 (5) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 2.4(4) 11.4 (19) 21.6 (36) 64.7 (108) 100% (167) 

質問 24 昇進するために、この会社で技術を習得することま重要である。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 44.6 (33) 31.1 (23) 13.5 (10) 10.8 (8) 100% (74) 

家庭電器企業 40.3 (25) 37.1 (23) 11.3 (7) 11.3 (7) 100% (62) 

零細企業 0.0 (0) 84.6 (11) 15.4 (2) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 38.9 (58) 38.3 (57) 12.8 (19) 10.1 (15) 100% (149) 

質問 25 この会社で培った技術は他の会社で仕事を見つけるにあたって役に立 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 25.3 (20) 51.9 (41) 10.1 (8) 12.7 (10) 100% (79) 

家庭電器企業 17.4 (12) 55.1 (38) 14.5 (10) 13.0 (9) 100% (69) 

零細企業 15.4 (2) 76.9 (10) 7.7 (1) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 21.1 (34) 55.3 (89) 11.8(19) 11.8 (19) 100% (161) 

質問 26 この会社に対して愛着心がある。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 33.3 (27) 40.7 (33) 17.3 (14) 8.6 (7) 100% (81) 

家庭電器企業 40.8 (29) 49.3 (35) 8.5 (5) 1.4 (1) 100% (71) 

零細企業 53.8 (7) 15.4 (2) 30.8 (4) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 38.2 (63) 42.4 (70) 14.5 (24) 4.8 (8) 100% (165) 

質問 27 々働きたくないと思うことがある。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 3.7 (3) 18.5 (15) 39.5 (32) 38.3 (31) 100% (81) 

家庭電器企業 4.5 (3) 19.7 (13) 25.8 (17) 50.0 (33) 100% (66) 

零細企業 0.0 (0) 7一 7 (1) 61.5 (8) 30.8 (4) 100% (13) 

平均 3.8 (6) 18.1 (29) 35.6 (57) 42.5 (68) 100% (160) 

一 98 ー 



28 働いているときうんざりすることがある。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 6.2 (5) 33.3 (27) 33.3 (27) 27.2 (22) 100% (81) 
家庭電器企業 11.0 (8) 26.0 (19) 35.6 (26) 27.4 (20) 100% (73) 
零細企業 0.0 (0) 7.7 (1) 76.9 (10) 15.4 (2) 100% (13) 
平均 7.8 (13) 28.1 (47) 37.7 (63) 26.3 (44) 100% (167) 

29 私の上司（管理者）は仕事における私の問題を聞いてくれる。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 9.9 (8) 44.4 (36) 27.2 (22) 18.5 (15) 100% (81) 
家庭電器企業 11.8 (8) 31.9 (23) 36.1 (26) 20.8 (15) 100% (72) 
零細企業 23.1 (3) 76.9 (10) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 
平均 11.4 (19) 41.6 (69) 28.9 (48) 18.1 (30) 100% (166) 

30 私の仕事は単調でおもしろくない。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 17.3 (14) 35.8 (29) 14.8 (12) 32.1 (26) 100% (81) 
家庭電器企業 6.8 (5) 38.4 (28) 20.5 (15) 34.2 (25) 100% (73) 
零細企業 0.0 (0) 7.7 (1) 46.2 (6) 46.2 (6) 100% (13) 

平均 11.4 (19) 34.7 (58) 19.8 (33) 34.1 (57) 100% (167) 

31 働いているとき不満、失望を感じる。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 4.9 (4) 17.3 (14) 19.8 (16) 58.0 (47) 100% (81) 
家庭電器企業 8.2(6) 9.6(7) 16.4(12) 65.8 (48) 100% (73) 
零細企業 0.0 (0) 7.7(1) 30.8 (4) 61.5 (8) 100% (13) 

平均 6.0(10) 13.2 (22) 19.2 (32) 61.7 (103) 100% (167) 

32 私の雇用は保証されている。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 2.5 (2) 27.2 (22) 34.6 (28) 35.8 (29) 100% (81) 
家庭電器企業 1.4 (1) 28.8 (21) 30.1 (22) 39.7 (29) 100% (73) 
零細企業 7.7 (1) 61.5 (8) 30.8 (4) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 2.4 (4) 30.5 (51) 32.3 (54) 34.7 (58) 100% (167) 

- 99 - 



質問 33 雇用主は私を公平に取り扱う。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 20.3 (16) 48.1 (38) 21.5 (17) 10.! (8) 100% (79) 

家庭電器企業 16.9 (12) 45.1 (32) 23.9 (17) 14.1 (10) 100% (71) 

零細企業 38.5 (5) 61.5 (8) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 20.2(33) 47.9 (78) 20.9 (34) 11.0 (18) 100% (163) 

質問 34 この会社で熱心に働 ことは昇進を意味する。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 7.7 (6) 33一 3 (26) 30.8 (24) 28.2 (22) 100% (78) 

家庭電器企業 10.4 (7) 32.8 (22) 26.9 (18) 29.9 (20) 100% (67) 

零細企業 7.7(1) 76.9 (10) 15.4 (2) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 8.9 (14) 36.7 (58) 27.8 (44) 26.6 (42) 100% (158) 

質問 35 残業はよろこんで引き受ける。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 27.8 (22) 53.2 (42) 10.1(8) 8.9 (7) 100% (79) 

家庭電器企業 28.2 (20) 53.5 (38) 5.6(4) 12.7 (9) 100% (71) 

零細企業 46,2 (6) 53.8 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 29.4 (48) 53.4 (87) 7.4 (12) 9.8 (16 ) 100% (163) 

質問 36 雇用主、会社、支配人を信用している。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 28.4 (23) 42.0 (34) 21.0 (17) 8.6 (7) 100% (81) 

家庭電器企業 35.2 (25) 45.1 (32) 12.7 (9) 7.0 (5) 100% (71) 

零細企業 53.8 (7) 46.2 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 33.3(55) 43.6 (72) 15.8 (26) 7.3 (12) 100% (165) 

質問 37 私の直接の上司を信用している。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 28.8 (23) 42.5 (34) 17.5 (14) 11.3 (9) 100% (80) 

家庭電器企業 26.8 (19) 50.7 (36) 12.7 (9) 9.9 (7) 100% (71) 

零細企業 61.5 (8) 38.5 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 30.5 (50) 45.7 (75) 14.0 (23) 9.8 (16) 100% (164) 

一 100 ー 



質間 38 私 会社は労働者たちのことを十分に気遣っている。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 8.8 (7) 27.5 (22) 35.0 (28) 28.8 (23) 100% (80) 

家庭電器企業 6.9 (5) 61.1 (44) 18.1(13) 13.9 (10) 100% (72) 

零細企業 23.1 (3) 69.2 (9) 7.7(1) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 9.1 (15) 45.5 (75) 25.5 (42) 20.0 (33) 100% (165) 

質問 39 この会社で熱心に仕事をすることは賃金の上昇を意味する。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 12.3 (10) 27.2 (22) 27.2 (22) 33.3 (27) 100% (81) 

家庭電器企業 8.5 (6) 38.0 (27) 21.1 (15) 32.4 (23) 100% (71) 

零細企業 18.2 (2) 54.5 (6) 27.3 (3) 0.0 (0) 100% (11) 

平均 11.0 (18) 33.7 (55) 24.5 (40) 30.7 (50) 100% (163) 

質問 40 高収入を稼ぐために海外に出て働きたい。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 19.2 (15) 23.1 (18) 11.5 (9) 46.2 (36) 100% (78) 

家庭電器企業 20.6 (14) 36.8 (25) 2.9 (2) 39.7 (27) 100% (68) 

零細企業 0.0 (0) 61.5 (8) 7.7 (1) 30.8 (4) 100% (13) 

平均 18.2 (29) 32.1 (51) 7.5 (12) 42. 1(67) 100% (159) 

、 

質問 41 私の仕事上で問題が発生したときは、私の上司に相談する。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 15.0 (12) 43.8 (35) 28.8 (23) 12.5 (10) 100% (80) 

家庭電器企業 12.9 (9) 55.7 (39) 17.1 (12) 14.3 (10) 100% (70) 

零細企業 7.7 (1) 84.6 (1!) 7.7 (1) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 13.5 (22) 52.1 (85) 22.1 (36) 12.3 (20) 100% (163) 

質問 42 私の会社に対して不満がある。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 19.0(15) 32.9(26) 38.0 (30) 10.1 (8) 100% (79) 

家庭電器企業 12.3 (9) 28.8 (21) 34.2 (25) 24.7 (18) 100% (73) 

零細企業 0.0(0) 7.7 (1) 15.4 (2) 76.9 (10) 100% (13) 

平均 14.5 (24) 29.1 (48) 34.5 (57) 21.8 (36) 100% (165) 

一 101 ー 



43 労働者同士の間でよい協力関係がある。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

当てはまら

ない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 10.0 (8) 46.3 (37) 23.8 (19) 20.0 (16) 100% (80) 

家庭電器企業 22.2 (16) 52.8 (38) 12一 5 (9) 12.5 (9) 100% (72) 

零細企業 0.0(0) 53.8 (7) 46.2 (6) 0.0(0) 100% (13) 

平均 14.5 (24) 49.7 (82) 20.6 (34) 15.2 (25) 100% (165) 

44 よりよい賃金とポジションのために同僚と競い合いたいと思う。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 30.4 (24) 41.8 (33) 10.1 (8) 17.7 (14) 100% (79) 
家庭電器企業 25.0 (18) 55.6 (40) 11.1 (8) 8.3 (6) 100% (72) 

零細企業 0.0 (0) 61.5 (8) 38.5 (5) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 25.6 (42) 49.4 (81) 12.8 (21 ) 12.2 (20) 100% (164) 

45 さらに重い責任のある仕事を引き受けたいと思う。 

強く当ては

まる 
当てはまる 

あまり当て

はまらない 

全く当ては

まらない 
合計 

自動車製造企業 29.1 (23) 49.4 (39) 13.9 (11) 7.6 (6) 100% (79) 
家庭電器企業 26.0 (19) 57.5 (42) 11.0 (8) 5.5 (4) 100% (73) 
零細企業 15.4 (2) 38.5 (5) 23.1 (3) 23.1 (3) 100% (13) 

平均 26.7 (44) 52.1 (86) 13.3 (22) 7.9 (13) 100% (165) 

質間 46 この会社をやめることについてどう思うか？ 

a b C 合計 

自動車製造企業 82.9 (63) 13.2 (10) 3.9 (3)  100% (76) 

家庭電器企業 81.3 (52) 12.5 (8) 6.3 (4)  100% (64) 

零細企業 46.2 (6)  38.5 (5)  0.0 (0) 100% (13) 

平均 79.1 (121 ) 15.0 (23) 4.6 (7)  100% (153) 
a 将来のことを考えても、この会社で働き続けようと思う。 
b 新しい仕事を探しているわけではないが、将来仕事をかえるつもりだ。 
C 真剣にこの会社をやめようと思っている。 
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質問 47 多かれ少なかれ現在の仕事と同じ条件の新しい仕事を見つけることについてどう思う

か？ 

a b C 合計 

自動車製造企業 57.1 (40) 27.1 (19) 15.7 (11) 100% (70) 

家庭電器企業 60.0 (36) 25.0 (15) 15.0 (9) 100% (60) 

零細企業 30.8 (4) 53.8 (7) 15.4 (2) 100% (13) 

平均 55.9 (80) 28.7 (41) 15.4 (22) 100% (143) 
a 最近ではそのような仕事を見つけるのは全く不可能だ。 

b 難しいけれども、そのうちそのような仕事を見つけられるかもしれない。 
C それほどの困難もなくそのような仕事は見つけられる 

質問 48 上司が、今自分に割り当てられている仕事とは異なった仕事を頼んできたらどうするか？ 

a b C 合計 

自動車製造企業 56.0 (42) 34.7 (26) 9.3 (7) 100% (75) 

家庭電器企業 60.3 (41) 29.4 (20) 10.3 (7) 100% (68) 

零細企業 92.3 (12) 7.7 (1) 0.0 (0) 100% (13) 

平均 60.9 (95) 30.1 (47) 9.0 (14) 100% (156) 
a そのような仕事を引き受けるのは気にならない。 

b やりたくないが、引き受けるだろう。 

C 引き受けない。 
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第 5章 国際協力の課題 

イランの現在の社会経済的状態に関しては、これまで各章を追って検討してきたところで

明らかであるが、経済社会発展のために克服すべき幾多の課題を抱えている。かつては世界

の文明の一潮流として君臨していた王国も現在は発展途上国の一員として、東南アジア諸国

の後塵を拝しているのが実状である。 

現在のイラン・イスラム共和国は 1979 年に成立したが、宗教上の理念もあって、世界の

潮流とは異なる経済政策を実施し、新政権のスローガンとしては、富の公正な分配、外貨獲

得手段としての原油収入からの脱出、外資の排斥などを掲げた。実現の方法としては、民間

部門の縮小、公共部門の拡大を軸とした計画経済であった。金融機関の国有化も行なわれた。 

公益産業に関しては、国有化はある程度の存在意義を持っており、資本や技術面の効用も

ないわけではない。しかし、中小企業に関しての国有化に至っては疑問を持たざるを得ない。 

イランの就業形態の区分統計などに見られる公的部門では 1966 年の 663,000 人から 1976 年

には 673,000 人、1986 年 3,453,000 人と増加しているが、この時期、民間部門はほとんど停

滞的でさえある。国営化切替えのテンポの急速さを推測するに足りるものがある。 

またその産業領域を見ると、鉱業、ェネルギー産業など公益的性格の産業にとどまらず、 

製造業の基幹部門はもちろん、繊維・食品流通など中小企業に及び、さらに流通関係も含ま

れており、国有化は全産業領域に及んでいる。 

経済開発によせる政府の意欲には並々ならぬものがあった。イスラム教の宗主国であると

いう事情による特異性は見られるものの、いわゆるバザール経済からの脱出も基本戦略とい

えたのである。 

しかしながら、不運なことに 1980 年には国際情勢を反映した代理戦争であるイラン・イ

ラク戦争が勃発し、国民所得の半分近くを失う被害を受けた。こうした経済崩壊からの復興

のために、共和国成立以前から採用されていた経済政策の手段としての経済計画へ取り組ん

だが、戦略部門である石油産業は 1991 年は湾岸戦争による石油供給の制約による価格上昇

の一時的な効果によって経済の原油依存体質をむしろ強める方向になった。 
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石油という貴重な資源の有功活用による経済発展が期待できない資産の食いつぶし状況の

もとで、国際収支、国際信用回復のための外貨管理の強化に至ったが、この間、対米関係悪

化などを主因とした国際的孤立状態は、国民経済の状態の悪化を増幅させるところとなった。 

経済成長率の低迷、インフレ率の上昇、国際収支悪化のトリレンマである。 

経済成長率は 1980 年代の 2 ケタから、1990-95 年平均 4.1％に鈍化した後、1997年 2.9%、 

1998 年以降のマイナス成長に転じた。一方、インフレに関しては、1995 年までは加速して

いたインフレ率は 50％を下回るとはいえ、1998 年でも依然 2 ケタの上昇率となっている。 

また、石油価格低下による外貨収入の半減などの影響を主因に経常収支の赤字拡大（1998 

年 1舛半期 5,12 億ドル）へとつながった。その背景には為替レートの変動がある0 基準レ 

ートとして定められている公的レートは lUs$=L752 リアルであるが、輸出統計をとる第 2 

公的レートでは lUS$= 3,007 リアルへと下落、さらに実勢レートは 5,700 リアル程度にまで

悪化している、という条件がある。 

こうした状況下、これまで累積していた海外債務返済の条件は悪化し、日本の他、ドイツ、 

イタリアへも原油を担保とした債務借り換え支援を要請するところとなっている。 

―方、国内的には赤字財政への緊急措置として、国営企業を中心に予算削減、国際発行な

どで対応しているが、インフレ率加速の懸念も生じている。こうした状況の中で、政府は企

業部門の雇用創出をカバーし、就業状態を改善するために自営業者の育成にも力を入れ、長

期計画では 200 万人の雇用を創出することとしている0 この事業は労働力参加率の低い女性

を中心として扱われ、現に相当の成果（1年間で 13 万 2000 人）をあげていることとされて

いる。外資の大幅受け入れで一挙に企業部門の雇用創出を期待することが難しい状況のもと

では、国情に合った雇用対策といえるであろう。 

経済危機打開のために採用された経済政策は、内では国営企業の民営化などの市場経済化

であり、外では外資規制の緩和による自由経済化指向であった。しかしながら、こうした政

策の採用が東南アジア諸国に遅れること 10 年というギャップの解消をもたらすほどには至

っていない。 

第 3 次 5 か年計画の主要課題を見ると、 4大項目の第 2 として生産・投資・雇用及び生産

性の向上が掲げられており、生産や投資の阻害要因を明らかにし、活性化への適切な政策が

必要であるとしている。これらと並列して民間部門の拡大ということも強調されている。先

に現政権のスタートにあたって掲げられた民間部門の縮小、公共部門の拡大が強調されて後、 

わずか 20 年のことである。内外の環境の変化が大きいことを考えれば、やむを得ない対応

ということであろうが、国民経済連営の効率の面から無視し得ない問題であるといわなけれ

ばならない。 

他方、人口は最近の傾向（政府指導による人口増加抑制）は別として、中長期的に見れば

増加には目をみはるべきものがあり、最近の 26 年間の増加率は実に 80％と高く、国民 1 人

当たり、国民所得水準の停滞的傾向からの脱出に至っていない。かたや失業は公式には 10% 

を下回るとされながらも、低位就業状態を解消するに至らず、潜在的失業率は 30％ととも称

されている。 
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1990 年代に入って、全国的には第 2 次産業就業者の比率は第 1 次産業のそれを上回るに

至ったが、依然として農業依存体質を脱していない多数の州を抱えているなどによって、経

済政策の主要課題である所得分配の構成への道のりは遠い。 

イランは低開発からの脱出、近代化のために 2000 年に始まる第3次 5か年経済計画の策

定に取り組んでいる。この中に強調されている主要課題は、社会経済開発への公的関与、雇

用創出、政府の規制緩和などである。しかし宗教的協議を重視するこの国として、社会正義

が強調され、経済効率は重要ながら、社会正義と経済効率のトレード・オフでは前者を優先

するとされている。 

経済政策の中で重要課題とされる、雇用創出に関しては、経済計画の期間中 200 万人強、 

年平均にして 40万人であるが、この 40 万人は最近数年の人口増加、若年者の新規学卒者数

を下回るものである。この一事をもってしても、イランの失業率の改善は次期経済計画期間

中に実現される可能性は大きくないと見るべきものである。 

近年の就学率の上昇、顕著な識字率の上昇に見られるような若年層を中心とした労働力の

質の改善にはみるべきものがある。外資の導入、合弁などによる工業分野の発展に対応すべ

き労働力の準備は既に着々と前進していると見るべきであろう。 

もとより、教育の効果が経済開発に反映されるには長い年月の時間、敢えていえば一世代

にわたる期間が必要であるとさえいえよう。イランの人的資産の蓄積は乏しいとはいえない

し、国際的レベルでの評価では、数学など原理的な学問のそれは西欧先進国に比較しても遜

色ないといわれている。しかし、他方で産業国家としての充実が遅れていたことも反映して、 

若年層に実学を軽視する傾向がないわけではないとの指摘もある。 産業労働力の育成には

より直接的には職業訓練であろうが普通教育における理念、価値判断の傾向が軽視できない

ところである。 

他方、職業教育に関しても、公共部門の強化が強調された時期においては公的企業優先等

がとられたことは想像に固くないし、割当制で分割管理されるような弊害もあったであろう。 

そうした意味も含めてみれば、イランの教育の人材開発効果がいかに大きかったかには疑問

なしとしない。 

もっともイランの教育制度に関しては、若干の危倶なしとしない面もある。それは、改革

が宗教的側面を強くしているために、高等教育省の名称変更に見られるように、教育理念の

大きな修正があったことである。こうした条件の変化は、当然ながら教育効果へも影響なし

としないであろうし、制度の変更によって、世代間に教育効果の格差があることなどであっ

て、外部から外形的標準での判断が難しいということである。わが国は、現在では教育の画 

ーイヒ、外形基準の弊害にいかに対応すべきかの課題を抱えているのが現実である。 

イランの場合は、そうした域には達していないであろう。ある程度の数の若年労働力の確

保が要請された場合の、普通教育の信頼性の問題といえよう。識字率が向上したといっても

かなりの格差があることなども、そうした問題を判断する際の課題の 1つといえよう。 

他方、国営大企業の民営化などが徐々ながら進行し始めているが、こうした場合の一部離

職者の問題はあろう。リストラなしの民営化では積極的な意義は見出すことはできないから 
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である。 

こうした場合、大企業の労働者の蓄積された技能が中小零細企業に移転された中国におけ

る経験に学ぶことができればべターである。技術、技能の面の援助、協力は、対米関係があ

り、わが国との間では積極的ではない。1999 年に訪問したわが国からの経済ミッションの

印象としても、当面活発化しうるものと受け取られるところがなかったとされている0 しか

しながら、外貨規制緩和後、欧州諸国ではイタリア、フランスなど若干の国で積極化の兆し

が見られていることは注目されていいであろう。 

イラン自身としても、既に日本への研修生派遣には取り組んでいるし、1998 年にはかな

りの人員枠拡大も計画された。 訪間した労働社会省次官も、日本の研修の援助協力に大き

な期待を表明している。 

日本から派遣されている専門指導員（JICA 専門家）の見解としても、協力枠拡大への期

待が大きいことも確認された。 

イラン国民の性向として、東南アジア諸国よりも移動性はやや低いように思われ、若干統

計的裏付けもあるが、こうした条件を反映してか、イランの職業訓練行政面での広域運営は

未整備であり、職業訓練行政面での地域間調整も必ずしも十分とはいえないのが実情である。 

わが国としても地域問題をすべて卒業しているわけではないが、情報技術ネットワークなど

の面で前進しているところから、移転可能な技術蓄積はないわけではない。 

進出企業の実際的側面での対応、わが国への研修派遣と、イラン国内の職業訓練のドッキ

ングがあれば、その成果には見るべきものがあろう。 

職業訓練における指導員の養成面の遅れが大きいことを考慮すれば、わが国の援助領域も

意外と大きいといえるのではないか。その際の言語の面でのハンディキャップが東南アジア

諸国よりも援助を実施する際のハードルを高くしていることは否めないが、長期的課題とし

て取り組む必要性はそれだけ大であるといえよう。 
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第6章 調査団メンバー、調査協力者、日程、収集資料 

1． 調査研究メンバー 

(1） 国内委員会 
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日本大学人口研究所名誉所長 

元厚生省人口問題研究所長（主査） 

日本家庭問題研究協会副会長 

東京大学東洋文化研究所長 

千葉大学園芸学部教授 

日本大学文理学部教授 

明治学院大学国際研究所長 

明海大学教授 

大阪市立大学経済学部助教授 

財団法人アジア人口・開発協会常務理事・事務局長 

財団法人アジア人口・開発協会主任研究員 

財団法人アジア人口・開発協会国際課長 

財団法人アジア人ロ・開発協会国際課主任 

(2） 現地調査メンバー 

降矢 憲ー 

ナギザデ・モハマド 

大野 昭彦 

楠本  

団長（前出） 

団員（前出） 

団員（前出） 

団員（前出） 
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調査協力者 

0） 日本大使館他 

東 博 史

岡 田 江平

桜井 慎士

中村 勝男 

Aryan,Marilyn  

在イラン・イスラム共和国日本大使館参事官 

在イラン・イスラム共和国日本大使館一等書記官 

JICA 専門家（職業訓練） 

日本貿易振興会（JETRO) テヘラン事務所長 

日本貿易振興会（JETRO) テヘラン事務所研究員 

東
 
岡
 桜
 

(2） 政府及び関係機関 

Afkari, Deputy Minister of Culture and International Affairs, Ministry of Labor and Social Affairs 

Tahaei,S.A., Deputy Minister for Financial and Administrative Affairs, Ministry of Labor and Social 
Affairs 

Saadathi,Pirooz, General Director, International Relation Bureau, Ministry of Labor and Social Affairs 

Karimian,Amir, Deputy Manager of Plan and Research Department, Ministry of Labor and Social 
Affairs 

Sarafat,Abdolali, Work Relation Expert, Ministry of Labor and Social Affairs 

Rabbani,Baromund, Transfer and Exchange Expert, Ministry of Labor and Social Affairs 

Khadigeh Azardokht Heyrut, Planning Expert, Ministry of Labor and Social Affairs 

Ojaghi,Zphrah, Women Employment Manager, Ministry of Labor and Social Affairs 

Salimi,Nemutollah, Men Employment Manager, Ministry of Labor and Social Affairs 

Abedi,Mostafa, Expert, International Relation Bureau, Ministry of Labor and Social Affairs 

Morteza Gyaravagyan, Deputy Minister of Economic Affairs and Finance, Ministry of Economic 
Affairs and Finance 

Komijani,Akbar, Vice Governor, The Central Bank of the Islamic Republic of Iran 

Hossain,Fazeli, Deputy General Director, Macroeconomic Bureau, Plan and Budget Organization 

Asali~Mehdi, General Director, Macroeconomic Bureau, Plan and Budget Organization (PBO) 

Yadollah,Ebrahimi Far, Expert, Plan and Budget Organization (PBO) 

Neamat,Falihi, Expert, Plan and Budget Organization (PBO) 

Sharghi,A. Au, Advisor to the Minister & Director General, Ministry of Culture and Higher Education 
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Tavakol,Mohamed, Advisor to the Minister of Higher Education & President, Institute for Research 
and Planing in Higher Education, Ministry of Culture and Higher Education 

Kousari,Tavakol, Head, Educational Research Organization for Science and Technology, Ministry of 
Culture and Higher Education 

Vatani,A., Director General in Research, Ministry of Culture and Higher Education 

Jafar.,Keivani, Director General for Eductaion, Ministry of Culture and Higher Education 

Sharghi,A,, Advisor to the Minister and Director General, Office of International and Scientific 
Cooperation, Ministry of Culture and Higher Education 

Beheshti, M., Expert of Japan, Ministry of Culture and Higher Education 

Dadbin,H., Director of Innovative and Inventive Affairs, Ministry of Culture and Higher Education 

Bahri,Shahireh, Deputy Director General, Office of International and Scientific Cooperation, Ministry 
of Culture and Higher Education 

Javadnia, Sherly, Expert and Translator, Office of International and Scientific Cooperation, Ministry of 
Culture and Higher Education 

Eftekarzadeh, Director-General, Bureau of International Cooperation, Ministry of Education and 
Training 

Khorasani,Engg. Mahmood, Deputy for Technical & Vocational Training Office, Ministry of 
Education and Training 

Jariani, Engg. Abolghasem, Head of the Group for Training Services & V.T.O., Ministry of Education 
and Training 

Azad, Engg. ,Deputy for Publication & Planning, Intermediate Education Section, Ministry of 
Education and Training 

Yaghoobi,Roohieh, Expert, International Organization, Office of Scientific International Cooperations, 
Ministry of Education and Training 

Ghasemi, Khosro, Expert, Asia & Pacific Area, Ministry of Education and Training 

Nasiri, S. Nematolah Mirfalah, Director-General, Household Social & Eco., Statistics Department, 
Statistical Center of Iran 

Taha Nourollahe, Senior Demographer, Statistical Center of Iran 

Farzin,Farzaneh, Senior Expert in Household Income and Expenditure, Statistical Center of Iran, 

Muhtashami,Majid, Director Manager, Management of Establishment, Management of Cooperative, 
Ministry of Cooperative. 

Allipovr, Zohreh, Director Manager, Management of Planning, Ministry of Cooperative. 

Sanesaeleh, Advisor to the Deputy of Project and Development, Ministry of Cooperative. 
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Xu, Shu-Yun, UNFPA Representative for The Islamic Republic of Iran, United Nations Population 
Fund (UNFPA) 

Mir-Motahari,M., Assistant Representative for The Islamic Republic of Iran, United Nations 
Population Fund (UNFPA) 

Amirkhalili,S., National Programme Officer, United Nations Population Fund (UNFPA). 

Sobhany,Hooshang, Assistant Professor, Industrial Forestry Operations, Faculty of Natural Resource, 
University of Tehran. 

Hosseinzadegan,J. Vice-President in charge of Support Services, Pars Electric Mfg. Co. 

Vatani,Mehrdad, Deputy Managing Director, Pars Electric Mfg. Co. 

Saraei,R., Administration Deputy to M.D., Pars Khodro Co. Ltd. 

Zarastoonia, Shahin Dasht 

一 112- 



アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調査研究 

イラン・イスラム共和国 

10 月 19 日（月） 

14 】 55 成田発 	 20 : 20 テヘラン着 （1R801) 

（降矢、ナギザデ、大野、楠本） 

10 月 20 日（火） 

・労働・社会省訪問。職業安定制度、労働政策及び社会開発について説明を受ける。 

・中央統計局訪問。ネマトラ・ナシリ統計局長より、雇用及び人口統計について説明を

受ける。 

10 月 21日（水） 

' JETRO イラン駐在事務所訪問。中村勝男所長よりイランにおける日系企業の活動と 

その人間資源開発プログラムについて説明を受ける。 

・国連人口基金（UNFPA）訪問。Shu Yuu Xu 駐在代表よりイラン国の人口の現状とそ

の問題について説明を受ける。 

10 月 22 日（木） 

・バザール訪問。 

・資料収集。 

10 月 23 日（金） 

‘イスラム休日 

10 月 24 日（土） 

・計画・予算機構（Plan and Budget Organization) 訪問。アサリ‘メディ マクロ経済局

長より、イラン国経済構造改革とマクロ政策について説明を受ける。 

・教育・職業訓練省訪問。通常教育制度と職業訓練について説明を受ける。 

・経済・財政省訪問。モルテザ・ギャラバギャン次官よりマクロ経済政策と海外からの

投資の現状について説明を受ける。 

10 月 25 日（目） 

・文化・高等教育省訪問。モハマド・タバコ大統領顧問より高等職業訓練教育の現状に

ついて説明を受ける。 

・協同組合省訪問。マジッド・ムシュタシャミ協同組合設立局長より協同組合活動とそ

の労働力の特色について説明を受ける。 

・日本大使館訪問。東博史参事官より日ーイ関係について説明を受ける。 

10 月 26 日（月） 

・職業訓練庁（TVTO）訪問。イラン国の職業訓練制度についてナソール・スワヂ渉外 

課長より説明を受ける。 

一桜井慎士JICA 専門家よりイラン国職業訓練の現状について説明を受ける。 
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10 月 27 日（火） 

' SHAHIN DASHに社訪間。ザラストニア専務より同社の雇用の現状について説明を受 

け、調査票調査。 

・イラン中央銀行訪問。アクバル・モジジャニ副総裁より外国為替政策について説明を

受ける。 

10 月 28 日（水） 

・PARS-KODRA (NISSAN PATROL自動車組立工場）訪問。サレイ管理部長より人間資

源開発の現状について説明を受け、質問票調査。 

・労働社会省訪問。サアディティ渉外局長と調査結果の協議と資料要請。 

10 月 29日（木） 

・カスピ海地域訪間。 

10 月 30 日（金） 

・イスラム休日 

10 月 31日（土） 

・PARS-ELECTRIC 社訪問。フセインザデガン副社長より人間資源開発の現状について

説明を受け、質間票調査。 

11 月 1日（日） 

・S.A．タヘイ労働社会省財務行政担当次官とイラン国の労働・雇用問題について協議。 

・2 1:55 テヘラン発 

ll月 2日（月） 

・13:00 成田着 
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Collected Material 

Islamic Republic of Iran 1998 

Islamic Republic of Iran, Ministry of Labor and Social Affairs, "Laws and Regulations Concerning 
Employment of Foreign Nationals", Directorate General for Employment of Expatriates 

Deputy Minister for Employment, "Aims and Programmes of Self-Employment", General Directorate for 
Self-Employment, Ministry of Labour and Social Affairs. 

Labor and Social Security Institute, "Labor Law of the Islamic Republic of Iran", Labor and Social 
Security Institute, 1993 

Islamic Republic of Iran, Plan & Budget Organization, Statistical Centre of Iran, "Population Censuses at 
the Glance (1986-1996)", Islamic Republic of Iran, Plan & Budget Organization, Statistical Centre of fran, 
1998 

Nahid Eatezadpour, "Social Security in the Islamic Republic of Iran", Social Security Research Institute, 
1997 

UNFPA office in the Islamic Republic of Iran, "UNFPA Activities in the Islamic Republic of Iran", United 

Nations Population Fund, 1998 

Islamic Republic of Iran, Ministry of Labor & Social Affairs, "Technical and Vocational Training 
Organization", TVTO Research Department 

Central Bank of the Islamic Republic of Iran, "Annual Review 1375 (1996-97)", Economic Research 
Department, Central Bank of the Islamic Republic of Iran 

Central Bank of the Islamic Republic of Iran, "Bulletin", Economic Research Department, Central Bank of 
the Islamic Republic of Iran 

Central Bank of the Islamic Republic of Iran, "Economic Report and Balance Sheet 1375 (1995-96)", 

Economic Research Department, Central Bank of the Islamic Republic of Iran 

Islamic Republic of fran, Ministry of Education, Bureau of Scientific International Cooperation, "The 

Structure of Education System in the Islamic Republic of Iran", Islamic Republic of Iran, Ministry of 
Education, Bureau of Scientific International Cooperation, 1997-1998 

Iran Exports Publications Co. Ltd., "Iran Exports and Imports, July-August 1998", fran Exports 
Publications Co. Ltd. 

Ministry of Education, "The Development of Education, National Report of the Islamic Republic of Iran", 
Ministry of Education, 1996 

JETRO-Tehran, "Employment in Iran", JETRO 

Economic Research Department, "Economic Trends, No.10 Third Quarter", Central Bank of Islamic 

Republic of Iran, 1997 
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Economic Research Department, "Economic Trends, No.11 Fourth Quarter", Central Bank of Islamic 

Republic of Iran, 1998 

Economic Research Department, "Economic Trends, No.12 First Quarter", Central Bank of Islamic 

Republic of Iran, 1998 

Higher Education in the Islamic Republic of Iran, "Policy Paper, Higher Education in the Islamic Republic 

of Iran", Higher Education in the Islamic Republic of Iran 

Institute for Research & Planning in Higher Education, "Statistics of Higher Education in Iran, 1996-97", 
Department of Statistics & Information, Publication Department, 1998 

Islamic Republic of Iran, Plan and Budget Organization, Statistical Centre of Iran, "Multi-Round 

Population Survey, 1991, National Results", Islamic Republic of Iran, Plan and Budget Organization, 

Statistical Centre of Iran 

Institute for Research & Planning in Higher Education, Ministry of Culture & Higher Education, Islamic 
Republic of Iran, "Iran's Higher Education Statistics at a Glance", Institute for Research & Planning in 

Higher Education 

Social Security Organization, Office for International Affairs, "Social Security in Islamic Republic of 
IRAN", Social Security Organization, Office for International Affairs 

Social Security Research Institute, "Leaflet of Social Security Institute", Social Security Research Institute, 

Islamic Republic of Iran, Ministry of Culture & Higher Education, Deputy Minister for Research, 
"Research Activities Statistics at a Glance", Islamic Republic of Iran, Ministry of Culture & Higher 
Education 

Statistical Center of Iran, ban Statistical Yearbook 1375 (March 1996-March 1997), Statistical Center of 
Iran, Plan and Budget Organization. 

Labour and Social Security Institute, Labour Law of the Islamic Republic of Iran - in Four Language-, 
Labour and Social Security Institute, Ministry of Labour and Social Affairs 

Plan and Budget Organization, Macroeconomic Bureau, A brief Account on Iran's Economic Policies and 
Performance, Plan and Budget Organization 1998 

Ministry of Education, Briefing Material-Junior Secondary Course-,The Bureau of International, Scientific 

Cooperation, Ministry of Education 1998 

Ministry of Education, Briefing Material- The New System of Secondary Eductaion-,The Bureau of 
International, Scientific Cooperation, Ministry of Education 1998 
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資料：現地調査票 
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(),t にがJJ‘し声。JJI-J()Jじ4~じ4くLこ（ )c月Jいン（ ),いし山JJ声一ー」JI 

一 	」4isU 	-人‘とh()bメJコ‘jrJみ （）じ→“ュ」、Jし声り“お1 

( ）戸メ声（）メ声ノ』 ( ）し享 it に一呪プ』‘ ( ）戸 A メし)fl) 紀山“g→ゆLc 」こ」」刈ーw 

似バじムA山品（ )bJ戸J( )5Jし~‘丘4JK 

( ）~ 	4! AJ,) 声 rA (A36与ァ 4.a)toJ 3! J UJ一 \A ()J」ユ （）~ 

Jし。 	J 	ーー一円バーる」血一sJし・」j→ Jjj 山K今：~メi 

(t.JL ナ“6 ! j J』 T“りJ ji‘ぷ Jメ曲り』‘jメュ J一I) t 4i.K。 Ljメユと。きー、、 

JtJ) 

:4且A声ァお」し“二 

」＋AJL!,4 	 o叫6山」にん声J3甲心 JAしに」一。な一」一 

.JJA一姐A声ひJJ」Jメュ J きしiーァぎ戸こ」エし。入入、二。五Jメパ・ 

( )JさA( ）じ』s ~（）~ （ ）山八みュ~ 

戸“じ区_ I（一,t)メJt 心昂 J与かりーーい 

( )J」A( ）じAs ~ （ ）~ （ ）山jじ~Aび~ 

かjし一J3! ブu“声αい声 C メ JJA L 血互 " ぎY 

()J」A( )J心~（）~ O山jじ1」る~ 

( ）』A( ）じ一sみ（）~（ )uL い~ 
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声 JK 戸6A、」 6、ァ,―。心uJしー。α一し LcL>,”丹A ー胤 

）エA( )J一s ~（）~（）山入戸ふ~ 

戸亀一（に」sj山）4-iヒ、声。」円‘」s」一！JJu血し)AJL"JD一ー Y。 

()JsA( ）い一sJl( ）~（ )iL し~A 砕 

.にふ Joさーし、コ4AIこ」sJ .）姐A 声じJP。→メJしト‘声“立。“叫i一v、 

( )JさA( ）いs ~（）~（）山～い~ 

"s‘一声J いしじ」,A 勺ひ一 6しメ声ぎ、 

( )JさA( ）じ一s~（）~（ )JjみA~ 

'Nし )LLAJt 」戸 6しメJK 曳い了v 

( )J」ふ（ ）じ一s~（）~（ )Jt 八Il戸J! 

心h声 o』い o」し 12 tiLA こ LLOUA」 LuL.声ァ声み声アみ山剖 JijijJ一w 

( )J,A( ）じAJ4( ）~（）山jJ」4A~ 

-i4&48 jQ 42,$. LcLるしgお」し山 4LQ 、声 じ声 u-i声し剖 JJ，。ァきて 

()‘、コー JI 戸ズメA」のKしJ戸なMcJ、見1 ル」引じ上・iに1戸ァー～血」~ 

()JytJ4A Il己 ij、」ァーし山に一』~ J 立 4 メ~ーマ 

( ）円レ、lo円 J3-'- のしげiみメ！ーJ 

声いーザしか＝も戸与勾一J声 JK4ェーしプ戸ぐ一ーbAJ 一、レ。 
' 

( )JきA( )。一s~（）~ O山j戸A~ 

ザs 、」tAユ」！~ル巨i一も“争 'UAiJ' L;-ilJし周 42」I)山いい」メ1" 

	」」」sし戸八ふ hu上］ 

‘声一町し J声 4一‘」と一J 」”AJJ 

43wAじ』し ?T6い 4叫， :-iしjし山ザ・ムにし1 了V 

( )Jg・ （ )戸 

sに山叫14A剖と324→了人 

( ）ら,三、,( )J一ct4 oレ戸 （ ）に一」叫」 シレ -i-i ( ）に山叫」 

	 く、“・ I 	"1トukLu U_ 、 

三発」＝与五ニ Js ニも」えトー f・ 

( ）し声剖 JLi 
	

( ）みlJL。ロ一」1 ( ）みlJし』A・ （）い独 Jt一つ 

一126ー 



JJJ【‘、ユエ ul 、ブ」◇ナ心 o句しu ひりーい 

J4」しメし戸A山（ )LJl血,().:JJJI 、コs戸αぺ」、,」』ム（ )Jか】 	（）げ“・、シよニ＆ 

し山JJ山う今 4些」Jユアしメ声ドw一ーを v 

(Y/.o*( )/.' 	( ) ./.v・ ( ) /.. ()/.\. 

()紀」一ーu! 山血、ふーァ」」→‘Jしー， 	 ュ各K」一、コ jj_)4 'U4,Jユ cL 。しア J」与’ 

JJメじメ同 oらJ,jo ti AJT6与破寧又い -s'"c＆」→1 じ「 4A i- 'tJ 

k目．( ）。J向（工，一 L) 	( ）じく工Lも」夫 4叫l( ）しし J3J:jュ l J4i 一！ (),t L ナ二叱叫 

	 “」S'J八、」ちA 

がJJjJ Lc) ( t)JJ. )Jし J)J.Lu 3叱声Ji ル→メ＆山」Jl式りしア”しJAJJ 

く、とl 	'flA L い oらJ 戸 ($)L'Aバ,山 ()L 4LJ山u tj 一E。 

：叫AJとLu与山J J_)いi与級：()J声 

()jjK」マ‘l (1五J扇 (JJJUこ」上しこH馬（、 

()j'-、んじュ声ぷuメ誠“よと山山（Y 

()J五‘L山J UJJム k]！曳“lし‘5 え声瓦戸（v 

~、ふ山IiJ( )o子J（を 

山山J巴山山JJJ与・ i与 44:( ）~ 

()JJA』oしJ め」プs3 、ュし“」 、コ声Jこょょ山（、 

( )J」Si一 IJ い I声 jJ山バ ,j 

()JJ昇いお4oら！IuLQ]iJ与 J,も」（v 

	 “勾」Sじ一八孟。（ )oJ.J(E 了・上主、 

s9is ,t(o与I*) Lc争)t 、じh声 JJ で‘”、J山ら．しLi、 

"A改サ山山JJ喜。J与s君なk( 

()_iJj 	シi6」~iJ（、 

( ）、:iwt J 二』oJ戸声‘」-H -'uS. SLAメtl（× 

()声声 53IyI 'Utふ )1 ()ir )'J山』（v 

()L・ュ Aるら、J』y11,y』Jこ」血J（を 

J威Sし戸A」加（ ）。子J(o 

)ls 	:4iJと叫山JJ,与ン Jf'lklュ」（）~ 

()ji__ 51AJメヌ、 

( ）声 	、戸 J」聾 j1 j)j 'Ltij云」』4 (jJiS3(v 

()J_,tJ J,→JしおJ4J (1jにメA 勺にJメし』oK一I（ γ 

()こ」一にい oi。」」』iJ(5JAJ_J &uと一・J（を 

	山」SUハAII"( )A子J (0 

5円J4-' J”三。“ LJ4→メ tjT」4」s LtAjtJ1 (I)JしいJ"c」s戸」LしいメLW 

仙Iしメい4』一立』し 七 4一“J 己“丸に」り勺 v 少、、コ司iェし） 

( 	）、fしュュI 6u AA剖」ュI与4-li（を ぐ）j,るユ o与A（γ （ )Js」又声」こ云Jェ、（Y ( ）に斗し（、 

	"]sしyへえ冶。（）。ーかとJ()Jい 

一127一 
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s・“」sJK 」が」J」』 oらJァ山J (tA )3Jiis dl 少」一ぶf」sー声JJ,I、6JJ~i入 

(“」しメナ、、‘ hAり し 'Ujに月丸I ~」」,dijγぷ、、二LA血し） 

(),争(V( ）プJ与。声Ct( ）、xり（。 （ )4“司メ（ E ( ）し,叫KiI(Y()t&,ョ (v()L,Ui（、 

	ュ鳶 U一一Iし,1( )8j主j 

s しuバじJI底 4jしメ。D与lJ、・“し Lc)しュ 6印凡戸Jい 4共』j4→ JJーパ 

(j」L4メリh 	、JtI し し‘レ山、コ寿しI、、」子メ曳 vJl 、己工心kし） 

()JLに弱かb一4（、（ )4→み（。（）、ニ山 9 Lf4A,み（E()"J鼻＋。t J北山J(v( ）パ子（Y( ）、Wヂ1（、 

()bJ血，( ) 	 Ja』・（ )JJLii 	与I )J ds &1H、 CJJis3 ($L6 'tlihj ,j 	声！ 

	  “」S‘戸ユう、血』 

し」バのねく曳しJ一 oしJ戸 j“乞剖‘4嶋A‘一 LA 	かsiiP' 

(円」L メい、ふーら し 4“ー‘こlがJ叫了ア曳 rJI 、に」ーメLし） 

（、oこシ争 (A( ）じ,子争 6声(V()49山u（、（ ):>お（。o＆戸(()。W (v ()4LiIメ (Y( ）。“」」る心 

	J.iJS L) 	( )bJさと J( 	)ob一ょ,sし（ )I4Jtit 

pi」ss )L'K uLγ＃し与Iァ j山a‘ぬし J"' :s戸戸ム轟」6早ミ戸轟。jLい 

(、4LメI戸ユ広AlJ b4_.oこ,がJl 、Hザ勺 vJl 、、二助tcし） 

()I ii よ、(A()'.ぬi(V( )',L.&lJ i』(1()‘」“垂 j(c( ）し叫井葺（を（｝。。J4弘し刃メ、v()LSJW(Y()J」j』JL-(、 

()Ijijg (\o（、,メJ(\()H・ぷ (\'()bJ』ダ（ \'c ( )J主 (\\()JIuDIo」 is（、I(）山サLリtiし（、 

	"6しド富、」I立‘ ( ）。J,ん（ ）」J』J(Vi 

s‘ 呼“‘・」」一畦メc 尋し“』ダJl山J(5LjLAし LA 	ブ山声達パ 

仙 メし戸い、山A!,13 	J、A]J 叱！ rJI 、に一〕kし） 

'-9()LJa1争 6戸（ )o→（ )o必（ )4＋ぶメ（ )x戸（）、戸（ )U可（ )'ilユA 戸血（）。“』士心I 

	“」SJ」ュム i"( )6Jl三 

uyK 曳いユAGル」JJA 戸 

ー一ー一一円ブョ,ししし！JJ 5Jア戸、与hユ。o手主一式 

ーー一一一ー円Jl」,し I)げ尋A(59)iJ- み Jン→ユ。 (),・4月ー。を 

ぐ
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'4n4、 Lifし JJ功sぐ L 、コるし”l軍し戸としlJレい！,A」し山」くら与ゾK 声11。。 

山」しJ自 Lc.JILo 」がJ )JJ )J ら‘f一、w、A4 ) ふs声 	‘戸J" 
	

IロI 
一
 
一
 
一
 
一
 
一
 
一
 
一
 
一
 

 「
ー

ー
  

Jlふ男（、 

コ Li i争＆1(V 

コ oJじ声（v 
「 

山4ザ唯 

(JIJ. 	Jら一（ 0 

""（、 

;oJj 」，,、，AJJ 

WoJ戸メ山Uoお曳声6し,Jtュ．,し吐o、 

( )J戸 

s に」“ '> 44JLc 	、斉メ.0 声I一。v 

。し JLJi AL JLuJ 

s曳l b」f声Jじくlgjひおしb'"~ 4_》 )-\ ー。人 

円」S け～“ふ。 

s尋。」声 )LcDお JJ(5f cLL) 、、アーo、 

ユ』Sし,AAェし 

S 、コ_L.0→‘・り1、声J 、Aしこ1」一』」j‘、，し、主 i 、‘ 
ー て ー 一 I ~ 	、 	“ 	 ~ マ ー 

( )j. ( ）、Pヂ、（ )1，」JAじ」事、（ )rA"h一と J' 

じIユー 6メA5勺レJ一 oiI ,. :)4り‘じ必 44 こJがし事JLc しuJ6~ 6“必いしiい 

5.US )t )LLUJ 	 6ら」JJy山SJJUし与争し“ 

(bLI ( )rs ( ）山j( 〉山jげ！+& 

知JJlJお d 声 (U4 & 与io引Jき LLJ山t jti Li LL 、声14 v 
/ 

い入八冶。（ ）。JgJ()4証戸」4cJJ1 3 山,ョ 6らl心1lJK 司J」じ（ )J戸 （）~ 

ーーユ」jS 

U与I‘少jj6Jし乙注る！山しu山 J)j4 )J 

も‘嘉十ム叱上ュソー。J三く子 lJoらり JoJに十いr 

( ）戸じ1戸（ ）戸（ ）山j( )Jt&) ~・（ )jt.j 声、J」＋& 
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し b 叱」』こ工」旦Jい Ln。声 L）く 4iL4.A Jii Ji I 1 euis )Jし o与IァJt3 (J1.iJ .Lk _1 

（、山取、コの」、c し，b 

）山j、二」」ユ×‘ ( )Jしメーと山」。 )J)JI丸l山山K()J'L‘い iL ユ L)JLK ( じA。,“ュA 。“!'-'U 

― 山I】S'J一Aふ一（ )bJ」・とJ ( ）声、こュ911 コ与」し。（ )c山」1W:く5い”し』（ 

J)IJ J 。鼻 にユ」刃IJ与‘厨Jふ）く」fs告AJ騒も与もt」、JぐメAァo句 o」戸声 JJJ一”八。 

:（叫」い ー・［る」」~し山 J 

( ) 	 'J」一山し 4ェ封JJuュー山 T J」i一声しム j‘月し o円ー 

.( ）町に &t 	声 tLi こいJ」ユ」山・“ls声 Jメー Jこ喜'-'U ,いぬ1 山う 9山H」D1i 一 

o山山 L.) : 、yユlJ，」い負にエu・」声 J嶋メ尋 Jしj曳、ニ一”1 テ4」」がJJLュ山声曳“し'U ー 

( ) 
	

J)J4.J」主血。声lLュ、hししりメ 

“」」s声~」J』jtiJuュいjl 、ー・リ・」hj'4‘き、デ；こいに，叱ー 

J員星、のK、貞・ jIo与メ“山き一声ふ」し 
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yK 」」］,i4!J声 o」Jきl( ）じかメA びyKし口メに心Jb( ) IK 」」］,i4,J声 o」Jェl( ）し，一、メA びyLcし Iメに心Jb( ) 	L) 加 )J6叩Jct メ式も L,よu がc 




